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書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔水道課〕 

    予算審査 

    ・議案第１８号 平成２８年度那須塩原市水道事業会計予算 

   〔下水道課〕 

    ・議案第３８号 那須塩原市生活排水処理基本構想の改訂について 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 
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    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○櫻田委員長 それでは、皆さん、おはようござい

ます。 

  本日は３月定例議会の常任委員会にご出席いた

だき、誠にありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会に付託された案

件は、条例の制定案件２件、全部改正案件１件、

一部改正案件３件、その他の案件４件の計10件で

ございます。 

  なお、予算案件５件につきましては、関係所管

課のところで随時予算常任委員会（第三分科会）

へ切りかえて審査を行います。 

  また、決算審査特別委員会に付託された案件の

うち、当第三分科会で審査すべき案件はございま

せん。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いするとともに、円滑な進行にご協力くださる

ようお願い申し上げ、挨拶といたします。 

  それでは、ここからは着座のまま進めさせてい

ただきます。 

  それでは、ただいまから審査に入ります。 

  次第により順次進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○櫻田委員長 まず初めに、八木澤上下水道部長か

らご挨拶をいただきたいと思います。 

  部長。 

○八木澤上下水道部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 それでは、水道課の審査に入ります。 

  今回、水道課関係の付託案件はございませんの

で、これより予算常任委員会（第三分科会）に切

りかえて審査をいたします。 

  議案第18号 平成28年度那須塩原市水道事業会

計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （議案第18号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑をお受けしたいと思いますが、

何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 すみません、先ほどちょっと聞き逃し

たんですが、予算内容の３ページですか、その他

の特別利益の東電の賠償の件なんですが、ちょっ

と聞き逃しちゃったのですが、今回は前年度から

見ると賠償額は大きいんですけれども、もう一度

すみません、説明をいただいていいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 浄水場における浄水の過程で発

生する浄水発生土というものが、放射能が凝集さ

れて高くなっているんですけれども、以前は天日

乾燥床というところでカチカチに水分を蒸発させ

て、日干しれんがみたいな形にまで水分を飛ばし

ていたんですね。そうすると、非常に放射能が高

くなっちゃうんですね。ただ、そこまでカチカチ

にしなくても搬出できるということがわかりまし

て、県の北那須浄水場でも、そのようにしている

ということで、北那須浄水場に倣って含水率を少

し上げる、カチカチではなくて、少し粘土ぐらい
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の形にしましたらば、処理ができるだけの放射線

量に下がったんですね。それで今年度から浄水発

生土の処分ができるようになりました。 

  その処分ができるようなりましたので、その処

分費を東電に賠償請求できるようになったという

ことで、その分が上がっております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に処分というと、どういうふうに

なるんでしょうか。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 産廃処分業者がございまして、

そこと契約をしておりまして、そちらに搬出をし

て処分してもらっているという状況でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 産廃業者にというのは前に説明を受け

たと思うんですけれども、実際に那須塩原だけじ

ゃないですよね。処理しなくちゃいけない土とい

うのは。大体もう決まったところということにな

るわけですか、その産廃業者として、受け入れ先

は。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 具体名を申しますと、東武商事

でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、あと、先ほど最後に説明をいただいた19

ページの資本的支出の工事請負費で、今回は石綿

セメント管の更新事業が大幅に昨年から比較する

と減額になったと。その理由は市街地に入ってき

たからということで、これも決算の際にも説明が

あったと思うんですけれども、黒磯地区の町なか

にという理解でよろしいんですか。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 おおむね黒磯地区の市街地とい

うことでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 大体面積としてはどのぐらいになるん

でしょうか。この予算書でいくと、キロ数は出て

いますよね。昨年が当初でいくと19.6だから約20

ｋｍ、ことしに関していくと、これでいいんです

か、5.6ｋｍということになるわけですかね。ど

のぐらいの面積がカバーできるんでしょうか。

5.6ｋｍというのが全て石綿セメント管というわ

けではないわけですね、鋳鉄管とかも入っていま

すよね。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 おっしゃるとおりでございます。

老朽管更新の5.6ｋｍの内訳としましては、石綿

セメント管と老朽鋳鉄管と２つ入っております。 

  ただいま面積というお尋ねでございますけれど

も、我々のほうの工事の捉え方というのは、配管

の延長で捉えておりますので、面積という捉え方

をしませんのでちょっとお答えできないところで

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 例えば何とか地区とか、何とか何丁目

から何とか何丁目までとか、大体わかりますよね、

色塗りすれば、このぐらいだなと。当然、計画立

てるときは、じゃ、この地域といってぱっと囲ん

で、それを計算して何ｍとかいう、それとも最初

からメートルではかって5.6ｋｍだということで

の計算に予算化されているんですかね、積算の根

拠ですね。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 これから拡張していくという時

代であれば何ｋ㎡給水できるというようなことに

なると思うんですが、今はもう既に98.4％もう給

水していますから、そういうことでなくて、もう

老朽化したここの区間の配管が何ｍ、何ｋｍを更

新すると、そういう捉え方をしております。 
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○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 石綿セメント管でいえば、スタートす

るときに計画を立てて、スタートの際には約240

ｋｍぐらいのたしか距離数が石綿セメント管あっ

たと思うんですよね。それが毎年更新されてきて

いるわけですけれども、当然、更新される際に、

私の素人考えでいけば、この地区というと全体的

にはこのぐらいの面積のところが更新されるんだ

なというふうに思うんですけれども、そういう考

え方で進めていくということはないということで

すね。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 おっしゃるとおり、既に給水さ

れている地区があると。その給水されている地区

の中で、管だけを老朽化したからかえていくとい

うことですから、面積というような捉え方ではな

くて、管路の延長という捉え方をしております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、黒磯地区の市街地に入っ

てきて、実際に市街地が全て更新されるのにはど

のくらいかかる見込みと踏んでいるんでしょうか。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 その点につきましては、２年前

の３月議会、この常任委員会の席で、当時の上下

水道部長から、プラス５年というようなお答えを

させていただいておりますけれども、厳密に何年

という見込みが、なかなか来年度の予算も大幅に

少なくせざるを得ないような、そういう条件、工

事のしづらいところが残ったということですから、

正確に何年ということも難しいんですけれども、

プラス５年で何とか完了させたいんだというふう

に、そういうふうに向けて努力をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○櫻田委員長 そのほか何か。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 大きく２点ぐらい、これからお

尋ねしたいんですけれども、実は基本的なことな

んですけれども、有収水量の推移というのは、過

去５年から現在にわたって、これはどこかで聞い

ているかもしれませんけれども、どのような推移

状況でしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 今、手元に正確な数字、ほぼ横

ばいに近いんですけれども、ふえてはいないです。

たしか私の記憶だと、過去３年間ですと、ほんの

少し下がっているんですね、多分それが下がって

いるというふうな傾向だと言えるかどうかという

ぐらいの微妙な下がり方でございまして、それが

減少傾向にあるとはっきり言ってしまっていいも

のかどうかというのは微妙ですね。ほんのこうい

う小さな増減の減少局面にあるだけで、次上がる

かもしれませんし、そのぐらいの小さな動きです。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 人口が、この前の新聞にも出て

いましたけれども、大分11万7,000人を切ってき

たような状況で、お年寄りもふえている中で、水

を使う量が今後どういうふうに減っていくのかと

いうことと、これからその設備を改修、修繕しな

がらいくということの中で、そういった財政も含

めた中で、水道課としては、今後どういうふうな

有収水量というふうに考えているのか。それによ

って、これからいろんなことが、財政的なことも

変わってくると思いますが、その辺ちょっとお聞

かせいただきたい。 

○櫻田委員長 課長。 

○小仁所水道課長 ただいま鈴木委員ご指摘の点、

最大の課題でございまして、今後、給水人口がふ

えていくという見通しというのは立てにくいです

から、それに伴って有収水量も減少していくであ
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ろうという見込みであります。 

  その中で、おっしゃるとおりに施設の老朽化が

どんどん進んでいくということで、水道事業ビジ

ョンというものを策定しているところでございま

すけれども、その策定するに当たって、水道事業

審議会を設けまして、今４回まで審議をしていた

だいているところなんですが、この水道事業ビジ

ョンの中で、今後の有収水量、給水人口の見通し、

それとアセットマネジメントを今やっております

ので、老朽管と施設の更新計画、それと財政の見

通し、これをトータルに勘案いたしまして事業計

画を立てていこうということで、今、検討してい

るところでございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ありがとうございました。 

  それと、先ほど吉成委員の質問の中で、水道の

出た汚泥のようなものの処分のことなんですけれ

ども、排出者としては、トレースというんですか、

最終的にどういうふうな形でそれが処分されるか

というところは、責任はないんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 搬出していった先で、処分施設

のほうに行きますと、それを持ち込みますと、マ

ニフェストというのをもらいます。それをいただ

いていますので、それによって確認ができていま

す。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今お伺いしていて、ちょっと気

になったのは、8,000ベクレルというのは、ベク

レルを重さで割っている単位、１ｋｇの中の

8,000という話でしょうから、おもしろいなと思

ったのは、水分を含んでいれば8,000ベクレル以

下になるという考え方が通るのであれば、過去の

ものも水分をふやせば8,000ベクレル以下になっ

てしまうというのは、そんな考え方は幾らでもあ

ると思うんですけれども、市としては処分して、

自分のところから誰かのところに預けてしまった

ほうが、手から離れて責任逃れみたいな形、ちょ

っと言葉が悪いか、責任の所在が変わってくるん

だと思うんですけれども、そのあたりは、そうい

う市としてもそのほうがいいんだろうと思うんで

すけれども、最終的に市の大もとは違うんですけ

れども、市が一旦掘ったものに対する排出者の責

任ということで、これはどんどん中間処理業者に

渡せば、水を入れていくことよりも減らすほうに

なっていくだろうと想像するんですね。それは最

終的にどこに行くのかというあたりまでは、市と

しては確認をしておりますか。ちょっと話がずれ

ているかもしれないですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 最終的には最終処分場で埋設と

いうことになっておりますが、鈴木委員ご指摘の

ところは、市がそれでいいのかというようなとこ

ろでしょうか。 

  浄水場には、今も8,000ベクレル以上のものと

いうものがたまっておりまして、保管場所という

ものにも限界がございます。できれば処分をして

いきたいというのが本音でございます。 

  今後出てくるものに対しては、県の汚泥もある

というのがちょっと逃げ道になっているところも

ありますけれども、そういう形で含水率が高くな

れば、放射線量が低くなるというのは当然のこと

で、トータルは変わらないけれども、その放射線

というのはどこへ行っちゃうんだというようなこ

とかもしれませんけれども、我々としてもずっと

れんがのようにして高い放射線量にしたものを毎

月毎月積み重ねておくということも限界がありま

すから、そういう方法もあるという情報を得まし
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たので、そういう形で処理をせざるを得ないとい

うことであります。 

  もう一度すみません。ちょっと今の言い方だと

大変不正確で、いいかげんなことをやっているみ

たいな言い方になっちゃいますけれども、含水量

は適正な水準を維持しております。反対に水ばか

りにしてそれを流しちゃうという、そういうよう

なことではございません。含水率は何％だったっ

け、70ぐらいだったか、今の含水率は70％ぐらい

だそうです。粘土ぐらいな感じになりますね。 

○櫻田委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 逆に質問の仕方も悪いのかなと

思って、単純にこの汚染されたものは最終的にど

ういう形で、含水比がどんどん減っていけば、ど

こかに特殊廃棄物みたいになるのか、ならないで、

どこか一般廃棄物の中に行くようなことで考えて

いていいのかということと、それから既存のもの

の、含水比は県か国の基準があって、その基準の

枠の中で、今までは含水比をすごく小さくして出

したほうが有利だったんじゃないかと思うんです

けれども、今こういう状況だと逆で出したほうが

いいという前提なので、基準のぎりぎりのような

形の考え方でやっているのかということが１つ。

すみません、その２つだけ、一言みたいな形でい

ただければ。 

○櫻田委員長 だから、鈴木伸彦委員、絞って言っ

てください。じゃないと…… 

○鈴木（伸）委員 最終処分は、今出されている70

の含水比の中で出たものは、最終的にどういうと

ころに行き着くのか。要するに、私が気になるの

は…… 

○櫻田委員長 気にならないですよ、そこを聞きた

いんですね。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 通常の廃棄物と同じような形で

処分していいというレベルでございますので、最

終処分場で埋設をしていくということでございま

す。 

○櫻田委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  補佐。 

○黄木水道課長補佐 まず、含水率の問題につきま

しては、引き取り業者におきましては固形状の形

状を保っていれば引き取りは可能ですということ

なので、要はそれを保っているから含水率まで落

としています。従前につきましては、施設的に余

裕があったので天日で干していたので結果的に乾

いていたということですね。うちとしては回転率

を早くしたほうがもちろんよろしいので、要は業

者さんが持っていける範囲内の乾燥度合いで搬出

しています。その結果、放射能濃度が一般廃棄物

という言い方は変なんですけれども、一般の産業

廃棄物として処分する基準以下であれば、それと

同じ処分していいという基準があるんですけれど

も、それ以下におさまっているので、今回東武商

事のほうは引き取ることが可能であるということ

で引き取っていただいております。 
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○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今の話は了解しました。 

  ややこしくなるので結構です。 

○櫻田委員長 ほかに何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 今の３ページの原子力損害賠償

ということで950万ほど増になったということで、

これは何年に請求した分なのかということと、積

算方法については、ほかの農業関係と同類のよう

な積算方法なのか、上水道は上水道なりの積算方

法でこういう金額を算出したのか、２点お聞かせ

ください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 まず額ですが、これは今年度に

支出したものが内容になります。今年度の、先ほ

どの浄水発生土の搬出業務とか、そういう費用、

今年度の費用を請求する額ということです。 

  積算ですが、こちらは農業のほうはどうなるの

かわかりませんけれども、東電のほうの様式に基

づいて積算しています。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 それはいいです。 

  ７ページの委託料で、検定満期量水器交換業務

ということで８年ごとの定期交換ということです

けれども、台数的にというか、数字は何千という

か、どのくらいの基数になるのかと、あわせて配

水池ロボット清掃業務ということで毎年というこ

とですけれども、２カ所の配水池ということで、

これは中のロボット、メーターやるんでしょうか

ら、どのぐらいのメーター数になるのか、それぞ

れわかる範囲内で。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 まず、交換するメーターの数で

すが、７ページの下の修繕のところに表がござい

まして、口径ごとに件数が載っておりますが、こ

れがそうでございます。 

○櫻田委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 実施するところは青木第２配水

池と金沢下配水池という２カ所でございます。清

掃する面積…… 

  面積としては、青木第２が1,020㎡、金沢下配

水池が192㎡。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 そうすると、長さのメーターと

いうことではなくて、面積ということで計算とい

うことですね、わかりました。 

  じゃ、最後に１点だけ、13ページの企業債利息

ということで、この利率について。 

  それと、毎年これは変更になるのか、固定金利

になっているのかという部分でお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○黄木水道課長補佐 まず企業債、毎年度借りてい

るものでありまして、利率は借りた年度によって

異なるので一概には言えません。本年度予算では、

予算書の第５条にありますとおり５％以内という

ことになっております。これは来年度借りる直前

になって、主に機構が多いんですけれども、機構

からの通知によって借りるようになります。 

  以上です。 

○鈴木（紀）委員 はい、結構です。 
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○櫻田委員長 そのほかございますか。 

  なければ、僕のほうから１点、ちょっと委員長

と副委員長をかえさせていただきます。 

  先ほど吉成さんからも鈴木紀さんからもあった

んですが、この東京電力の賠償は、通常ですと、

例えば先ほどの農業とか、観光なんかは、例えば

1,000万円減っても1,000万戻ってくるわけではな

くて、その限界利益率の何％、ですから、この水

道なんかに関しても、この金額が満額回答なのか、

もしかすると、もっと賠償の額があるのかどうな

のか、その辺だけ１点聞かせてください。 

○齊藤副委員長 課長。 

○小仁所水道課長 これは要求した金額満額です。 

○櫻田委員長 実質たる賠償の責任は金額はこれだ

という理解でよいんですか。 

○小仁所水道課長 はい、そうです。 

○櫻田委員長 すみません、ありがとうございまし

た。 

  それでは、委員長にまた司会を戻してやります、

すみません。 

  それでは、ほかに質疑、ご意見がないようです

ので、ここで質疑、ご意見を終了したいと思いま

すが、異議ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 すみません、ぶつ切りになって申しわ

けないです。 

  予算書のほうの２ページの４条の頭出しのとこ

ろなんですけれども、当然、毎回不足する分とい

うことでは、損益勘定留保資金であったり、それ

から基金の取り崩しで対応しているわけですね。

特に建設改良積立金に関しては、当然、取り崩し

ていくわけですから、毎年少しずつですけれども

目減りはしてきているんだと思うんですね。そこ

の考え方をお伺いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○黄木水道課長補佐 今、委員、おっしゃるとおり、

４条予算につきましては、必ず収入より支出のほ

うが多くなります。そこでどうするかというと、

予算書の15、16ページの貸借対照表上で流動資産

側、こちらに現金、預金の欄がありますけれども、

この現金、預金の中に資本的支出に充てることが

できる、俗に言う当座運用資金というものが含ま

れております。そこの管理という中で、この不足

財源をやっているんですけれども、この積立金、

あと内部留保資金、こういうのをトータルで考え

て、当座に運転資金を先に、今回ですと28年度か

ら見込んでやっておりまして、今のところ、この

建設改良積立金についても、毎年度の利益をこれ

に充てているのもありまして、今のところ28年度

までは健全にいきます。それ以降については、先

ほど課長が答弁いたしました水道ビジョンの中で、

先の10年の財政見通しを立てて、また当座の運転

資金が適正な維持を保てるような管理をしたいと

思っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、確認させていただきますけれど

も、そうすると、現在はこの建設改良積立金に関

しては健全だということで、健全じゃないという

のは、どのぐらいを言うんでしょうか。今回であ

れば11億何がしがあるわけですけれども。 

○櫻田委員長 補佐。 

○黄木水道課長補佐 先ほど言ったように、建設改

良積立金単体では考えていないんですけれども、

今のビジョンの中の財政計画では、当座運転資金

として８億円を下らないように持っていたいなと

思っています。 

  以上です。 

○吉成委員 了解です。 



－164－ 

○櫻田委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時０２分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、賛成の討論ではありますけれど

も、少し１点だけ注文をつけたいと思います。 

  先ほども質疑の中で、19ページの工事請負費の

部分で質疑をさせていただきました。石綿セメン

ト管の更新、それから鋳鉄管の更新事業というこ

とで、今回は例年以上に非常に進めるのが難しい

地域だと。私有地なんかもあって了解をとるのも

難しいということで、距離数にするとかなり減ら

した形の計画で予算立てになっています。 

  それは説明としてはわかります。ただ、やはり

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○これまで計画的に

進めてきて、この地域になってなかなか進まない

というのはわからないことはないんですが、極力、

そういう中でもぜひこれまで以上に努力をしてい

ただいて進めていただくと。よく、なかなか工期

内にできなくてということで繰り越し明許になっ

てみたり、そういうことは多々あるわけですけれ

ども、極力そういうことがないように努力をして

いただければと思います。それを一言添えて賛成

討論とさせていただきます。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号 平成28年度那須塩原市水道事業会

計予算は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第18号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  齊藤副委員長。 

○齊藤副委員長 （浄水発生土の最終処分先につい

て） 

○櫻田委員長 それでは、ほかにないようですので、

水道課の審査を終了したいと思います。お疲れさ

までした。 

ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ますが、15分から会議を再開したいと思いますの

で、よろしくお願いします。 
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休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○櫻田委員長 それでは、下水道課の審査に入りま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３８号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第38号 那須塩原市生活排水処

理基本構想の改訂についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第38号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  何かございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これに対しての質疑ですけれど

も、人口の予測なんですけれども、国勢調査の結

果だと、今11万7,000とさっき聞いて、この前の

２月かなんかのやつだと、たしか11万6,000台に

なっていたと思うんです。これを見ると11万

7,000でまだ結構高く見ているんではないかとい

うあたりの、なぜそういう判断なのかということ

と、同じ市でも、保育園整備なんかのほうのやは

り市の人口を見ると、どちらかというと下水道の

ほうが多目なほうを採用しているような気がする

んです。その辺の判断、考え方をご説明ください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 まず、生活排水処理基本構想で

ございますけれども、昨年の段階から整備構想を

考えていたということでございます。12月の議会

の中でもご説明したところでございますけれども、

この中で将来人口としましては、定住促進計画の

整備人口として、それぞれの費用比較とかしてご

ざいますので、直近の人口が出されているところ

とは、若干違っているという内容でございます。 

  それから、人口減ということでございますけれ

ども、繰り返しになりますけれども、市の定住促

進計画で示されている人口をそのまま採用したと

いうことでございますので、構想とは若干違って

いるかなというふうなことでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ３ページを見ても、現人口と定

住促進と黄色の部分があって、明らかにこれを見

ると、傾きの傾向が違うので、もうちょっと現実

を見ないと、先行投資してこの計画でやると無駄

遣いになりそうな気がしますので、そこはちょっ

と念頭に置いてやっていただきたいという気はい

たします。 

  それともう一点なんですけれども、そうすると、

本当は環境面では公共下水道がいいことはわかっ

ている。先ほどの５ページでいうと、浄化槽有利

というのが26あってという話で、そうなったとき

に分譲地などで、バブル期の敷地面積が60坪とか、

それからいう狭いところで敷地の中の処理が非常

に困ると。それから地下水、土質条件の悪いとこ

ろ、浸透しないところで、困っている市民の方は
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現実にたくさんいると思うんです。そこがこれか

ら課題だと思います。どう対処していくのか、こ

こにはほとんどあらわれていないんですけれども、

下水道より有利だというのは自己責任みたいな話

で切り捨てているような気がするんです。だから

そういう人たちが、３次処理をした後に、目詰ま

りをしたときに、本当にそのままほっておいてい

いのか。庭先が腐ってぐじゃぐじゃになった状態

で、お金がかかる、年寄りになって、お金がない

という状態が本当に起きている。今現在も起きて

いる話は多分よくご存じだと思うんです。そうい

うところの対応も含めて、本当に合併処理浄化槽

がいいのか、公共下水道がいいのか、または補助

を出すにしても１回きりなのか。また追加で出す

のかというあたりの検討が、ここではちょっと触

れていないので、そこまで入れて検討していただ

けると、この内容がもっときりっとしてくるんで

はないかと思います。質疑ではなく、要望も入っ

ています。 

  以上です。 

○櫻田委員長 いいですね、答弁。 

○鈴木（伸）委員 いいです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 ４ページの集合処理と個別処理の経済

比較のこの図のことなんですけれども、上の説明

を見ると、お金のことでこれ分けているんだと思

うんです。国のマニュアルに基づき環境ポンプ処

理場のお金と合併浄化槽のものとを比べているん

だと思うんですが、那須塩原市独自の何か判断材

料はないのか。お金だけでこういうふうに比較を

して、多分結果もそれで出しているんだと思うん

ですが、そういう考え方っていいのかどうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 今、経済比較の考え方のご質問

だと思うんですけれども、先ほどご説明したとお

り、国から示されていますマニュアルに基づいて、

それぞれどちらが有利かということで検討した結

果ということでございます。この内容につきまし

ては、それなりに検討している区域にどのくらい

の戸数があって、将来的に人口がどれくらい張り

つくかというようなところ。それから整備を進め

るに当たって、下水道、それから浄化槽について

も、投資費用から維持管理費用までを含めた中で

検討するというようになってございます。これに

基づいて検討した結果ということでございますの

で、市の独自の考え方というのは、ここには盛り

込んでいないということでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 それはわかりました。 

  それと、６ページの整備目標のところに、南赤

田地区と東部地区のことが、農集の排水のところ

を公共下水道に編入をしたほうがいいという、こ

この部分と４ページの部分が、ちょっと私には全

く関係ない話なのか、あるいは、これはまたこれ

で別な話なのか、すみません。説明をお願いしま

す。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 まず、中期整備目標の中の南赤

田の公共下水道の編入でございますけれども、南

赤田地区の処理場が非常に老朽化等がありまして、

今後相当な費用がかかるだろうということで見込

んでございます。 

  そうしますと、集合処理として農業集落排水も

されておりますので、近くまで来ております下水

道にそのままつないだほうが有利だろうという判

断で検討した内容でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 
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○山本委員 そうすると、その下の長期のほうの東

部地区については書き方が微妙で、公共下水道編

入について進めますではなくて、検討を進めます

と書いてあるんですが、東部地区については、別

の理由でこれはこのままでいいというふうに考え

ているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 東部地区につきましては、まだ

まだ正常に運転できているという状況で、それも

引き続き、今後とも、10年まではまずは大丈夫だ

と。もしくはそれから20年の中でも大丈夫だろう

というふうな判断をしてございますけれども、た

だし全体的な中で、東部地区につきましても、将

来的には大きな修繕が出てくる可能性もあります

ので、これらについては検討してまいりたいとい

うふうな表現にしてございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この生活排水処理基本構

想というのは、20年先まで書いてあるんですけれ

ども、片方では合併浄化槽を残す、片方では公共

下水道をやりながら、この集落排水というのはど

ちらかというとなくしていく方向というふうに受

け取ってよろしいんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 生活排水処理基本構想は、大き

く分けますと、集合処理、それから個別処理とい

うふうな仕分けをしてございます。したがいまし

て、集合処理の中では下水道と、それから農業集

落排水の集合処理とございます。農業集落排水は、

なぜ下水道に編入するかというところでは、今、

先ほど申し上げましたように、将来的にもその施

設として、継続的に実施していくことがいいか、

それから下水道に編入してつないだほうが有利な

のかということで、将来的にも判断してまいりた

いというふうなことで、東部地区については、検

討を進めますというふうな表現にしているという

ことでございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 ５ページの基本方針の白丸の一番下の

部分です。 

  今回の調査の中で、26カ所については個別処理

のほうがいいだろうと。でもその中に、要は集合

処理の計画に入っているところが22カ所あるとい

うことなわけです。ですから、最後に、長期整備

において個別処理の状況を踏まえながら、集合処

理の検討を行いますというふうに書かれていて、

書いてある内容はわかるんですけれども、当然５

年、20年という長いスパンですから、ここが非常

に微妙なところだと思うんです。この判断という

のは、どういう経緯からこういう判断になったん

でしょうか。 

  本来であれば、もう割り切った整備の仕方とい

うのもあるかなという気もするんです。もう個別

処理がいいという結論が出たんであれば、今後は

この地域については、幾ら計画の中に入っていて

も、個別処理を最優先でどんどん進めましょうと

いうような書き方でもよかったのかなという気が

するんですが、ここのこの判断についてお聞かせ

ください。 

○櫻田委員長 課長。 

○邉見下水道課長 この辺の書き方にしましたのは、

委員さんおっしゃるとおりでございまして、下水

道の全体計画の中に入っている区域でも、浄化槽

が有利な場所が22カ所あるということでございま

す。当然ながら、浄化槽については補助等々で設

置を進めていくところでございますけれども、下
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水道の計画区域の中に入っているということで、

将来的には合併浄化槽の設置状況を踏まえて整備

を進めたいという内容でございます。 

  答えになってございませんけれども、将来的に

浄化槽のこと、それから全体計画のことも踏まえ

て、これらがどうなるかということは20年先の話

でございますので、その時点で検討するべきだろ

うというふうなことで、このような表現にさせて

いただいております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 こういう表現しかないのかなという、

当然相手があることですから、わからないことは

ないんですけれども。 

  では、実際にここの部分でいうと、黒磯、塩原、

それから流域、それぞれあるんですけれども、主

にはどこなんですか。それぞれもう完全にこの22

カ所というのは、３分類、相当平均的に分かれて

いるんでしょうか、対象区域は。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 ここに黒磯、塩原、北那須流域

というふうに書いてございます。それぞれの地区

でそういう問題が発生してございます。主には黒

磯地区かなというような、ちょっと記憶の中での

話ですけれども、そんなような状況でございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  君島委員。 

○君島委員 ちょっと確認だけとりたいんですけれ

ども、これは計画区域に、当初から農集の部分は

入っていなかったわけですよね。これを入れるこ

とによって、幹線の許容と、それから流域の処理

能力、これには特別影響を与えないから、こうい

う形で載せてきたというふうに理解していいのか

どうかということなんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 当然、永田、北那須の流域のほ

うに接続になって流れるということでございます

が、この流域の処理能力に対しては、特に問題な

いということでございます。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 つないだときに、現在流域のほうで西

那須野地内に入っていますよね、幹線管渠が。こ

れの許容に対しても、これが入っても大丈夫なだ

けの管が入っているということでよろしいんです

ね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 ご質問のとおりでございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと質問させてもらおうか

なと思っていたけれども、ちょっと似たようなこ

となんですけれども、赤田、四区町とか上赤田の

ところは都市計画区域で、今回外しましたよね。

でも都市下水を引きますよという計画があって、

都市計画区域になっていますから、都市計画税も

取られている。それは都市計画税の使い道という

のは、こういう下水道とか公園とか道路の整備に

使うことで取っているわけですよね。 

  それに対して、赤田のこの周辺、南赤田とかは、

都市計画区域から外れていて、ある意味では、下

永田でいうと特環みたいな扱いになるんではない

かと思うんです。その辺の税金の集め方として、

地元に対しての、これ市民の皆さんはほとんどわ

からないと。赤田地区の人は広域に入ることは、

私は個人的にはこれは理に適っていると思ってい

ます。 

  そうすると、いわゆる都市計画税を払っている

ところの人に対しては、きちんと説明があるのか

とか、その辺です。これは行政の上だけで判断し
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て、地元のことはちょっと説明が足りないんでは

ないかなと。そこを感じるんですけれども、そう

いうことについてはどういうふうに何か感じてい

ますか。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員、もっと端的に質疑し

てください。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 まず最初に、この下水道を編入

をするということの経緯でございますけれども、

浄化センターでこれから施設を更新していくとい

うようなことと、それから下水道に接続する費用

と比較をしてございます。その結果、発生費用、

それから削減効果を比較しますと、全体で約

9,000万円ほど整備で削減できるだろうというふ

うに考えております。それから、維持管理費の中

でも、年間200万円ぐらい削減ができるかなとい

うふうに考えてございます。 

  そうしますと、当然ながら出てくる部分もあり

ますので、この辺については削減ができるという

ことで、下水道に接続したほうがいいんだろうと。 

  それから、都市計画税とその他の話の中では、

特環についても、委員おっしゃるとおりにそのよ

うなことで進めていますので、特段、下水道課の

ほうから説明というようなことでは考えてはござ

いません。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午前１１時５５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 討論がないようなので、討論を終結

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号 那須塩原市生活排水処理基本構想

の改訂については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第38号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより、予算常任委員会（第三分

科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第10号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 
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  ここで昼食のため暫時休憩といたします。 

  午後の会議は１時からとしますので、よろしく

お願いします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  執行部からの説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 すみません、76ページの浄化槽設置整

備事業でちょっとお伺いしたいんですが、先ほど

歳入のほうで聞き間違っていたのか、ちょっと確

認なんですけれども、国庫補助については266基、

県費については223基ということで説明をいただ

いたんですが、これはそうすると、国庫補助で県

費の上乗せがないものというものが、市と国庫だ

け、あるいは市・県・国と３つが入ってくるもの

と、市単独という形で３種類の補助の対象になる

ものがあるということで理解してよろしいかだけ

確認したいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 おっしゃるとおりでございまし

て、国庫対象の分、それから県費補助の分がそれ

ぞれ対象が違っているということであります。市

単につきましては、いずれも対象にならないもの

は市単で対応するという内容でございます。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 それと、これは多分全部７人槽とかと

いうわけじゃなくて、10人槽とかという形である

と思うんですけれども、その区分をちょっと教え

ていただけますか。10人槽が何基、７人槽が何基

という形で。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 歳出のほうで見ております建設

補助からご説明申し上げます。 

  ５人槽が150基、それから７人槽が110基、10人

槽が６基の見込みでございます。 

  以上です。 

○君島委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 今の76ページの単独浄化槽撤去工

事のほうが150基から申請が10基まで満たなかっ

たということで、20基分としたというご説明があ

ったと思うんですけれども、１つ教えていただき

たいのが、これは単独浄化槽から別なものに変え

たときの撤去費用という捉え方でよろしいのか、

まず１つお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 おっしゃるとおりで、例えば合

併浄化槽にする、もしくは下水道に接続するとい

うところで、単独浄化槽を撤去するものについて

の補助でございます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 ということは、下水道はまず入る

入らないというのは市の方針だと思うんですけれ

ども、合併浄化槽は推進しているというところま

で鑑みると、ここまで下げちゃうと、その啓発の

部分が弱くなっちゃうような気もするんですけれ

ども、どうお考えかお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 
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○邉見下水道課長 実は単独浄化槽の撤去の補助で

ございますけれども、今年度当初では、25年度並

みということで150基ほど見込んでいたというこ

とでございます。今年度の状況ですけれども、12

月末ぐらいの時点で撤去が60基ぐらいだったとい

うことで、３分の１ぐらいの内容だったというこ

と、それから、このうちでの補助対象になってい

ますのは10基に満たないということで、それらを

考えまして、20基程度の予算措置としたところで

ございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 単独浄化槽ではなくて合併浄化槽

を進めているんじゃなかったでしたっけ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 今説明申し上げましたのは、撤

去をした数ということでございまして、合併浄化

槽も当然推進はしてございますけれども、おおむ

ね合併浄化槽は新築の方が非常に多いというとこ

ろで、その転換をされる方はちょっと少ないかな

ということから、このような実績になってくるの

かなというふうには推測しているところでござい

ます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時０２分 

 

再開 午後 １時０４分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１４号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第14号 平成28年度那須

塩原市下水道事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第14号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  何かございませんか。 
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  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 192ページの、このページの中

ほどの2001事業の委託料でふえたということです

けれども、全体の件数と、今回どれだけ、何件ふ

えたのかあたりをお示しください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 件数をちょっと把握してござい

ませんで申しわけございませんが、水道課への負

担分として26.49％ほど負担をしています。昨年

比から見ますと３％ほど増ということでございま

して、全体で水道課への委託料としましては

3,730万7,000円、昨年から見ますと333万6,000円

ぐらいプラスということでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 課長、今、件数なので、もし担当部

局に行って件数がわかるのであれば、ちょっと来

てもらって委員の方に説明してもらいたいんです

よね。大丈夫、わかりますか。 

○邉見下水道課長 わかります。 

  じゃ、後ほど、申しわけございません。 

○櫻田委員長 答弁漏れはなかったですか、今。 

○鈴木（伸）委員 今ので、そういうふうに答えて

もらえれば、とりあえずそれはそれで結構です。 

○櫻田委員長 じゃ、件数は今、とってくると。 

  そのほか何かございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 あと、想像はできるんですけれ

ども、下水道の収益金が下がっているというお話

だったんですよね。今の話は件数がふえていると

いうあたりなので、想像はつくんですけれども、

その辺の理解できるような形で説明をいただけま

すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 接続件数はふえているというこ

とはご説明で申し上げたところでございますけれ

ども、特に使用料が減少しているという中では、

公共の中での減少が多いということで、特に西那

須野地区の中心の中、それから黒磯の中心の中あ

たりで使用料が少なくなっている傾向があるとい

うこと。それから、節水意識なんかもあって少な

くなっている部分もあるのかなというふうな想像

はしているところでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 193ページの水処理センター施設維持

管理費、1001事業の中の委託料で、資材単価特別

調査ということで予算がついているんですが、こ

の予算額と、当然その下の水処理センター施設整

備費に係ってくるんだと思いますけれども、詳し

い内容をお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 特別調査でございますけれども、

この内容は、黒磯水処理センターの機械濃縮機、

それからマンホールポンプにつきまして資材の単

価を調査するというものでございまして、予算額

としましては29万8,000円ほどを見込んでいると

いう内容でございます。 

  それから、施設の内容でございますけれども、

同様に、工事請負費の中で含まれます施設で、黒

磯水処理センターの機械設備の交換、それから板

室ポンプ場の施設修繕ということで、これらに対

する資材の単価の調査という内容でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは、やはり調査を実際に入れない

と、なかなかわかってこないデータだということ
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なわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 資材の公表されているものでも

おおよそは把握できますけれども、実際に調査を

いたしますと、これらと大分変わった単価が出て

くるというのが常でございまして、こういった特

別な資材といいますか、機材につきましては、特

別調査を行っているという内容でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 192ページの新規で受益者負担金改定

というのがございますけれども、これのスタート、

改定したものはいつからスタートするのかという

ことをお聞きしたいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 これは、それぞれ今まで負担金

の設定の根拠が違っております。したがいまして、

これらのまずは調査、それから、これからかかわ

る費用、それから適正な負担金をどのようにした

らいいのかあたりを含めますと、来年１年ぐらい

は検討時期として考えていきたいという考えでご

ざいます。それ以降、庁内検討もしくはそれの状

況を踏まえまして、検討に入っていくかなと思っ

ておりますもので、実際にどれぐらい、今のとこ

ろ何年何月からやるという想定は、まだしていな

いところでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 すると、当然、これから新たに計画区

域に入ってくる部分についてのみ該当するという

考え方でよろしいんですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 いろいろな考え方がそのときに

あると思うんです。これから整備を進めていく部

分をどうするか、それから、新たに区域を拡大し

ていく部分はどうするのか、そのあたりも含めて

検討してまいりたいというふうに考えております。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 それと、その上段のところに受益者負

担金前納報奨金というのがあるんですけれども、

これは、この受益者負担金の改定にあわせて、そ

のときに廃止をするような方向で考えを持ってい

るのかどうか。結局、市税の納付につきましては

前納報奨金も廃止しているんですよね。ですけれ

ども、下水道の受益者負担金についてはまだある

ということなので、改定とある程度あわせた形で

の廃止も来年度にあるかどうかだけお聞きしたい

んですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 現在のところ、そこまでの想定

はしていないところでございます。おっしゃると

おり、税のほうは、前納報奨金はないことは私ど

も把握しておりますけれども、やはりこのような

中では、負担金の検討の中で同じように検討され

るものかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 192ページの君島委員の言った

ところと同じところで、内容は違いますけれども、

350万という予算をとっているわけですけれども、

この業者というのは複数ある中の競争なのかとい

うことと、あと、これは市の事業ですよね。外注

しなければならない理由。自分たちでも検討でき

るんじゃないかという気もしますので、その辺の、
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一問一答なんですけれども、２問です。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 350万円につきましては、これ

から来年以降、発注するということでございます

けれども、もう手を挙げる業者が複数いるかなと

思っていますので、入札になるかというふうに考

えてございます。 

  それから、外部委託の理由でございますけれど

も、設定の根拠、それからそれぞれシミュレーシ

ョンを行うという中では、なかなか内部でやると

厳しい部分があるかなということで、外注を予定

したいということで予算計上させてもらったとい

う内容でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 193ページの１項２目の水洗ト

イレ改造資金利子補給72万8,000円ということで、

これについては、水洗トイレを設置したときの設

置者に対する負担金に対する利息だと思うんです

が、１件当たり幾らぐらいの利子、想定件数でい

いです、件数幾らを年にしてこの補給の金額132

万8,000円と計算したのかということ。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 水洗化促進費の利子補給でござ

いますけれども、これにつきましては、今水洗化

されていないお宅が水洗化をするというときに、

その水洗化する費用に対して銀行から借り入れを

すると、それに対しての利子補給ということで、

１件当たり限度額60万円ほどに関する利子補給と

いうことで見込んでおるものでございまして、来

年度の見込みでございますけれども、30件を見込

んでおります。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 これは、流れ的に今、ふえてい

くのか減っていくのかという、当然ふえていく方

向の計算だと思うんですが、それに対しての周知

方法というかそういうものは、広報なんかではや

っていると思うんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 全体的に今、整備を進めている

中で、まだまだ水洗化が行われていない方に対し

て補助をしていくというような部分で、そのよう

な設置促進を進めていきたいというようには考え

てございます。加えてこの広報の方法ですけれど

も、窓口に相談に来られる場合、それから広報等、

それからホームページなどで周知を図っていると

いう状況でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 理解しました。 

  同じページ数でその下の２項２目の工事請負費、

マンホール及び管渠・舗装修繕ということで

2,855万ということで、これは地域的にはどこら

辺のことを想定して計画しているのか、詳細をお

聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 これにつきましては、市内全域

でございまして、工事請負費の中では、それぞれ

マンホール付近が悪いとか、そういった苦情に対

する対応というふうなことで考えてございますの

で、どこどこの場所ということで特定の場所とい

うことでの想定ではございません。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 マンホール付近といいますと、
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マンホール穴ですよね、その周辺の舗装が壊れち

ゃって水が入ってしまうとかという、そういう単

純なことでいいのか、聞かせてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 具体的には、古いマンホールと

いうのは、がたつき防止になっていないマンホー

ルが市で何カ所かございます。経年しますと、こ

れらがゆがんだりしてがたつきが出てきてうるさ

いとかという管理上の問題があるということ、そ

れから、どうしてもマンホールが車が通るときに、

これが下がったり、もしくはすり減ったりしませ

んので、その外側の舗装がどうしても傷んでいく

ということで、それで段差ができるということ、

もしくは下水道を掘って埋設した部分で舗装がそ

の影響で悪くなっているというふうな部分が多く

出てきますので、それらに対する工事費用という

内容でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。 

  その中で、マンホールのふたそのものを交換す

ることはあるのかどうなのか、まず。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 がたつきがあるマンホールにつ

きましては、今のがたつきがないマンホールに交

換をしているということがございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 将来的な話なんですけれども、

他市では結構今、マンホールのふたにいろいろな

デザインをつくってやっていると思うんですね。

近隣でもたしか、新聞にもちょっと載っていたか

なと思うんですが、その中で、結構マンホールの

ふたの写真を撮って、フェイスブックなんかで回

しているというのがあるんですね。そういったこ

とを女子会なんかでやっているのをちょっとニュ

ースで耳にしたことがあるんですが、ここでもそ

ういったマンホールのふたそのもののデザインを、

ここのマスコットであるみるひぃだっけ、そうい

ったものに変えていくような考えを持っているの

かどうなのかもお聞かせください。 

○櫻田委員長 鈴木委員に申し上げます。 

○鈴木（紀）委員 その他で言う。 

○櫻田委員長 ちょっと理解いただければと思いま

す。すみません。 

○鈴木（紀）委員 はい。 

○櫻田委員長 ほかに何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、ここで執行部か

ら先ほどの件に関して発言を求めます。 

  係長。 

○伊藤管理係長 先ほどの下水道使用料で徴収業務

委託、水道課のほうに委託しています件数ですが、

まず、平成26年度の実績値で14万8,682件、今年

度といいますか、来年度の見込み値につきまして

は15万2,700件、平成26年度、まだ今年度の分は

実績値はちょっとわからないものですから、26年

度と28年度の見込みになりますけれども、26、28

年度の対比で4,018件の増ということでございま

す。 

○櫻田委員長 それでは、質疑そのほかございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたしますが、ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３６分 
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再開 午後 １時４０分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第14号 平成28年度那須塩原市下水道事業

特別会計予算は原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第14号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１５号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第15号 平成28年度那須

塩原市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○邉見下水道課長 （議案第15号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  玉野委員。 

○玉野委員 199ページ、２項１目施設維持管理費

の中に新規のＰＣＢ使用機器調査とございますが、

これはＰＣＢってずいぶん古いんですけれども、

どんなものが予想されて、どんな方法で調査する

のかをお聞きしたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 ＰＣＢが含まれているというこ

とで、照明器具の安定器に入っているんじゃない

かなということで想定してございまして、これに

つきましては、電気関係の専門業者に委託をして

いきたいというふうなことで考えてございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 同じく199ページの一番下の段

ですが、工事請負費というところのマンホール及

び管渠修繕、舗装復旧、汚水桝設置のこの491万

2,000円は、今、その辺の話はなかったと思うん

ですけれども、例年どおりですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 工事請負費につきましては、昨

年よりも１万6,000円ほどプラスでございますけ

れども、おおむね例年どおりということで考えて

おります。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そうすると、これは今、計画が

あって、あそことかあそことかという予定された

ものがあっての予算なのか、毎年これだけ額を確

保しておくのか、考え方としてどちらですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 毎年同じような額で予算措置し

ているということで、それぞれここの地区の管渠

を修繕したいといったところの想定ではございま

せんで、全体的な調整の中で予算計上していると
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いう内容でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 予定はなくて、全体的に予算措

置をしているということですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 それぞれ想定の個数といいます

か、想定をする箇所ではなくて、発生するだろう

というような箇所の想定につきましては、それぞ

れの箇所数で想定をして積算してございますけれ

ども、具体的なここへということでの想定ではご

ざいません。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 この質問は、割と通るところの

集落下水が入っていまして、当初、工事が下手だ

ったと、はっきりそう私は思うんですけれども、

舗装面に対してマンホールが高かったり低かった

り、それに無理やり舗装をすりつけたりしていて、

すごく状況の悪いところが幾つもあるんですよね。

そういうところは、これができてからもう長いこ

とたっているんだけれども、こういう予算がある

のであれば、年単位でこういう予算をつけてもら

えるのか、もらえないか。これから言えば来年度

予算がつくのかということもありまして、今回は

そういったところに入っているのかなと思って質

問しているんですけれども、想定していないとい

うことで、じゃ、今回の予算の中で、そういった

ことに対して要望みたいなものがあれば、お願い

すれば対処してもらえたりするんですか、この中

では。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 予算の範囲、490万ほど見込ん

でございますけれども、この中で対応できる部分

であれば、対応していきたいなというふうに考え

てございます。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 先ほどの下水道の特別会計でも、今回

の公営企業会計の適用企業ということで調査と法

適化支援の債務負担行為で予算がつけられている

わけですけれども、これは、当然農集と公共下水

道ではボリュームが全然違いますから、金額的に

も違うのはよくわかるんですが、その根拠となる

ものというのは何が根拠になるんですかね、それ

をお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 農業集落排水、それから公共下

水道、これに全体で係る費用というのは積算しま

す。その中で、下水道と農業集落排水につきまし

ての事業量で切り分けをして、それぞれ予算措置

をしていくという内容でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 全体があって、これが農集の部分です

よ、ほかは公共ですよという、その説明はわかる

んですが、その前の段階で資産調査は当然するわ

けですよね。それから、その後に、今度は法適化

支援、要は資産調査のボリュームの違いというん

ですかね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 それぞれ基礎調査から資産調査、

それから法適化支援という段階を踏んでの委託に

なりますけれども、その切り分けにつきましては、

公共下水道、農業集落排水は資産のボリュームが
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大分変わってくるということで、その中で今回の

予算の中では、資産調査はこれからですけれども、

おおよそこのぐらい対このぐらいであろうという

ふうなことで切り分けをして予算措置をしている

という内容でございます。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 ほかに質疑。 

  君島委員。 

○君島委員 198ページの市債の部分でお聞きした

いんですけれども、これ、通常100％ですよね、

充当率が。こんないい市債があるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○邉見下水道課長 法適化の部分の市債でございま

すけれども、国では先ほども申したように、27年

から31年まで集中的な取り組み期間ということで、

それに向けて法適化に進んでくださいということ

が言われています。そのあめと言ったら言葉は悪

いですけれども、その措置として起債100％を見

ますと、充当を認めますということにしています

ので、これにつきましても、100％の充当という

ことで見込みになります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 いいですか。 

○君島委員 はい。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号 平成28年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第15号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 （マンホールのふたのデザイン

のイメージチェンジについて） 

○櫻田委員長 そのほかございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 （農業集落排水事業に関する使用料等

の見直しについて） 
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○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、そのほかないようですの

で、下水道課の審査を終了いたします。 

  これで上下水道部の今定例会における審査は終

了となりますが、上下水道部全体として何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 なければ、以上で上下水道部の審査

を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

なお、10分間の休憩をとりたいと思いますので、

２時15分より会議を開きますので、どうかよろし

くお願いしたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○櫻田委員長 初めに、君島建設部長からご挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  部長。 

○君島建設部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、都市計画課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、都市計画課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算常任委員会（第

三分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  なお、眠い時間帯でありますので、大きな声で

わかりやすくお願いしたいと思います。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  何かございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 一番最後に説明いただいた114

ページのしゅんせつ等、これは予算ということで

すけれども、毎年同じ金額ですか。ことしは予定

があるのかどうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 これは５年ごとに全体の浸透

槽の調査を行いまして、５カ年計画で行っている

事業でございまして、今回は雨水浸透槽のしゅん

せつ等の実施予定は、西那須野地区に15カ所、そ

れから旧黒磯地区で東原の１カ所ということで計

画をしております。昨年は、工事請負費一括で合

算で予算化しておりました。ところが、工事請負

といいますと、当然浸透槽の中をさらったり、そ

れからフェンスを取り壊して新しくつくったり、

鍵を直したりということになるんですが、実際に

は、周りは大丈夫だけれども、立木の伐採だけす
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ればいいという工事が幾つか出てまいりました。

この場合は、工事ではなくて委託料で伐採の委託

をするべきではないかというようなお話もありま

して、そのたびに流用をかけたりするのもどうか

ということですので、今回は委託料と工事請負の

２つに割って予算化をさせていただきました。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今のはよくわかりました。了解

です。 

  それと、113ページの４項１目の黒字の新規の

ところの説明で、不適格になったということで移

転だというようなふうに私理解したんですけれど

も、その不適格というところがどういうことなの

かをご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 それまでは県条例を満たせば

よかったわけなんです。ところが、昨年10月から

市の条例をかぶせまして、特別この土地について

はといいますか、那須塩原市においては宇都宮や

那須町、日光と同じようにしっかりした景観形成

をしたいということで、市の条例をかぶせました。

ですから、そのために県条例ではオーケーだった

もの、これが既存です。ところが、市の条例をつ

くったために不適格になってしまったというもの

がございます。これに関しては、それを撤去した

り更新したりする場合には補助金を出すというこ

とで。その条例をつくったもともとの我々の市役

所でつくった看板自体もだめだと、老朽化もちょ

っといっているということで、今回撤去とそれか

ら更新を１カ所というふうに予算化させていただ

いております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今のは了解しました。 

  それから、107ページの８款１項１目の欄の下

から２番目ですか、ご説明いただいた100001事業

のここ、利子補給というのは大体わかったんです

けれども、これが該当するような建物というんで

すか、どの地域、個別には聞いてもわかりません

から、どの地域あたりでこういうところが発生し

ていたのかというのを、ここで聞いておきたいな

と思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 それでは、来年の、これは23

年から３カ年受け付けをいたしまして、23、24、

25ということで、その期間内に受け付け、申請が

あって許可になったものについて29年度、ですか

ら再来年で終わりになります。時限立法というこ

とになりますけれども、当初16件について利子補

給をしておりましたけれども、繰上償還などがあ

りましたので、28年度は14件ということになりま

す。住所地だけ、番地以外の場所を…… 

○鈴木（伸）委員 そうですね。 

○稲見都市計画課長 読み上げたいと思いますけれ

ども、下永田それから大原間、沼野田和、黒磯、

寺子、それから美原町、上郷屋、上大貫、青木、

市内全体にわたってということになると思います。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ありがとうございます。聞いて

何か感じるところがあるかなと思ったんですけれ

ども、特にランダムで特に何もないのがわかりま

した。ありがとうございます。結構です。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 113ページ、一番下段の委託料の説明

をしていただきました。その中で屋外広告物あり

ますね。３回目という中で274万円ですけれども、

これの状況調査した結果、どのように展開してい

くのか。 
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○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 これは26年、27年、来年28年

というふうに、この後もどんどん続いていくもの

でございますが、26年度は90日を委託いたしまし

て、調べた看板が2,776、27年度も90日とってあ

りまして、調べたのが3,103基、来年度は実は27

年度、全部終わらなかったという、90日では間に

合わなかった部分が一部出てしまいましたので、

その部分と、28年度は線路の南側、東北本線の南

側の黒磯、東那須野地区を中心にやるわけなんで

すけれども、これは大変な数がございますので、

これを全てデータベース化いたします。写真も撮

って全て残してありますので、窓口に看板を設置

している業者さんとかがおいでになって、うちの

看板そろそろやらなきゃならないんだけれどもと

いうようなお話がありましたら、すぐそれを見な

がら窓口でお話ができて相談に使うということで、

実際にはどのぐらいの看板が那須塩原市内といい

ますか、この規制区域内にあって、どれだけがち

ゃんと申請が出ていて、出ていなくてというよう

なことをしっかり調べるための基礎資料にすると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 その基礎資料を把握した後は、何か考

えていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 今、この予算500万円で屋外

広告物既存不適格のものについては改修等をして

いただくということで、補助を受けているわけな

んですが、実はこの調査をやってわかりましたの

は、実際設置してある90％以上が、県条例のとき

も含めて何の申請も行っていない、簡単に言うと、

条例違反の状態のものが大多数ということになり

ます。来年度からは、これを何とかしていくため

に、その資料をもとにしながら現場を歩いたり、

その看板を持っていらっしゃる、セットしていら

っしゃるところの方にお手紙を出すとか、チラシ

を持っていくとかしながら、これは長い時間がか

かると思いますが、少しずつ具体的に動いていき

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 長い時間かかりますけれども、景観と

いう形ですから、よろしくお願いします。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 113ページの一番下の補助金ですね。

屋外広告物の修繕等ということで、昨年新たにこ

の予算がつけられて、100件弱ぐらいが対象の物

件というか、看板だったと思うんですが、今回は

この金額でいくと何件ぐらいを予算化したんでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 実は昨年の当初では1,000万

円の予算をとらせていただきました。といいます

のは、その前の説明会等を何回か通じまして、そ

のときにご相談いただいた件数の業者さんは皆さ

んおいでいただけるかもしれないということで、

満額1,000万円以上とらせていただいたのですが、

ふたをあけてみましたら、残念ながら６割から７

割ということにとどまりました、補助金の申請に

つきましては。そういうことで、今回は61件で半

額の500万円ということで予算を立てさせていた

だきました。予算要求はもうちょっと多かったん

ですが、財政のほうで調整いたしまして500万円

に査定されたということでございます。 
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○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、もう前回、平成27年度の

1,000万を実績で見ると61件ぐらいだろうという

ことじゃないですよね、70件ぐらいなんだけれど

も、61件にされたということですね。 

○稲見都市計画課長 要求はもう少し多かったんで

…… 

○吉成委員 わかりました。了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じ113ページの真ん中辺の委託料な

んですけれども、立地適正化計画策定支援、国と

一緒で746万2,800円ということだったんですが、

これ去年新規で始まったもので、これは具体的に

どのような感じで進んでいるのか、説明をいただ

きたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 昨年から始めました事業でご

ざいまして、今年度ですね、27年度は本当に基本

的なといいますか、例えば人口動態につきまして

も、人口問題研究所の数値や、それから栃木県の

都市ビジョンとか、さまざまな基礎資料を徹底的

に集めまして、現在の那須塩原市がどんな姿なの

かということを、まずはつまびらかにするという

ことで進んでまいりました。それにあわせまして、

23課25人によります庁内検討委員会というのをつ

くりまして、そのたびに詳しい話を持たせていた

だきました。今回の３月議会の一般質問の中でも、

建設部に関係のない質問の中で立地適正化という

ことが２回出てまいりまして、大変浸透してきた

というか、いろいろな職員が立地適正化のやり方

について少しずつ理解してきていただいたという

ことで、大きな成果なのではないかなというふう

に考えております。 

  アイデックという会社が請け負っていただきま

して、そこと何度もさまざまな調整とか話し合い

を繰り返しまして、例えば現状から見た那須塩原

市の評価というような形で非常に細かい表などを

つくったり、それから細かくメッシュを区切って、

この地区がどうなっていくのかという将来の姿を

明らかにして、しっかりした資料をつくっており

ます。 

  来年度におきましては、それをもとにしまして

今度は実際の都市機能誘導区域や住居の誘導地域

などを少しずつ固めていきながら、来年、再来年

度のしっかりした１本の計画づくりまでつなげて

いきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、これ今年度新しく始ま

って、28年度にも予算がついていて、当初の計画

どおりに着々と進んでいるというふうに理解して

いいんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 ことし、アイデックなどと打

ち合わせをしましたら、こんな細かいところまで

検討しているのかというようなことがありまして、

私自身もちょっとびっくりしているんですが、そ

のぐらい大変な計画なんですね。市街地にどんど

ん集めて住んでくださいということで、人の住む

場所をインセンティブを持ってそこに集めていか

なくちゃならないわけですので、一般質問などで

も出ましたけれども、焦らないでやっていっては

どうですかというようなお話も頂戴しております。 

  我々も、そういうことで何としても３年間でつ

くり上げたいという、そういう考えは持っており

ませんので、いろいろな問題が出てきてもっと延

長するべきだということになれば、あと１年延長
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するということも考えておりますが、今のところ

は、我々は順調に来ているんじゃないかなという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 予定どおり進んでいるんだというふう

に理解をいたしますが、この立地適正化計画と、

かつてから言われているコンパクトシティーとい

う考え方については、同じではないとは思うんで

すが、その辺の関連をどういうふうに考えている

のかということをお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 私は、同じだと思います。私

の中では区別がつきませんので、よく誤解は、コ

ンパクトシティーというと中央集権的なというか、

１カ所に集中させるのではないかというような誤

解がありますけれども、そうじゃなくて、幾つか

のコアをつくって、そのほかにも、農業をやる方

は農地があるところに住んでいて当たり前なんだ

という考えでございますので、ただ、そういうコ

アを公共交通でネットワークで結ぶという考え方

で、これはコンパクトシティーと全く一緒の考え

方だというふうに思っております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、今、公共交通という言

葉が出たんですけれども、この立地適正化計画の

庁内の委員さんが二十何人ということだったんで

すが、この辺では、生活課のその部分の公共交通、

今進めようとしているものとリンクをしながら計

画を立てているというふうに理解してよろしいん

でしょうか。 

○櫻田委員長 山本委員に…… 

○山本委員 まずいですか。 

○櫻田委員長 ぎりぎり。 

  課長、答弁を求めます。 

○稲見都市計画課長 庁内検討委員会の中にも当然

生活安全係で公共交通を担当している職員に入っ

ていただいておりますし、ただ、コンパクトシテ

ィーの考え方でここを住居誘導地域にするんだと

いうような具体的な設定が決まった段階で、公共

交通のほうに影響を与えるのか、ただ、公共交通

を先にやって、じゃ、どこに市街地をつくるかと

いう考え方は逆だと思いますので、ですから、こ

れをつくりながら何かするというような具体的な

作業というのは、この後になるんだと思いますが、

ただ、公共交通を考える人たちには、必ずこの立

地適正化のほうは理解していただかなければなら

ないというふうに考えております。 

○山本委員 了解です。すみません。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 今お話を聞かせてもらったんですけれ

ども、アイデックという会社なのかわかりません

けれども、どういう会社なんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 昨年、プロポーザルを実施い

たしまして、そこに応募してきた会社でございま

す。実は先行して宇都宮市も手がけている会社で

ございまして、都市計画の…… 

〔発言する人あり〕 

○稲見都市計画課長 コンサルタントが出なかった

んで、すみません。都市計画のコンサルタントの

業者でございます。そのときプロポーザルに手を

挙げてきた業者の中でも経験値が最も高かったと

いうことで、一番評価された業者でございました。

会社は支店が宇都宮にございます。正確な名称は

何というんでしたっけ。 

○櫻田委員長 それでは、係長の方から言ってもら

ったほうがいいんじゃないですか。 
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  答弁を求めます。 

  係長。 

○髙久都市計画係長 会社名につきましては、株式

会社国際開発コンサルタンツです。 

○君島建設部長 頭文字をとってＩＤＥＣ。 

○髙久都市計画係長 そうです。こちらが宇都宮事

務所という形で…… 

〔発言する人あり〕 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 先ほどの屋外広告物設置状況調

査の件で、たしか予算が274万と言いましたね。

それで26年度、27年度はそれぞれ90日調査という

ことで、この金額設定の基準というか、それを単

純に考えると、これ274万を90日で割って３万だ

という中で、２人ないし３人ぐらいを使って調査

したのかなというふうに理解したんですが、そう

いうことでいいのかどうなのかお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 おっしゃるとおりでございま

して、昨年は90日で取り残しがちょっと出てしま

ったということで、今回は132日設定をしてござ

います。全部で4,200基ぐらいではないかなとい

うふうに考えておりますが、これは２人で車で回

っていただくんですが、多分４人、３人、お二人

体制で132日ということで予算は計算してござい

ます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 ということは、さっき言った単

純に90日ではないんで132日ということは、１人

の単価にするともう少し下がるというような計算

になってくるのかなと思う、132日。先ほどは90

日で単純に割って３ということなので、ちょっと

細かくなってしまうんですが、132日ということ

は、１人単価はもう少し下がってしまうのかなと

いう。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○稲見都市計画課長 ことしは予算も多くというこ

とでとらせていただいております。これは簡単に

言いますと、シルバー人材センターにお願いをし

ておりまして、昨年この調査に当たった方と１回

目、直接お会いしていろいろな話をしたんですが、

大手の家電メーカーの退職者とか、非常に優秀な

方で、機器の使い方、パソコンの入力の仕方なん

かも非常によくわかっていらっしゃる方でござい

ました。配分金といたしましては、これはシルバ

ー人材センターの資料でございますが、１日当た

り１人6,750円ということになっております。こ

れの２人で132日というのが配分金の中の人件費

の実際の数字でございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 ほかに何かございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 
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  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 （立地適正化計画と他の計画等

との連携について） 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、都市計画課の審

査を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ますが、10分間の休憩をとりますのでよろしくお

願いします。３時５分からよろしくお願いします。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○櫻田委員長 それでは、都市計画課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第19号 那須塩原市空き家等対

策の推進に関する条例の制定についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第 19号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。

何かございませんか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 これずっと１条から10条まで見ていきま

すと、この空き家の対象者というかな、相手がいる

と読めるんですが、全くいないという状況は考えて

はいないですか。相続人もいない、何もいない。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 空き家等の所有者に関しまして

は、おっしゃられました相続等も放棄されていると

いう、最終的にそれが確認された場合は、一般的に
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は国のものになるというふうには聞いているところ

であります。 

  その最終的に国のものになるまでは、相続権利者、

放棄するかもしれませんけれども、相続権利者が空

き家を管理するということは、民法の中では決まり

があるようです。民法の中では、管理に関しまして

は、となっております。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 それは、民法、特措法のほうで読めると

いうか、対応できるという。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 ただ、その民法の中で、その空

き家管理といっても、最終的に、どういったらいい

ですかね、お金を出して解体したり、そこまで民法

の中では規定をしておりませんので、その辺がはっ

きり言って曖昧なところはあります、特措法で勧告

を受けた特定空き家に対しての措置としましてはで

すね。 

  その中では、代執行制度の中での市の制度手続を

踏むようになることも考えてはおるところでありま

す。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 最後のことなんですけれども、空き家と

いう表現もありますけれども、廃屋になりますよね、

時間経過すれば。そのとき市はどのような行いをし

ているんですか。先ほどは空き家のときは国という

ふうにあったんですけれども、国のほうが時間がか

かるような気がするんですけれども、市として、観

光地に廃屋が出たとか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 今委員おっしゃられました廃屋

というのが、これは判断基準があるんですけれども、

特定空き家ということになるかと思いますけれども、

これに関しましての措置が、まずは国の法律で決ま

っていまして、それを今回の条例で補完する形で市

がやりますので、その自治体に勧告と、国の法律の

中でも勧告等を行う特措法、先ほど言いました空き

家特措法14条１項で助言、指導、２項で勧告、また

３項においては命令という形、空き家特措法の中で、

これは全て実際に行うのは国の法律でありますが、

市がそういったものの実行をする。執行するのが市

になっております。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 今の話で、最終的には市のほうで

執行する権利というか、そういうのもあるというこ

とだというふうに伺ったんですが、先日、報道もさ

れた中で、やっぱりこの代執行をやったところがた

しかニュースになったと思うんだけれども、あそこ

は借地であって、その上に自分が借家で家を建てた

といったところに、建てかえたいんだけれども地主

さんが許可してくれないということで、もうほった

らかしにしておいたという中で、最終的には代執行

されたということなんだけれども、そういった部分

までも、こちらでは、その国のほうの上位法にある

かもしれないんだけれども、網羅されているのかど

うなのかというものをちょっと確認したい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 国の法律で今回の条例でいきま

すと、その建物が特定空き家に認定されて、指導、

勧告、命令までやったと。でもそれに応じなかった

という中での行政代執行というふうに聞いていると

ころでありますので、ただ、今言ったように、権利

関係の中で借地という、法律的には国の法律および

今回の条例でできることにはなると思いますけれど

も、手続的なことになりますと、よく十二分に検討

しなければいけないことかとは思います。 
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○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。 

  この２条の中で空き家等というふうに言われてい

ますが、この空き家等についての範疇というか、こ

れをちょっとお聞かせ願います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら空き家等としております

のは、まず建築物、建物がありまして、これに附属

する工作物―門、塀等です、あと先ほど言いまし

た立木竹、そういったものも含めてのものになりま

すので、空き家等という表記にしているというふう

になります。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 それということは、空き家に隣接

している土地といいますか、そちらも含まるという

ふうに解釈していいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 委員おっしゃるとおり、空き家

が建っている敷地も含めて、今回のこの特措法及び

条例は対象になっています。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 すみません、これ８条の公表ということ

なんですけれども、この公表の方法というのはどう

いうふうにやるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら、公表におきましては、

市のホームページ及び広報等、あと現地、その空き

家の所在場所に掲示、そういうことを考えておりま

す。 

○君島委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑を

終了いたします。 

  質疑がないようですので、ここで暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時２５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。討論はございません

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号 那須塩原市空き家等対策の推進に

関する条例の制定については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第19号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第20号 那須塩原市空き家

対策審議会条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 
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  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第20号について説明。） 

○櫻田委員長 それでは、説明が終わりました。各委

員から、質疑、ご意見等をお受けいたします。何か

ございませんか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 確認という意味を含めてお聞きし

たんですが、第３条の２で、学識経験者、建築関係

者、不動産業関係者ということで、建築関係者につ

いては要求されるのは一級免許とか二級免許とかと

あると思うんですが、建築士は。そういった部分で

は国家免許はどういう人が入ってくるのか、不動産

も含めてお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 まず、第２号建築関係者におき

ましては、想定しているところは、まだ正式にお願

いしているわけではないんですけれども、というの

が、建築士会さんにお願いすることを想定しており

ますので、資格を持った方になるかと思います。 

  不動産業関係者というところ、こちらは県不動産

業協会さんにお願いしようかと、県北支部さんにな

るかと思うんですけれども、そういった方なので、

資格はお持ちかとは思いますけれども、ただ条件と

して、この条例の中では定めているところではあり

ません。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 この条例は４月１日から始まるんで

すけれども、実際に８名招集して、こういった会議

のスタートをするのはいつぐらいになるのか。物自

体、もむ物がまずあるのかないのかと、空き家等の

この条例に関しても、たしか審議していただいてい

くという話もありましたけれども、空き家バンクか、

要は審議会自体を集める時期を教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 この条例が施行されましたら、

速やかに開きたいとは思っているところであります

けれども、やはり４月末か５月に入ってしまうかな

とは思っております。 

  この条例についてもんでもらうのではなくて、空

き家等対策計画とか、あと調査、実態調査も来年度

予定しておりますので、そういったものに関しても

ご意見をいただきたいと思っておりますので、でき

るだけ速やかに開きたいとは思っているところであ

ります。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３２分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。討論はございません

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 
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  これより採決いたします。 

  議案第20号 那須塩原市空き家対策審議会条例

の制定については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第20号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３１号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第31号 那須塩原市営住宅

条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第31号について説明。）

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受けい

たします。何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３９分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号 那須塩原市営住宅条例の一部改正に

ついては、原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第31号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  これより予算常任委員会（第三分科会）に切り

かえて審議をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第10号 平成28年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 ここで会議の途中ですが、10分間の

休憩をとります。 

 

休憩 午後 ４時０２分 

 

再開 午後 ４時１１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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  ただいま説明が終わりましたので、各委員から

質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 幾つかあるんですけれども、順

番にということで、115ページのまちなか交流セ

ンターなんですけれども、場所は理解できたんで

すけれども、その建物の大きさとかそういったも

のが、まだこれからの設計になるのかなと思うん

ですが、すみません、ちょっと話が……、駐車場

がその建物に行く人の数に対して、駐車場はどれ

ぐらいを考えているのか、それによっては駅前を

使うというような説明ちょっと聞いたような気が

するんですけれども、距離があるので、将来つく

ってから市民の皆さんに利用してもらうというこ

とについてちょっと不安があるので、その辺の建

物のその容積と駐車場の台数あたりと、駅前との

距離との関係をきちんと、もうこれ予算どんどん

とっていってしまえばそのとおりにやるだけなん

でしょうが、後の祭りにならないようにその辺の

考え方、ちょっとご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 まちなか交流センター、こち

ら及び広場整備になっていますけれども、建物の

規模は基本計画の中で1,500㎡程度ということで、

それに基づいて12月から１月24日ですか、プロポ

ーザル実施して、設計者を決めたところではあり

ます。 

  そのあたり駐車場については、ごめんなさい、

ちょっとかわります。 

○櫻田委員長 係長。 

○浅賀都市整備係長 基本計画におきましては、30

台程度を整備することが望ましいところでありま

すけれども、15台程度は最低でも確保するという

ことで、基本計画の中ではうたっております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 15台で、今30と出ましたよね。

30で足りるのかどうかと、一応最低でも30ぐらい

欲しいんじゃないかというような話だとすると、

今だと、何か初めて聞いたんですけれども、15台

だと足りないわけですよね。 

  そうすると、結局駅の前の図書館の周辺のとこ

ろから歩いてくるのかという話になると思うんで

すけれども、その辺のところの詰めをしっかりし

ておかないと、本当に高齢化社会、行くのが高齢

者ばかりではないと思うんですけれども、利便を

よくするためには、その辺の詰めをしっかり計画

立てて、私はやってほしいなと思っているんです

けれども、今の話だと、ただ15が計画になってい

ますということだけで、私の質問は、その辺をど

ういうふうに考えているのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 委員おっしゃられるとおり、

今プロポーザルにより設計者が選定された、当然

その中で提案をいただいている中でですけれども、

これから、もう始まっておりますけれども、設計

者の中で今、基本設計に入ったところでありまし

て、今、委員おっしゃられました駐車場に関しま

しても、これからワークショップ等で議論を重ね

ていかなければいけないと思っているところであ

ります。 

○櫻田委員長 参事監。 

○若目田都市整備課参事監 確かに15台では少ない

ということで、今課長が説明しましたようにでき

るだけ多くということで考えておりますが、ただ、

目的からして駐車場が目的ではない、当然交流と

いうのが主な目的ですので、かといっても車で来

られる方が多いので、できれば近隣に、交流セン
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ターの敷地じゃなくて、近くに駐車場を確保でき

ないかということで、駅の図書館の駐車場とは別

にということで現在検討をしているということで

ございますので、ある程度の駐車台数を確保でき

るというふうに考えております。そういった中で

現在検討しているところでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 駐車場つくる話は最初からない

と思いますけれども、あの地域が活性化するため

にやるものですから、人が来るためには駐車場も

ないと人は集まらないです。だから、こういうも

のをつくるときに、やっぱり駐車場とはセットだ

と思うんです。だから、本当だったらこういう施

設を、これはこれでいいんですけれども、例えば

同じような趣旨のものをもうちょっと広いところ

で駐車場たくさん用意すれば、人が来て使えると

いう考え方もあると思うんだけれども、これはそ

っちの順番が逆で、ここにつくりたいということ

ですから、だけれども、つくったけれども、駐車

場がないというのではやっぱりバランス悪いと思

うので、そこはきちんと後で使い勝手の悪い施設

にならないようになるといいなと思っての質問と

いうことです。これは了解しました。 

  続きまして、那須塩原駅前のところありました

よね、同じ115ページの枠でいうと下から２番目

です、2501事業。これは庁舎が延期になってかな

り先になるんじゃないかなと私は思っているんで

すけれども、これも庁舎とセットなのかなという

ふうに今まではずっと頭の中ではイメージしたも

のですから、急に庁舎がなくなった中で、それか

らコストが今かかりますよと言っている中で、今

やるんだというところの考え方と、それからあそ

こには前市長だとペデストリアンデッキなどもセ

ットで考えていたというような、私が聞いている

だけかもしれませんけれども、国交省から５割補

助でやる方法があったというんですけれども、こ

れ自体はどういうイメージでこれを今から進めよ

うとしているのか。ある程度の考えを教えていた

だけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  参事監。 

○若目田都市整備課参事監 那須塩原駅前につきま

しては、26年11月の庁議で、全体の案といいます

か、31億7,000万なんですが、駅前の広場の整備、

東口と西口です、それと駅前の大通りの歩道の中

に電線類の地中化とか、あとは歩道の効率化、あ

とは公園、その中の再生事業ということでトイレ

やあずまやということで計画をしまして、素案で

すけれども、全協で説明をさせていただきました。

26年11月は庁議です、その後に全協で報告をさせ

ていただきました。 

  現在は、先ほど課長のほうから説明ありました

ように、27から28年にかけて都市再生整備計画事

業に向けた調査検討業務というのを行っておりま

す。その中で、民間事業者に対するヒアリング、

あとは地元に対するヒアリング等を行っておりま

して、説明を行いました。 

  そういった中で庁舎の建設には関係なく、やっ

ぱり那須塩原駅前につきましては、駅前の広場が

かなり使いづらいというふうな形になっておりま

す、西口も東口も。また、土地の高度利用が進ん

でいないという状況の中では、庁舎の建設に合わ

せることなく進めなければならないということで、

これは市長の公約の中にも出ているかと思うんで

すが、そういった中でペデストリアンデッキにつ

いては先ほど予算の中の説明にもありましたよう

に、駅前広場の基本計画策定を予定しております

ので、２カ年で、28、29。この中でペデストリア

ンデッキをつくったのほうがいいのかどうなのか、
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つくるとすれば規模はどうなのかというようなこ

とも踏まえて、その中でよく検討をして決めてい

くというようなことで考えております。 

  また、28年度につきましては、さらに地元の団

体なり、そういった地権者なり地元の方々と協議

しながら、どういった方向がいいのか、事業の内

容も詰めていきたいというように考えております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じ115ページのさっきの前に聞いた

まちなか交流センターと図書館のところのまちづ

くりのところなんですけれども、交流センターに

つきましてはコンペ見ていたので、およそわかる

ので、これからなんだなと思っているんですが、

駅前図書館につきまして、駐車場が足りないので

民地を買うというようなご説明があったと思うん

ですが、今交渉中なんだというような話まではこ

の間、議会聞いたところですけれども、もう少し

詳しく、この駐車場に関して3,200㎡だと思った

んですが、お話しいただければありがたいと思い

ます。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  参事監。 

○若目田都市整備課参事監 3,200㎡の駐車場につ

きましては、現在ヨークベニマルとＪＲの間の土

地を民間で持っている細長い駐車場です。これ大

体現在3,200㎡、110台という駐車が可能となって

おりますが、かなり広いので、１つの升がもう少

し詰めれば130台程度はとめられるんじゃないか

というふうに考えておりまして、地権者からは

内々に譲ってもいいですよというような内諾を得

ております。 

  そのほかに、それだけのまたちょっとどうかな

ということで、ヨークベニマルさんとの共用とい

うのも一部検討しておりまして、50台程度となり

ますが、これについては市のほうで、ある程度そ

の借地料をヨークベニマルさんとお互いに払って、

共用で使えたら、借りるというような形です、い

いんではないかなということで、こちらもあわせ

て協議を進めておりまして、そうすると、トータ

ルで、あの駅前の図書館には大体30台から40台程

度見ておりますので、200台程度はあの周辺で確

保できるというように見込んでおります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 イメージとしてはつかめたんですが、

そのベニマルさんの駐車場を共用するというのは、

今ある市の駐車場になっているところに道路があ

って、その隣からベニマルさんの駐車場が始まる

んだと思うんですが、その一番建つ図書館に近い

ところの一角を、買い物する人と図書館に来る人

たちが一緒に使えるようにするという、あそこの

この一番手前だけを言っているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  参事監。 

○若目田都市整備課参事監 このベニマルさんとの

共用につきましては、どこの部分ということで限

定するのではなく、一緒に駐車場全体を図書館に

来る人もあそこを使って、買い物をする人もあそ

こを使ってということで、大体想定では50台程度

というようなことで考えておりまして、そういう

ことで現在協議をしているところでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、そこのところは、そうや

ってうまくいくのかどうかがよくわからないです

が、わかりました。 

  ここの最後のところの工事に伴う補償金の話な

んですけれども、去年もその交流広場の物件の移

転の補償で5,000万円出ていたと思うんですが、
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それ使ったかどうかわからないんですが、この補

償金というものは今回３つ出ているんですが、こ

の１億8,700万円というのはどういうことで計算

してその補償を出すのか、ちょっと教えてくださ

い。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 今回の補償金は、この記載の

東西連絡橋物件移転の補償というのはＪＲさんに

対してやるものでして、こちらが今市道になって

います東西連絡橋の中で、エレベーターを西口側

にもつけるという中でＪＲさんのほうの棟にもか

かってきますので、その中でそのエレベーター設

置にあたって支障となる建物も含めた構造物に対

して補償というのは、その建てかえ費に相当する

費用とかそういう形になります。 

  ２つ目の駅前図書館物件移転補償というのは、

議会等でもお話ししましたが、東野交通さん及び

警察、交番、その建物に対しても、当然建物を撤

去していただきますので、一般的な建てかえ費用

に近い金額内容となっております。 

  最後の黒磯駅西口駐車場物件移転補償というの

は、先ほど来出ております、あの線路沿いにある

駐車場予定地において、今駐車場として使ってお

りますので、料金機等、あと、アスファルト舗装

もある程度されていますので、そういったものに

対しての費用を補償するということになると思い

ます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、最後の駐車場は買って

あげるわけですよね、市が買うのにお金を出すほ

かに、今使っている、そのものを壊さなきゃいけ

ない費用分ぐらいは、この補償で出すという考え

方なんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 一般的には補償というのはい

ろんな考え方ありまして、その相当の建てかえ分

の費用とかの場合もありますし、もう古くなって

いる場合は、解体に関する費用というのもある、

その物件によるわけですけれども、先ほど言いま

したＪＲさんとか東野さん、交番さんはほぼ建て

かえに近い費用を出すつもりの形になるかと思い

ます。 

  西口駐車場に関しましても、その今の私営の駐

車場の中で整備した費用に近い金額を補償すると

いう形にはなるかと思います。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 実はさっきもう一つと思ってい

た以外にもあるんですけれども、もう一つ、例の

駐車場を、個人の駐車場を買うということなんで

すけれども、台数が足りなくて買うという考え方

はいいんですけれども、そこは囲繞地ですか、市

道から直接地続きなのか、離れたところなのかと

いうことについて、ひとつお答えいただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら駐車場におきましては、

間にＪＲさんが駅利用者の通路が入っているとこ

ろでありますけれども、こちらが今ＪＲと協議し

ていまして、その通路、共用で使わせていただく

ということでお話ししていますので、ほぼつなが

っている形にはなるかと思います。ＪＲさんとの

共用にはなるかと思いますけれども。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そういう土地が公道とつながっ

ていないというのは、よく囲繞地という言葉があ

ると思うんですけれども、ある意味では欠点があ
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る土地ですよね、そういうところを市が買うとい

うことについては正直言って抵抗がある、だから

買うならもう地続きにしてもらって買う、ＪＲさ

んが売ってくれるのであれば別に問題はないかな

と思うんですけれども、そうじゃないと、ＪＲさ

んの土地に間借りをしながらいくような土地とい

うのはちょっといかがなものかなというような気

がするんだけれども、それを買うのかなというの

が１つと、あと、先ほどヨークベニマルとの共用

の関係もそうなんですけれども、よく駅前に駐車

場をつくってしまうと、電車で行く人がそこへ車

をとめていって、本来図書館に来たい人がとめら

れなかったり、本来の交流センターにとめるのか

もわからないんですけれども、そういう人たちの

利用との公平性とか、その利便性のことについて

はどのような対応を考えておりますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 まずは、ＪＲさんの用地を確

保することの中で本来市で買うべきではないです

かというご意見について、当然ながらＪＲさん、

その奥に土地を持っておりまして、ＪＲさんとし

ても完全に市にということはできないと思います。

その中で当然権利、契約を結ばなければいけない

かと思うんですけれども、市でも使えるというそ

の通路ですね、協定になるか契約になるかはあれ

ですけれども、当然そういった形での権利は得た

いと思っております。 

  また、駐車場の料金におきましては、今おっし

ゃられたとおり、図書館使われる方が主の目的で

ありますので、駅を利用する方、長時間置かれる

方は、ほかの駅でも市営駐車場にしても一緒です

けれども、長時間の方は割高になる駐車料金とい

うのを設定しておりますので、そういった形で制

限というか、区別はしたいと思っております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 それで、図書館の費用、それか

ら交流センターの費用、それと新聞か何かで見た

ときの金額が、35億とかというのを最初目にした

と思うんです。市民の皆さんにはそれくらいのも

のをつくるんだよというところからだんだん金額

が上がっていく可能性があるんですけれども、そ

れ以外にも、関連のこういった、これだけでも13

億という金額が上がっています。 

  今コストがかかるからということで、私は楽し

みにしている庁舎なんかは市民の判断ですけれど

も、そういったことの中でだんだんふえていくん

じゃないかということも、実際は懸念は当然して

いるわけなんですけれども、これは今あそこでか

かる市のほうで負担する、かかる費用は、この関

連の事業、図書館、それから交流センター、それ

から駐車場の購入とかといったものの大枠を、幾

らと考えていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 まず、先ほどごめんなさい、

そのお答えする前に駐車場の話、料金の話を、ち

ょっと有料と言いましたけれども、図書館利用者

に関しましては、時間ちょっとこれから検討にな

りますけれども、１時間なり２時間とか３時間と

か、まず無料の時間帯を設けなきゃいけないと思

っております。その中で長時間使われる方は料金

を高くするというようなことを考えておるところ

であります。そういうことになると思います。 

  それで、今ご質問ありました大枠の事業費とい

うことで、確かに当初の35億何がしというのは、

都市再生整備計画での補助対象事業費にしており

ました。その中で当然ながら事業計画の変更とい

う中で、まずは交流センターの27年度、ですから

昨年度の土地、交流センターの用地についても、
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先ほど山本委員のほうからありました、広げて、

駐車場用地とか交流広場用地として広げておりま

すので、その分としての事業費はふえております。 

  また、図書館におきましても、当初計画では

2,200㎡の図書館、駐車場部分1,100㎡の３階建て

ということで都市再生整備計画のほうは計画して

おったところでありますが、基本計画の中でもご

説明したように、今回4,500㎡、このポイントと

いたしましては、当初の計画では今黒磯図書館、

既存ありますが、その図書館を残した中での特色

ある図書館をつくるというので、駅前図書館始ま

ったところでありますが、計画が進んで、昨年、

黒磯図書館は将来的にはなくして駅前図書館、黒

磯地区は駅前図書館にするという中で4,500㎡と

いうものを出しております。そこでも事業費はふ

えているところでありまして、またそのほか出て

います駐車場用地購入とかもふえておりますので、

ちょっと手持ちの中で総額というのはないところ

ではありますが、ちょっとごめんなさい、手持ち

の中で総額出したものちょっと今持参していない

ところであります。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと駐車場の件は、もう一

回戻りますけれども、駐車場はヨークベニマルは

お金を出して共用にしましょう、この新しく駐車

場に関しては無料でしますよというと、ＪＲを使

う人、長時間使う人に対してはお金を多くとるよ

うな形にして、短期間の人には無料にするという、

無料という言葉を使ったと思うんです。そうする

と、ヨークベニマルはわざわざお金を出して共用

にして、お店に行く人もいるし、図書館に行く人

も使えるようにする、限定じゃないみたいな。 

  だけれども、図書館用につくると、そこはそこ

を利用して、混んでいる土日はもしかするとヨー

クベニマルの人が利用することも可能なのかなと

いうあたりは、バランスがちょっと悪いかなとい

う気はしないではないんですけれども、それはそ

れでなるほどなと思って聞きました。 

  それはその件で終わりにして、最後に、当初と

今とでもう違っていると思うんですけれども、そ

の数字は私に後で教えてください。当初計画でい

ったときの積み上げた金額は幾らで、今現在は大

枠幾らになっていますという数字を、項目を挙げ

て足し算したもの、内訳と合計の金額を今は出な

いということでしょうから、教えていただけると

ありがたいと思います。 

○櫻田委員長 ちょっと暫時休憩いいですか。 

 

休憩 午後 ４時３４分 

 

再開 午後 ４時３５分 

 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 すみません、答えていただいていたか

もしれないので、確認ということで、115ページ

の那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業なん

ですが、この今年度とそれから来年度、28年度で

す、そこで整備計画の検討作業業務ということで

あとこの１年間残っている調査業務というのは、

内容としてはどういった調査内容になってくるん

でしょうか。 

○櫻田委員長 参事監。 

○若目田都市整備課参事監 28年度につきましては、

先ほども申しましたけれども、地元との協議等を

よく踏まえまして、まちづくりのイメージ図の作

成をしたい。 

  また、都市再生整備計画書、協議の中でどんな

事業を入れるかというようなことで、計画書を作
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成していくというようなこと考えていまして、ま

た、必要に応じてまたヒアリング等も行う予定と

いうようになっております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、以前にも地元の声は聞く

ということはお聞きしていたんですけれども、実

際にはどういった対象で地元の意見を吸い上げよ

うと思っているんでしょうか。 

○櫻田委員長 参事監。 

○若目田都市整備課参事監 27年度、今年度につき

ましては、重立った団体、組織、それとあとは代

表者何人かいたわけですけれども、そんな中でや

っぱりこんなものがあったらいいなというふうな

要望が出ましたので、そういった要望等を実現で

きるもの、できないもの、それらを事業を洗い出

しをして、具体的にこういった事業ではどうかと

いうことで地元説明会等も含めていろんな形があ

るかと思うんですが、そういった形で協議をして

いきたいというふうに考えております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、次に、次ページの116ページの公園の維

持管理のほうなんですが、この中で先ほど説明い

ただいた、新規で加工用原料費ということで球根

を購入するというお話がございました。これは具

体的にはどういった利用で何を購入されるんでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 球根代につきましては、こち

らは主に東那須野公園におきますスイセン、こち

らの地元ボランティアさんいろいろ協力していた

だいている中で、市として球根等を支給したいと

思っているところで、今回予算を要求させていた

だきました。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 やっとみんなの思いが通じたなという

感じがしました。 

  じゃ、次に、その下の公園整備事業のこれ、新

規になっています、先ほど説明いただいたので新

規の理由はわかりましたけれども、この中の黒磯

公園のふれあい橋の件なんですが、これ塗装を施

してきれいになったわけですけれども、今回修繕

ということになっているわけですけれども、これ

はどこの修繕で、どのぐらいの費用がかかる修繕

なんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちらはふれあい橋、今おっ

しゃられたとおり鉄骨関係、手すりも含めてきれ

いに塗装されたところではあるんですけれども、

床面が、こちら長寿命化計画の中でも床面のほう

の修繕がちょっとのっていなかったところであり

まして、今回整備事業に乗せた中で、床面の舗装

修繕工事になっております。金額といたしまして

は、800万ほど考えております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その点は了解しました。 

  じゃ、その下の都市公園等の長寿命化事業なん

ですが、ここで東那須野公園、これに対しての工

事請負費、どんな工事になるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 東那須野公園の公園施設更新

工事におきましては、野外卓やベンチ、また園路

等の施設の更新となっております。金額的には予

算上は300万ほど見ているところであります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 更新ということは、新たにということ
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はないわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちら長寿命化事業は、あく

まで既存、ある施設に対してつけかえたりそうい

ったものでありますので、新しいものではなくて

今あるものに対してということになります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  最後に117ページ、先ほど来条例で説明いただ

いた空き家等対策事業なんですが、単純なことな

んですけれども、この空き家制度ポスターという

のはどんなポスターで、何枚ぐらいの制作をされ

るんでしょうか、大きさとしてはどのぐらいの大

きさになるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○飯村住宅係長 こちらは、空き家バンクに係る物

件募集であるとか制度周知用のポスターでして、

Ａ２サイズのものを70枚予定しております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これはもう絵柄というのは、全国共通

で決まっているんでしょうか。空き家バンクの場

合にはもうこういう図柄、絵柄でやりますよとい

うことなんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○飯村住宅係長 すみません、70部ではありません

でした。すみません、100部です。 

  絵柄につきましては、全部職員のデザインによ

るもので想定しております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 何とかポスターみたいにならないよう

に。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところの公園整備事業の一番下の

ところに烏ケ森公園の用地の購入費があるんです

が、昨年のところにも新規で3,890万7,000円があ

るんです。これは足すんですか、それとも何か別、

どうなっているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 こちらの烏ケ森、歳入も合わ

せてなんですけれども、相手が国土交通省という

中で、今年度分は３月補正で減しまして、再度28

年度予算にのせさせていただき、事業の執行に合

わせてということで国土交通省と話ししているも

のですから。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 じゃ、値段が上がったのは、その１年

おくれたから上がったんですか。書いてあるのは、

去年は3,890万7,000円と書いてあって、ことしが

4,323万と記録が、すみません、書き方…… 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○浅賀都市整備係長 昨年度につきましては、単純

に用地を購入費のみを計上しておったところであ

るんですけれども、国土交通省とよく協議したと

ころ、公園に今現在立っている木ですとか工作物

を、国土交通省のほうで移設とか対応していただ

けるのかなと思ったところ、補償金で払うという

ことで、市のほうで木の移設とかそういう工事を

やってくださいというふうに正式に言われた経緯

がございまして、もし27年度やる際は補正予算等

を組む必要があったかなと思っていたところです

けれども、今年度はなかったということで、28年

度の新規につきましては新たに計上させていただ

いたということであります。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 
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  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 すみません、ちょっとせっかく

なので、烏ケ森の用地は場所はどこかだけ、知り

たいんですけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 この用地、購入のほうでよろ

しいですか。 

○鈴木（伸）委員 はい。 

○松本都市整備課長 こちらは旧あじさいホテル跡

地となっております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 115ページの土地購入費で、新

規で黒磯駅西口広場用地等３カ所ありますけれど

も、これは１カ所で全体の部分になるのか、それ

ぞれなのか、平米数とあわせてお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 この土地購入費は３カ所にな

ります。細かく言えば、駅前図書館用地というの

は相手が東野交通さん及び交番さんで、２つを図

書館用地としております。面積は、まずＪＲさん

からの用地取得、西口広場です、これ、黒磯駅西

口広場用地は面積は4,250㎡となっております。 

  また、（仮称）駅前図書館用地としては200㎡。 

  ３つ目、黒磯駅西口駐車場用地は先ほど来出て

おりますが、3,200㎡を予定しております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 さっきの説明で、この駐車場の

台数30台もしくは50台、どっちなのか。最初の話

では30台と言ったけれども、その後50台と言った

ような気がしたので、確認で。 

○櫻田委員長 参事監。 

○若目田都市整備課参事監 駅前の図書館に隣接す

る今の駐車場のところです。ここにつきましては、

まだ決まってはおりませんけれども、想定の中で

は30台から40台を確保してくださいということで

基本計画は策定しております。50台というのは、

ヨークベニマルとの共用については50台と考えて

いるというふうに想定しているということでござ

います。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 117ページの委託料で、空き家

等実態調査実施等業務ということで、これ委託先

は１カ所というか１件というか、そういう形の、

当然ここは塩原、西那須野、黒磯地区と３カ所あ

りますから、それぞれ３カ所にするのか、１事業

所にお願いするのかという部分をあわせて、いつ

から実施調査を予定しているのかをお聞かせ願い

たい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 空き家等実態調査実施等業務

ということで、３地区ありますが、この業務自体

は１つの業務として発注をしたいと考えておりま

す。 

  実施時期につきましては、先ほど来条例のほう

ご説明した中で、審議会の中でちょっとご意見を

いただきながら実施したいと思っておりますので、

どういった形がいいのかも含めて考えております

ので、上半期末ぐらいかなと思って、ちょっとそ

の辺は細かくはこれからスケジュール立てたいと

思っておりますけれども、審議会さんのご意見を

聞きながら進めたいと思っております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 
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○鈴木（紀）委員 じゃ、最後に、これの委託料金

は幾らに想定しているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○松本都市整備課長 空き家等実態調査等業務のほ

うですと、予算見積もり上は1,170万ほど考えて

いるところであります。これから正式な設計書は

作成したいと思っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 なければ、異議がないものと認め、

質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時４９分 

 

再開 午後 ４時５７分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 一応賛成討論とさせていただき

ますけれども、交流センターの駐車場の台数、そ

れから駅前の駐車場の入り口のちゃんと契約とか

そういったことをしっかりするということ、それ

から長時間駐車する人の対策というものをきちん

とやってもらいたいということ、それから庁舎の

費用が当分先送りになった中で財政的にはちょっ

と余裕が出たかもしれませんが、幾ら地域の人が

要望するからといって青天井に予算がついていく

ようなことは、やっぱり市民全体からすると不公

平感があるので、きちんとその辺は踏まえた中で

この予算をとって計画を進めていきたいと、そう

いうふうに思います。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については、議案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  課長。 

○松本都市整備課長 （空き家バンク媒介に関する

協定の締結式と、（仮称）駅前図書館のプロポー

ザル２次審査について） 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  それでは、最後に１点だけ、かわらせていただ

きます。 

  委員の人から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 （黒磯駅東口整備完成時のオープニ

ングセレモニー等について） 

○齊藤副委員長 交換いたします。 

○櫻田委員長 それでは、ほかにないようですので、

都市整備課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

  それでは、明日、朝10時から道路課の審査から

入りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、皆さん、ご苦労さまでした。 

  

散会 午後 ５時０５分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２８年３月８日（火曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 櫻 田 貴 久  副 委 員 長 齊 藤 誠 之  

委 員 鈴 木 伸 彦  委 員 鈴 木   紀  

委 員 君 島 一 郎  委 員 吉 成 伸 一  

委 員 山 本 はるひ  委 員 玉 野   宏  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

生活環境部長 渡  邊  秀  樹 環境管理課長 臼  井  一  之 

環境管理課長
補 佐 

小  泉  聖  一 環境企画係長 佐  原  勝  美 

環境衛生係長 飯  田  大  助 環境対策課長 山  田     隆 

環境対策課長 
補佐兼廃棄物 
対 策 室 長 

河  合     浩 公害対策係長 渡  邉  静  雄 

一般廃棄物 
担当副主幹 

押 久 保     昭 
産業廃棄物 
担当副主幹 

川  崎  尚  江 

那 須 塩 原 
クリーンセン
タ ー 所 長 

月  井  幸  一 
那 須 塩 原 
クリーンセン
ター清掃係長 

大  島  貴  博 

生 活 課 長 鹿  野  伸  二 
生 活 課 長 
補 佐 兼 
生活安全係長 

相  葉  秀  隆 

消費生活係長 印  南  恵  子 
消 費 生 活 
センター所長 

菊  地  淳  子 

農業委員会 
事 務 局 長 

川  嶋  勇  一 
農業委員会 
事務局長補佐
兼農政係長 

関  谷  浩  行 

農 地 係 長 村  川  克  典 建 設 部 長 君  島     勝 

都市計画課長 稲  見  一  美 道 路 課 長 大  木     基 

道路課長補佐
兼建設係長 

鈴  木  隆  行 管 理 係 長 遅  沢  友  則 
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維 持 係 長 村  木  和  夫 用 地 係 長 広  瀬  美 香 子 

建築指導課長 中  村     誠 指 導 係 長 渡  邉  章  二 

審 査 係 長 鈴  木  美 津 治   

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔道路課〕 

    ・議案第３２号 公の施設の区域外設置に関する協議について 

    ・議案第３９号 市道路線の認定及び廃止について 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔建築指導課〕 

    ・議案第２８号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長挨拶 

   〔環境管理課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１７号 平成２８年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

   〔環境対策課〕 

    ・議案第３５号 那須塩原市第２期最終処分場基本構想について 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔生活課〕 
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    ・議案第２１号 那須塩原市消費生活センター条例の全部改正について 

    ・議案第２２号 那須塩原市交通指導員設置条例の一部改正について 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．散 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○櫻田委員長 それでは皆さん、おはようございま

す。散会前に引き続き、会議を始めます。 

  まず初めに、吉成委員より発言があります。 

  吉成委員。 

○吉成委員 昨日の平成28年度那須塩原市水道事業

会計予算の賛成討論の中で、老朽管の布設がえ事

業、その中で、特に石綿セメント管の更新事業の

中で、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とい

う部分の削除をお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○櫻田委員長 それでは、道路課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第32号 公の施設の区域外設置

に関する協議についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 （議案第32号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 直接的ではない質疑になってし

まうかもしれませんけれども、那須塩原市が大田

原に同じように逆な立場で出しているような案件

があるかということと、それからこれ以外にも逆

に大田原からこれ以外にもこういった形で今まで

に受けているものというのはありますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、２つの質問のうち１点の那

須塩原市から大田原市に対して同じような協議が

あるかどうかという質問に対しては、現在のとこ

ろございません。たまたま今回の付近の石林・二

つ室線というのを現在事業化しているところなん

ですが、那須塩原市の行政区域内でおさまるとい

うことでございます。 

  また、以前同様な協議があったかというご質問

に対しては、具体的に資料は残っておりませんが、

那須塩原市の西那須野地区、特に一区町あたり、

なんじゃもんじゃ通りあたりについては、かなり

の路線が那須塩原市市道区域に入って大田原市の

ほうで市道認定しているという事例もありますの

で、過去には当然そういった経緯を踏まえて大田

原市で市道認定されたものと考えているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員に。質問回数の制限は

しませんから、できれば一問一答方式で、そのほ

うがスムーズに進むと思うので、きのうの反省を

踏まえてよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかに何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 確認させていただきたいんですが、拡

大図、139ページ、この道路の形状の件なんです

が、この倉庫があることによって、これちょっと

変形的な形になっているような気がするんですが、
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本来であれば、この部分も含めて整備されるのか

なと思うんですが、当然事業主体が大田原ですか

ら、ここでの何か問題みたいのはなかったんです

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 この図面を、拡大図を見ますと確

かに倉庫が邪魔になって用地がその部分だけ買収

できないというか、支障になっているように見え

るわけなんですが、実際には道路設計がこの石林

二つ室線のほうに鋭角的にくっついているような

形なんで、角度的にはセンターはもっと緩やかに

どちらかと言いますと石林・二つ室線の一区町側

のほうに振れているということでございます。 

  この残っている59の36については、この部分が

飛び出したような形になっているわけなんですが、

ここについては、以前開発でセットバックしてい

る土地でございます。今回、この部分だけ残すと

いうのもあれなんで、大田原市側のほうでは一体

的にこの部分も取り込んで市道整備をするという

ことで入っているということでございます。 

  以上です。 

○吉成委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 大田原市が整備するということな

んですが、那須塩原市の土地ということには変わ

りがないという解釈でよろしいんですよね。 

○櫻田委員長 課長。 

○大木道路課長 那須塩原市の土地で変わりござい

ません。那須塩原市の土地に大田原市道が入って

いる、こういうことです。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 そうすると、今後のこの部分で、

例えば道路が壊れたどうこうといったときに、こ

の地権者に関しては、例えば那須塩原市の道路課

に言ってきた、そういう流れとかはこういった地

権者等々には説明はされるのでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 目の前が大田原市道ということな

ので、その大田原市道が壊れたときもどういうふ

うな苦情処理になるかというご質問だと思うんで

すが、当然那須塩原市民なんで、なかなか大田原

市のほうに苦情を言うとか修繕要望をするのは難

しいと思いますので、それは市の道路課のほうで

受けて、直接大田原市側に言っていただいても何

の問題ないんですが、受けて、その旨大田原市に

伝達する、このような形で流れになるというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 ほかにありませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 ちょっと確認だけとらせていただきた

いんですけれども、これ、もともとの市道の部分

については、当時同じような手続をとっていると

いうことで、今回は拡幅部分についてだけの同意

ということでよろしいんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 過去の書類が見当たらなくて、文

書ではその点は確認できないんですけれども、い

ずれにしても法律に基づいた形の認定ということ

になっていますので、もう既に入っているこの斜

め十字の部分については既に所定の手続をして大

田原が市道認定しているということで、今回の部

分については、この縦十字の部分だけということ

にご理解いただければと思います。 

〔「小さい十字ですね、右側の」と言う人

あり〕 
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○櫻田委員長 部長。 

○君島建設部長 今の場所につきましては、この斜

めの十字になっている右側のほうに那須塩原市側

のほうに小さい細かい縦横の十字があるかと思う

んですけれども、途切れていますけれども、この

那須塩原市の市道側にちょっとと、それから大田

原市に近いほうの側にちょっとありますが、この

部分だけが今回の対象になるということでありま

す。 

○櫻田委員長 それでは、ほかに質疑、ご意見等は

ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時２５分 

 

○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号 公の施設の区域外設置に関する協

議については原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第32号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第39号 市道路線の認定

及び廃止についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 （議案第39号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これ、壮大な修正ということで

大変だったろうと思うし、これも多分このことに

よって道路事務管理がしやすくなるんではないか

と想像できます。 

  それで、ただし、市民にはまだこれからいって

ないと思うんで、路線、道路網図とか、ほかにも

道路の番号とか入ったものがあると思うんですけ

れども、そういったことの今後の対応とか、今回

のこれは事務手続だと思うんですけれども、予算

的なものは今後経費かかってくる、多分地図とか

ね、そういったもの。それから事務手続の中で昔

の番号の中でやっていたようなものに……。 

  一問一答なので戻して、今後これに対応する、

旧の図面に対して新しいものが必要になってくる

と思うんですけれども、そのあたりは今後どのよ

うな対応を考えていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○大木道路課長 路線図も更新といいますか、印刷、

見直しということのご質問だと思うんですけれど

も、路線図については、当然、今回再編をしまし

たので、それに合わせて作成を考えております。

ただ、この道路台帳デジタル化に伴いまして、一

時、平成26年から平成27年度の、例えば開発工事

などによって寄附受け入れした道路などの認定を

保留しております。その保留した路線を平成28年

度、来年度に同じく議会のほうに上程させていた

だきまして、議決をいただいて、ある程度路線数

がといいますか、新しい路線が確定した段階で路

線図の印刷をかけたいと。ですから、平成29年度

の印刷になるのかなということで今のところ考え

ております。 

  以上でございます。 

○鈴木（伸）委員 了解。 

○櫻田委員長 そのほか質疑、意見等はございませ

んか。 

  山本委員。 

○山本委員 廃止した現在2,498で、廃止をして認

定するものが2,491だということで、７カ所の廃

止というのはこの調書を見ると廃止と書いてある

んですが、そういたしますと今年度、この2,491

にまた加わるものがあるということでよろしいん

ですよね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 来年度の議会に上程していただき

まして、新たにその間、道路台帳デジタル化のた

めに認定を保留していた路線を追加したい。この

ように考えております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 整理番号というのあるんですが、Ｋと

かＮとか、この番号をなぜ一旦廃止して認定する

のに間をあけたままにしたんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 この路線番号につきましては、こ

の路線番号で例えば境界立ち会い記録とか全ての

データを記録しております。検索するのに当たっ

て路線番号を変えますと大幅なその検索に労力を

要するということで、路線番号はそのままにして、

当然飛び番号なんか出てくる可能性はあるんです

が、そういった処理をしたところでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 確認なんですが、Ｋは黒磯で西那須野

がＮで、ということでずっとやっていっていると

いうことでよろしいですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 そのとおりでＫは黒磯の頭文字の

Ｋ、Ｎは西那須野のＮ、ちなみに塩原はＳという

ことでなっております。 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほかございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 課長がよく説明してくれて、見や

すいやつでわかっている話なんですけれども、さ

っきの説明で「2,948路線を廃止し」という表現

を使っていませんでしたか。廃止で、その下がま

た「７路線廃止」なので、ニュアンスがちょっと

とり方によっては、認定を取り消して、そしてそ

れを一度削除してまた再認定をするときに７路線

が重複していたので再認定しますという説明なら

わかるんですけれども、廃止がダブルだったよう

な気がするんですがいかがだったでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 
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○大木道路課長 ちょっと説明が、失礼しました。 

  まず2,498路線、現在の路線はまず１回一括し

て廃止して、認定をする路線が2,491路線という

ことになります。当然その過程では７路線の差が

あります。こちらについては、2,498路線が廃止

になって新たに認定が2,491路線なので、７路線

がこの過程で廃止になる。ですから、具体的にそ

の部分を廃止という言葉を使うのは適当ではない、

誤解を招くというような部分です。 

  以上です。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 そのほかございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 以前は１、２級幹線とその他という区

分で整理番号も表示してあったと思うんですけれ

ども、今回については１、２級幹線もその他も区

分がないんですけれども、今はそういう１、２級

幹線やその他という区分はなくなったのでこうい

うふうにしているのか、それともまた別なところ

で１、２級幹線とその他という部分の区分はされ

ているのか、それだけちょっと教えていただきた

いのですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 １、２級幹線は現在も指定してお

ります。たまたま今回の議案書、議案資料につい

ては、その記載がないということだけでございま

す。 

  以上です。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 前に、例えば西那須野が一番多かった

かと思うんですけれども「Ｎの１のハイフン

何々」という番号の振り方で、その「１」という

のが１級幹線、「２」であった場合には２級幹線

ということで、そういう表示だったと思ったんで

すけれども…… 

〔「今もある」と言う人あり〕 

○君島委員 なっていないでしょう。１ハイフンで

150とか120とか。 

〔「67ページ」「なっているよ」と言う人

あり〕 

○君島委員 大変失礼しました。なっているそうで

す。前はそうなっていたんだけれども、今見たと

ころは全部なってなかったので。 

○櫻田委員長 君島委員、了解。 

○君島委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 最終的な確認なんですが、これを

議決されたらすぐやる、その日程的なものは。認

定される時期をもう一度説明していただきたいと

思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 最終的な採決が終わった段階で議

決を受けたということになりますので、その後、

年度内目途ということになると思います。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、ここで暫時休憩としたいと思います。 

 

休憩 午前１０時３９分 

 

再開 午前１０時４５分 
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○櫻田委員長 それでは休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号 市道路線の認定及び廃止について

は、原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第39号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより予算常任委員会（第三分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 （議案第10号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  会議の途中ですが、ここで10分間の休憩といた

します。 

  11時15分からお願いします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○櫻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 108ページの道路のところなんですけ

れども、真ん中辺に道路の賠償、補償とか賠償金

の話が出ているんですが、基本的なところで、こ

こにある100万円の道路損害賠償というのは、何

のためにどういうことで、どんな基準でこれは払

うものなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 この道路損害賠償保険といいます

のは、例えば道路に穴があいてそこで車両がパン

クしたとか、あるいはどこかバンパーとか損害を

こうむったという場合に道路損害賠償責任、道路

管理者の責任になりますので市のほうで賠償して

いくということでございます。あわせて市のほう

で保険に入っておりますので、この賠償について

は保険対応として歳入のほうで保険会社のほうか

ら入ってくるということになります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、よく議会に専決処分で

道路に穴があいたところにホイールが落っこちて

というのが多いですよね。そういうためのもので、

実際は歳入で入ってきて歳出で出ているというこ

とは、実際は市が持ち出すものはないと考えてい

いんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 
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○大木道路課長 基本的に保険対象、保険会社のほ

うで必ず100％ということはございません。です

から、ケース的にあるわけなんですけれども、例

えば５対５とか６対４とかという中での示談をし

た部分について、市のほうで保険対応で払うとい

うことなので、市のほうで純粋に保険会社のほう

からのお金がもらえないやつで払っているという

ケースは、今までございません。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 私は議員になるまで、市道に穴があい

てホイールに傷がついたといって保険が出るなん

て知らなかったんですけれども、この道路の市道

で、道路のふぐあいで何か事故が起こったという

場合は、全て市が責任を持つという考え方でよろ

しいのでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、市道については管理者は那

須塩原市ということになります。そこで事故が起

きたときに、全てというお話の中では、当然、運

転者といいますか道路側に瑕疵がある、過失があ

る場合についてはその部分についてはお支払いし

ます。ですから、そこで過失割合を出しまして、

その過失割合、市のほうで過失がある部分につい

て保険対応でお支払いをしていると、こういうこ

とでございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、その市道に関して

の瑕疵の割合というのは市の方ではなくて、あく

までも保険会社の人が判断したものを市はそのま

ま受け入れているということでよろしいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 そのままということではないんで

すけれども、保険会社のほうでは過去の判例とか

実例、そういったもので当然、保険会社のほうも

それを支払うということは保険会社自体が持ち出

しになりますので、かなり精査した上でそういっ

た根拠に基づいて出してきたものを、道路管理者

側、那須塩原市としては改めて精査して、通常、

大体判例等に基づいておりますのでそれに対して

それが間違いだということはないんですけれども、

再度それを確認した上で、この損害賠償の示談と

いいますか交渉をする。あくまでも、保険会社と

は損害の場合には被害者と市のほうの示談交渉と

いうことになりますので、その過程では市のほう

で十分それを理解した上で交渉して、示談といい

ますか最終的な解決を図っていくということです。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 今のところはわかりました。 

  もう一つ。112ページのところの、前のページ

に地域再生基盤強化交付金事業というのと、112

ページに市単独道路整備事業というのがあるんで

すが、その中に物件移転補償という項目がありま

す、両方とも。地域再生基盤強化交付金事業とい

うほうが金額が多いのですけれども、この工事に

伴う物件移転補償金を支払う基準を教えてくださ

い。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 この物件移転補償といいますのは、

例えば道路によって家がかかった、家が支障にな

って移転をする。あるいは、家ではなくて塀がか

かって補償する、こういったときに、その所有者

にその対価として払うお金がこの補償補塡及び賠

償金ということでございます。その金額の算出に

つきましては、国のほうが算出基準書を出してお

ります。それに基づいて、通常、専門的な知見を

有する業者に物件移転調査を委託しまして、そち

らのほうでその基準に基づいてお金を算出して、
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それを市のほうで再度精査をして妥当であるとい

うことになれば、それをもとに各地権者、所有者

のほうと用地交渉に入ると、こういうことでござ

います。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 流れとか理屈はわかったんですけれど

も、現実にその家がなくなって移さなきゃいけな

いとか、塀を壊さないといけない、つくり直さな

きゃいけないというようなときに、実際にそれを

直しかえる、つまりそこに持っている人が支払う

お金はその補償金で賄えるだけのお金が出るんで

すか。それとも何割かというようなものもあるん

ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 この補償、補塡の物件調査の考え

方なんですが、あくまでも今のある、例えば建物

ということで例でご説明いたしますと、その価値、

つまり老朽化したやつについては当然低く、新築

間際のやつは高いということで物件補償費は算定

いたします。移転する場合に老朽したやつでも新

築でする場合でも、新たに家を求めるということ

になった場合に、もともと住んでいるところが新

しい家であれば当然高い補償、補塡費用が出る。

古い場合は持ち出しが出る可能性があります。そ

れは物を評価して補償金を算出するということな

んで、やむを得ないところなんですが、そういう

事情でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 車と同じなのかなと思って聞いていた

んですけれども、家が例えば50坪の家が全部ひっ

かかってしまうんだったら、家を移さなきゃいけ

ないんですが、それの１割だとかちょっとだけひ

っかかるというようなことってあると思うんです

ね。塀も全部じゃなくて半分とか、そういうとき

はやはりその分しか補償は出さないで、あとは自

分たちで何とかしなさいということになるんです

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 おっしゃるとおりでございまして、

小さくかかればその部分の補償金で、例えば切り

取りとかその方法についてはその基準書に基づい

てできるだけ安価といいますか、適正な方法とい

う中で算出する。ですから、必ずしもちょっとし

かかからなくても家丸々全部が補償の対象になる

ということはあり得ないと、こういうこと。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 この112ページにある補償金は多分市

の市道に係る補償金だと思うんですが、これ例え

ば市道だから市が出すという考え方でよろしいん

ですよね。県道とか国道の場合には、全く市はお

金は出さないということでよろしいんですよね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 委員意見のとおり、あくまでもそ

の事業者が払うということで、市道事業であれば

市が、県道事業であれば県が、国道事業であれば

国がということになります。 

  以上でございます。 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 110ページの除雪対策費、3001事業な

んですが、これ新規ということで特に除雪用のホ

イールローダー、今年度の予算では塩原支所に１

台新たなものが入ったと思うんですが、あれの値

段は当初説明受けたときは5,000万円超えるよう

な値段だったと思うんですね。今回のこのホイー
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ルローダーについてはどのぐらいの予算になって

いるのか、まず１点聞かせてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 そちらのホイールローダーについ

ては、一応予算上は1,500万円ということで計上

してございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ことしの平成27年度の塩原に配備をし

たものとの違いというのはどういう違いがあるで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 塩原の除雪機械につきましては、

塩原の地形上、両側に急傾斜地があり、ガードレ

ール等がありまして、かなりこちらのほうの黒磯

地区に比べて山間部ですから雪が降る。継続して

除雪しますと、そのガードレールのところに非常

に雪がたまって除雪し切れなくなる状況にござい

ます。塩原町の除雪機械というのはよく豪雪地帯

なんかで雪を外に飛ばす除雪機械等があると思う

んですけれども、あのタイプでありまして、要は

山のほうに直接飛ばすという機械でございます。

こちらのほうで計上してありますのは、排土板で

道路の脇に寄せると。その違いでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  次ページの111の防災・安全交付金事業の中の

今回新規で島方横２号線（無名橋）のかけかえ工

事ということで予算化されました。私自身はどの

橋かというのはわかるんですけれども、無名橋な

んていうと名前ついていませんから、わからない

方もいると思うんですが、この事業の詳しい内容

と今後のスケジュールをお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず今回の島方横２号線の改良に

つきましては、延長が135ｍ、計画幅員が４ｍ、

車道幅員が４ｍ、全幅で５ｍということでござい

ます。事業年度につきましては、平成28年度、来

年度から平成29年度を予定しております。来年度

につきましては調査的なもの、平成29年度につい

ては工事ということで考えております。全体事業

費としましては、市の持ち出し分として2,500万

ほどを予定しております。ただ、島方横２号線に

つきましては、栃木県の熊川改修に伴う無名橋の

橋梁かけかえとあわせてアロケーションというこ

とで考えておりますので、県の予定なんです。計

画が延びればあわせて延伸もあるということをあ

わせてご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 熊川にかかるその無名橋に関して、ど

の橋なのかというのをご説明いただければと。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 熊川に走る無名橋といいますのは、

まず一般国道４号が熊川を横断しております。当

然横断しているところに橋梁がかかっていると思

うんですが、それから熊川上流のほうの最初の橋

ということで、前後についてはＢＳ栃木工場から、

固有名詞を出すと非常にあれなんですけれども、

蓮実元代議士さんのご自宅がある前を通りまして、

区画整理の西地区のほうに抜ける道路でございま

す。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  あと、113ページ、河川整備費の中で先ほどち

ょっと説明していただいたんですけれども、聞き
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逃しちゃったので、この新規でなっています黒磯

地区の雨水排水設備の調査ということで、まず詳

しい内容をお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 この黒磯地区雨水排水施設調査と

いいますのは、黒磯地区の既存の排水施設、例え

ば那珂川雨水第２幹線、これは公共下水道の雨水

幹線なんですが、第２幹線、雨水第３幹線、第４

幹線、これは黒磯市街地を通っている雨水幹線等

があります。また、旧黒磯市で県とアロケーショ

ン、費用を出し合って整備した大規模排水が東原

地内の大規模排水施設、あと鍋掛地内の大規模排

水施設、それと黒磯市独自で整備しましたのが上

黒磯地内の大規模排水施設、あるいは農林サイド

で整備したのが長久保排水等ございます。これら

の既存施設を調査し、現状の問題点、課題を把握

して、その後の黒磯地区の総合雨水排水基本計画

策定につなげる基礎調査ということでございます。 

  具体的には、ある程度その雨水幹線等が市街地

中、整備されているわけなんですが、枝的なもの、

枝線的なものの形が具体的にどこがどういうふう

に入っているとかという調査がちょっと十分でな

くて、雨水幹線の部分がある程度効果的に活用す

るのにはそういった面的な部分、それを今後整備

していかないと、昨今の異常気象に伴う豪雨等に

対応し切れないという中で、将来的な計画策定の

前段としてそういったものを調査してやりたいと

いうことでございます。具体的には現状の調査と

いうことで、これは台帳作成的な、こういった排

水施設の台帳作成的な整備を考えております。ま

た、問題点としましては、現在状況として冠水箇

所あるいは氾濫箇所がどのようにあるかと、そう

いったもの、それらを踏まえて課題を把握して、

将来の計画にと、そういうことになります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の課長の説明をいただいた中では、

そうすると単純に老朽化とかそういったものに対

する今後のメンテとかそういうこと以上に台帳整

備のほうが大きな、今回はこの調査が要因だとい

う理解でいいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 メーンについては既存の排水施設

がどのようになっているか。いわゆる道路側溝等、

大規模排水とかじゃなくて、管渠じゃなくて、そ

ういった側溝等がどのように連係しているか、そ

ういった現状を調査するのが大きな部分というふ

うになります。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、これまで私なんか本当

に単純に考えれば、当然大規模排水つくりました、

そこにつながっている路線というのは当然しっか

りと把握されているもんだと。排水は全部把握さ

れているもんだと思っていたんですが、一部抜け

ている可能性があるので調査をするという理解で

いいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 抜けているといいますか、大きな

大規模排水等については当然そのやった時点で、

きっちりした図面等が把握されています。今回そ

の調査をかけるというのは、それにプラスして、

それにつながっている枝線的な側溝とかそういっ

た部分の調査をして問題点を把握していきたいと

いうことでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。予算額だけ教えてくだ

さい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○大木道路課長 予算費用としましては800万円を

計上しております。 

○吉成委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 では、108ページ、２項１目の

新規、下永田337号線、ここの事業場所と事業概

要を教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 下永田337号線未登記用地測量と

いうことで、こちら場所については具体的にいい

ますと、西那須野中学校の西側にレジスタンスカ

トウというマンションといいますか、あるんです

けれども、それから400号のほうに抜ける市道と

いうことでございます。具体的には下永田337号

線の道路用地がまだ市の名義になっていないと。

個人名義になっているということでございます。

その部分をある程度市のほうで測量すれば寄附を

いただけるという下交渉が調いまして、来年度の

予算化で測量をかけて寄附をいただくことを考え

ております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 続きまして、そこから何行か下

に、隅切り等道路用地の予算50万円ほどとってあ

りますが、これは毎年50万円とっているのかなと

いうふうに思うんですけれども、毎年のこれの使

われ方、それから今後ある程度どこという想定し

ての今状況あるのかどうかについて。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 こちらのほうの費用につきまして

は、見込みで計上しております。要は年度当初に

突発的に出てきたやつに対して対応するための予

算ということで、箇所づけのない予算計上で例年

この金額をのせていると。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 次、109ページの中段にある道

路維持管理事業101の中のこの一応興味があると

いうか、どういうことかと思いまして、一応これ

も場所と事業概要についてお伺いしたいんですが、

この下大貫三島線、井口905号線、続いて、三島

三区町、それから東三島503号、それから三島の

ついている521と、その下102について、簡単で結

構です、ご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 道路維持事業での西那須野地区の

道路概要ということだったので、西那須野地区の

部分をまずご説明いたします。 

  まず、市道井口905号線舗装修繕工事というこ

とで、こちらについては折戸・西那須野線から国

際医療福祉大学のほうに斜めに上がっていく市道

なわけなんですけれども、こちらがかなり劣化が

激しいということで市政懇談会の中でも自治会長

等から要望出ているというのを来年度載せました。

延長については280ｍということです。 

  続きまして、市道三島・三区町線舗装修繕工事、

これは西三島７丁目地内ということなんですけれ

ども、こちらについては旧国道400号、博物館の

ところから三島神社前、ボーイスカウト野営場の

あるところを一部旧国道400号から入った部分に

ついては改良されているわけなんですが、その後

が未改良でかなり舗装が悪いということで、その

舗装修繕を300ｍほど予定しております。 

  続きまして、市道東三島503号線舗装修繕工事

なんですが、こちらは三島中、三中の１本北側、

三中から見た場合に１本北側に横に走っている道
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路でございます。やはりこちらが舗装状態が悪い

ということで300ｍほど予定しております。 

  続きまして、市道三島521号線舗装修繕工事に

つきましては、こちらは三島グラウンドの北側を

消防署、西那須野分署ですか、あそこ間に挟まれ

た道路があるわけなんですけれども、そちら今年

度、水道のほうで水道管工事をやって、舗装復旧

工事がその後あるわけなんですが、平成28年度に

水道課のほうから水道持ち分については負担金と

いう形で道路課といいますか、企業会計から一般

会計が受けまして、あわせて道路課のほうで整備

するということで延長400ｍほど予定しておりま

す。 

  続きまして、市道三島・西三島102号線舗装修

繕工事、こちらについては国道４号線から見た場

合に国道４号線と旧400号、博物館の前の通りか

ら見た場合に国道４号線から横に走って２本目の

道路、具体的には三島小学校の入り口に歩道橋が

ある市道があると思うんですけれども、それから

１本下の横に走っている市道で、この部分がやは

り水道のほうで今年度水道工事をやりまして、来

年度水道課のほうから企業会計のほうから負担金

を一般会計でいただきまして、あわせて全面復旧

するということの内容で延長100ｍほど予定して

おります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 答弁漏れですか。 

  課長。 

○大木道路課長 申しわけありません。答弁が漏れ

ておりました。 

  下大貫・三島線舗装修繕工事につきましては、

こちらは塩原地区に入る部分でございます。関谷

上石上線からちょうど西小学校、北関東環境開発

なんかがあるところから下大貫のほうに抜ける市

道があると思うんですけれども、高速道路をオー

バーパスしている道路です。あそこの部分が……

失礼しました。その１本下の道路で関谷上石上線

から西那須野地区に向かった部分を350ｍほど工

事すると。 

○君島委員 あれでしょう。余計なこと言っていい

ですか。あの西那須野ライスラインのところの三

村商店の前の道路、あの道路と言ったほうが多分

わかると思うんですよね。わかりますか。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 110ページの通学路整備事業、

2001事業の新規、三島・三区町線について同様に

ご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 こちらのほうの三島三区町線につ

きましては、その下、（路側帯カラー舗装工事）

ということでついていらっしゃると思うんですけ

れども、何かといいますと、なかなか歩道整備ま

ではちょっといろんな関係でできないところを通

学路の安全対策ということで路側帯をグリーンに

塗って、視認性を高めて、通学児童の安全を確保

するという取り組みを特に平成28年度重点的に入

るということで国庫補助を導入しながら予定して

おります。その中で、この三島・三区町線につい

ては先ほどご説明したボーイスカウト、三島神社

の前で舗装打ちかえと連動して、一部路側帯のカ

ラー舗装を実施したいと、こういうことになりま

す。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっとこれについては、舗装

する幅、本来の道路の舗装幅があって、そのうち

のどれだけかというのと、あともう一回ちょっと

聞きたいかなと思います。それから、三区町につ

いてはちょっと場所がイメージ湧かなかったので、
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あわせてお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、２点ございました。 

  幅ということなんですが、そもそも生活道路大

きく幅とれないので、基本的には１ｍを目安に考

えております。場合によっては幅員が狭いところ

は若干もっと狭くなる可能性もありますけれども、

基本的に１ｍということで考えております。 

  あと、具体的な場所なんですが、三島神社前、

ボーイスカウトの野営場の前の路線が先ほど説明

したように三島・三区町線ということになります。

具体的には舗装修繕工事につきましては、国道

400号側、どちらかを端部とすると、国道400号側

あたりがなるのかなと。いずれにしても舗装改築

新しくしたところに路側帯を、悪いところに引い

たってもう一回舗装打ちかえでなくなってしまい

ますので、そういった連動した施工といいますか、

計画で入れています。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 続けて111ページの防災・安全

交付金事業、1001事業、これの委託料の部分の太

夫塚228号線、これについての概要をよろしくお

願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 太夫塚228号線につきましては、

これは場所的には太夫塚公民館から国道400号の

太夫塚公民館前から国道400号の間ということに

なります。延長につきましては180ｍほどという

ことになります。内容といたしましては、太夫塚

自治会から西那須野中学校あるいは東小学校の通

学路になっているという中で、歩道がなくて危険

だという部分の要望等を踏まえまして、来年度か

らその歩道整備も事業に着手したいということで

ございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 多分今は舗装があるだけで側溝

がないような道路のことを言っているんじゃない

かと思うんですけれども、そうすると現状が今そ

の認識なので、現状がどうであって、でき上がっ

た状態の側溝ができるとか、……境界がつくとか、

そういったあたり、あと道路幅員が買収して広く

なるとか、そういった説明を受けたいんですけれ

ども、お願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 基本的に歩道整備ということがメ

ーンなんですが、あそこかなり急カーブもありま

すし、車線的には１車線ということで基本的には

２ｍ50の歩道をつけて、センターラインが引ける

ぐらいの幅に拡幅した改良工事ということを念頭

に事業化しております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 現況は側溝がないのかどうかの

確認と、完成後は両側に側溝がつくような整備な

のかを確認したいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 現状については側溝はございませ

ん。改良後の考えなんですが、これは流末が確保

できるという部分の制約があるわけなんですけれ

ども、基本的に雨水排水施設等もあわせて整備し

たいというふうに考えております。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 最後にします。112ページの中

段の太夫塚220号線についてご説明をお願いいた
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します。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 太夫塚222号線、これは委託料、

設計測量管理委託料で今年度計上されている路線

なんですが、こちらについては加治屋堀線、太夫

塚堀のＪＡなすの西那須野支所の東側を縦に通っ

ている市道をやはりここ水路がありまして、こち

らにふたがかかっていないと。通学路になってい

て非常にやはり危険だという中で、水路ふたがけ

をメーンとした道路整備を予定、考えております。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 110ページの通学路整備で確認

なんですが、これからの事業としてはポールを立

てないでグリーンなりの色をつけていくというこ

とで、ポールは立てない方向でいくのか、その確

認だけまず１点。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 ポストコーンを立てるかどうかと

いうご質問だと思うんですけれども、場所によっ

てはポストコーンを立てることによって、市道幅

が極端に狭くなってくるというような箇所もござ

います。ここら辺については、大体この路側帯カ

ラー舗装については生活道路が主になってきます

ので、地域の方とそこら辺十分に調整をしまして、

例えば立てることによって支障があるという場合

には、それをなくすとかそういう形で地域の住民

と十分に調整した上で進めていく、決定していく

と、こういうふうに考えております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 次に111ページの道路新設改良

費ということで、新南・下中野線が防災・安全交

付金と地域再生基盤強化交付金、市単独道路整備

事業ということで各３つに分かれています。多分

これは防災・安全と地域再生については国のほう

の補助金絡みだと思うんですけれども、設計、土

地購入等についてそれぞれどういう分け方をして

購入しているというか、比率というか、その意味

合いというか、それをまずお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、この新南・下中野線につい

ては、合併前の新市建設計画にのせられた分とい

うことで、道路課としても最重点で取り組んでい

る路線でございます。なかなか国の補助金、補助

を導入している路線なので、国の補助が要望どお

りつかないという中で、十分な進捗が図られてい

ないという状況を打破するために、今年度から道

整備交付金、いわゆる地域再生計画を、これは内

閣府の系の補助なんですが、それを導入しまして、

従来の社会資本整備総合交付金、今度来年度から

は防災・安全交付金に移行するつもりなんですけ

れども、それとあわせて２工区同時に事業を入れ

て進めたいと。具体的にはライスラインから西那

須野側を、ライスラインと若干黒磯地区寄り側と

いうのが境になるわけなんですけれども、大きく

はライスラインから西側を従来の社会資本総合整

備交付金系の防災・安全交付金で進める。ライス

ラインから西側、黒磯地区側を東側を道整備交付

金、地域再生基盤強化交付金事業で進めたいとい

うことでございます。 

  あと１つ、市単独事業でのせている部分の補償、

補塡費につきましては、今度、新南・下中野線の

中の新南公民館が共有地になっておりまして、そ

のうちの13名共有地になっておりまして、そのう

ちの１名が相続が未相続の状態でいるという状況

がございます。本来であれば分筆登記をして、道
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路部分については所有権の設定という、登記をす

るという流れになるわけなんですが、ここの部分

については若干その相続の関係で現状的にそれが

難しいと。弁護士等に相談した結果、ある程度、

１つは共有持ち分をその道路の面積に部分の持ち

分を取得するという方法もありますよという中で、

この部分については買収予定地、新南公民館の面

積の24％、これ道路用地に値する持ち分なわけな

んですけれども、この共有持ち分を相続が完了し

ているといいますか、はっきりしている所有者か

ら買収しまして、権利を持って道路改良を進めた

いという中で、そういう事情から国庫補助ではち

ょっと対応できないという中で、その部分につい

ては国庫補助事業じゃないんで、この地域再生基

盤強化交付金事業も地域再生基盤強化交付金とい

う補助金をもらう、防災・安全交付金事業も防

災・安全交付金という補助金をもらうというわけ

なんですけれども、補助金該当がないんで、市単

独道路整備事業のほうに計上させた、こういうこ

とでございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 何となくイメージでわかりまし

た。 

  その中で、この件については進捗状況といいま

すか、それについてはどのぐらいの率で進んでき

ているのか、それだけ確認させてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 新南・下中野線の事業進捗状況に

つきましては、複数の事業入れているわけなんで

すが、全体としまして、平成26年度末実績で

11.3％、平成27年度末、今年度末の推計値として

17.9％ということになっております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 それでは、109ページの道路維

持管理事業の中で、その他委託料という中で橋梁

点検業務ということがあります。それで、これは

当然命にかかわる橋の点検だと思うんですが、今

年度予定している橋梁数といいますか、それをま

ず教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 平成28年度予算にのっている予定

数量ということでありますけれども、まず、高速

道路の跨道橋、こちら７橋を予定しております。

こちらのほうについては、質問からちょっと余計

な話になるかもしれないんですけれども、高速道

路のＮＥＸＣＯのほうに委託ということになって

ございます。その他の市道橋として45橋を予定し

ております。合わせて52橋ということです。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 点検内容としてはどういった点

検内容になるか。当然目視とか、たたいてとかい

ろいろあると思うんですが、その点はどういった

内容の点検作業になるのか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 道路法が改正になりまして、点検

については全て近接目視でやるということになっ

ております。近接目視といいますのは、遠方から

見るんじゃなくて、近くに行って見るという作業

でございます。なので、当然その足場をかけて、

近くまで行って目視で点検する。場合によっては

というか、打音検査ですか。今、委員おっしゃっ

たようなたたいて検査をする、そういうようなも

のも複合的にやりまして検査する、こういうこと

でございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 これ、前年度の予算をちょっと
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見てこなかったのでわからないのですが、毎年、

この予算的な部分もあわせて、橋梁検査はこのぐ

らいの数でこなしているのかを確認させてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 まず、今年度につきましては、27

年度は14橋ということでございます。今年度若干

突出して委託費といいますか、点検費用がかかっ

たのは、今年度重点的にＪＲの跨線橋を行いまし

た。ＪＲの跨線橋については、当然安全管理の面

からＪＲ委託ということで、若干割高になるとい

う関係でということになります。 

  あわせて、今後の話なんですけれども、28年度

52橋、29年度が108橋、30年度が41橋と。既に終

わっている26年度の３橋合わせて218橋をこの５

年間で点検するということで考えております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 最後に、これ、点検業務終わっ

た後、当然何らかの補修という形になった場合と

かというのが出てくると思うんですが、その後は

どういった対処をしていくのか、それを最後にお

聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○大木道路課長 点検の結果、当然その安全に問題

があるという橋梁につきましては、補修に入らな

くちゃならないということで、それらについては

順次点検結果に基づいて、緊急的にやらなくちゃ

ならないものについては緊急的にやる、ある程度

時間を置いておけるものについては置いておくと

いうことで、いずれにしても橋梁修繕につなげて

いくというふうな考えでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 零時０５分 

 

○櫻田委員長 それでは、ここで昼食のため休憩を

します。 

  午後１時より会議を再開しますので、よろしく

お願いします。 

 

休憩 午後 零時０５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○櫻田委員長 議案第10号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  課長。 

○大木道路課長 ございません。 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何がご

ざいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （道路に関する議案の審査の際の資料

について） 

○櫻田委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、道路

課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時０３分 

 

再開 午後 １時０４分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○櫻田委員長 建築指導課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２８号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第28号 那須塩原市手数料条例

の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 （議案第28号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今、課長から説明をいただいた中の後

段の部分の建築物のエネルギー性能向上計画で、

それに伴う認定制度の創設がなされるということ

なんですけれども、ちょっと中身を教えていただ

けますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 今回エネルギー性能の向上と

いうことですので、例えば既存のビル等で今現在

電気を使用して、例えばエアコンですとか、そう

いうものをやっているものを、今度、例えばガス

とかそういうもので賄うという形にしたときに、

余分に使う熱量の部分を、今度は例えば貯湯です

とか、そういうほかのことにも使ったりするシス

テムをやった場合に、一応省エネという形で対応

するという形でやるものです。ということです。

それのほかにも何種類かありまして、例えば太陽

熱の蓄熱設備ですとか、あと、太陽光発電設備を

つけるですとか、燃料電池設備をつけるですとか、

あとはジェネレーション設備、地域熱供給設備と
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か、ヒートポンプ設備とか、何種類かあるんです

が、一応今、電気だけで賄っているようなものと

か、そういうものをほかのエネルギー源をもって

対応するという設備でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 大まかわかりました。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 今、課長が言われたもの、具体的にこ

の数値に置きかえると、どのように見ればいいん

ですか。手数料変えるというのは。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 手数料につきましては、今、

面積とかそういうものをエネルギー性能という、

例えばこの建物で何キロカロリーを消費している

とか、そういうものでそれがより効率的になると

いう形の中で、あとは建物の面積ですとか、そう

いうものについて、それで金額が設定されるよう

な形になります。あくまでこの建物の料金に関し

ましては、面積換算ということで料金体系が決め

られているという形になりますので、その辺はち

ょっとご理解のほうをいただきたいと思います。 

○櫻田委員長 そのほかございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 先ほどの質問と、今の玉野委員の質問

と重なるんですが、今回、その面積によって手数

料が変わるということのほかにも、仕様の基準だ

ったり、それから性能によっても違うというのが

あったわけですけれども、それは先ほどの説明の

部分になるわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○中村建築指導課長 先ほど答弁した中でもありま

して、今回のこの省エネ法に関しましては、ほと

んどが、例えば身近なところですとマンションで

すとか、そういう共同住宅。あとは大きい設備、

例えば病院ですとか、そういうものがほとんど対

象となってまいりますので、今回、これに関しま

しては、住宅等にはほとんど該当しない。あくま

でその建物の規模で料金体系を決めさせていただ

いているということでございます。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見を終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時１１分 

 

再開 午後 １時１２分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号 那須塩原市手数料条例の一部改正

については原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○櫻田委員長 議案第28号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  これより予算常任委員会（第三分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第10号 平成28年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○中村建築指導課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時１９分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 （特定建築物耐震改修費補助事業につ

いて） 

○櫻田委員長 いいですか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、建築

指導課の審査を終了いたします。 

  これで建設部の今定例会における審査は終了と

なりますが、建設部全体として何かございますか。 

  部長。 

○君島建設部長 いろいろ今回につきましては、７

件の議案を上げさせていただきまして、ご審議を

いただきまして大変ありがとうございました。 

  また、初日に決定をいただきました補正予算と、
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それから繰り越しに関しまして、今現在、昨年の

９月の豪雨による災害復旧を進めておる中で繰り

越しをさせていただきまして、今、鋭意進めてい

るところであります。まだ、残りことし１カ月弱

でありますが、それらも含めまして適正に進めて

いきたいと思います。大変ありがとうございまし

た。 

○櫻田委員長 以上で建設部の審査を終了いたしま

す。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時２３分 

 

再開 午後 １時２４分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○櫻田委員長 初めに、川嶋事務局長からご挨拶を

いただきたいと思います。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

  それでは、農業委員会事務局の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 今回、農業委員会事務局関係の付託

案件はございませんので、これより予算常任委員

会（第三分科会）に切りかえて審査いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 （議案第10号について

説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。何かございますか。 

  君島委員。 

○君島委員 ちょっと歳入のところで雑入が２件ほ

どありましたよね。農業者年金業務委託手数料と

農地転用許可済標識売払等収入。これのうち、91

万2,000円が６款１項１目の農業委員会費に入っ

ているというふうな理解でよろしいんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 この６款１項１目の農

業者年金業務委託事業というものに充当していま

すのが、そこの２番目の農業者年金業務委託手数

料。その中で87万円がこの業務のほうに充当して

いまして、その残り分が職員のほうの、すみませ

ん、説明漏れていましたけれども、職員のほうの

予算に充当しているという形になります。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 わかりました。違ったんです。財源内

訳の中で特定財源の91万2,000円が計上されてい

たものですから、このやつの２つの中から91万

2,000円だけ特定財源で持ってきて、残りの部分

については人件費の給与に回したのかなと思って、

その確認だけだったんです。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  玉野委員。 
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○玉野委員 農業委員会の選挙から市長の選任とい

う説明がありましたけれども、このときの任期と

か、どのような方法で選任をやるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 一応、４月１日から法

律の施行ということで、委員さん関係の選出につ

きましては、今の任期期間中は経過措置の中で継

続的に任期満了までついていただくということで、

任期満了になりますのが29年７月19日で今の委員

さんの任期が終わるわけです。ですから、それま

でに手続を踏みながら必要な条例を改正して、ど

のぐらいの委員さんを設置するかということで、

その辺につきまして協議して、法律に基づいた中

で体制に取り組むということで、とりあえず今ま

での委員さんの人数は大体半分ぐらいになるとい

うことで、現在38名おります。その中で大体その

半分ぐらいの中で条例の中で制定していくような

形になるかと思います。 

  任期も３年、これまでの委員さんの任期と同じ

任期の３年ということになります。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 非常に細かなことなんですけれども、

予算でいくと2001事業の中の農業委員会だよりな

んですけれども、広報とか、それから我々の議会

報、議会だよりとかと比較をすると、非常に紙質

がいいものを使っているんです。これは、その辺

はどういった基準で選んでいらっしゃるんでしょ

うか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○川嶋農業委員会事務局長 一応、これにつきまし

ては、30万円以上の委託関係につきましては、当

然、業者選定委員会という内部の内規が中であり

まして、そちらで事務局のほうで、執行部のほう

である程度案を出した中で選定してもらう。 

  それ以下につきましては、今までの実績のある

業者３社から見積もりをとった中で、一番最低業

者のほうに委託をしている。印刷業務の発注をし

ているということになりまして、紙の仕様関係に

ついては特にこちらでは指定していない中でやっ

ていただいていまして、単価当たり25円の目安の

予算の中で検討しまして、見積もりをとると大体

こちらで予定している予算よりも若干安い中でと

っているという状況であります。 

○吉成委員 大変に失礼しました。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３９分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

これより討論を行います。討論はございません

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 
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  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議なしと認めます。 

  議案第10号については、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、以上で農業委員

会事務局の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  それではここで、執行部の入れかえのため暫時

休憩といたします。 

  ここで10分間の休憩をとりますので、よろしく

お願いします。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時５１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○櫻田委員長 初めに、渡邊生活環境部長からご挨

拶をいただきたいと思います。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境管理課の審査 

○櫻田委員長 それでは、環境管理課の審査に入り

ます。 

  今回、環境管理課関係の付託案件はございませ

んので、これより予算常任委員会（第三分科会）

に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第10号 平成28年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 それでは、説明が終わりました。各

委員から質疑、ご意見等をお受けします。何かご

ざいませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 今の78ページなんですが、環境家計簿

が去年少なかったというのがわかっていますし、

自分でつけていてなかなか大変なものではありま

した。 

  ことしこうやって予算をふやしたりしているん
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ですが、何か、これをたくさんつけて出してもら

うための方策は何か考えたんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 先ほど言ったとおり、26年度

から取り組みをいたしまして、26年度の実績につ

いては50件しか取り組みがなかった。これは職員

も含めてなんですけれども、一応そんなことなも

んですから、ことしも一応ＰＲはしています。い

ろんなイベントに対してもＰＲをしたり、あとは

環境家計簿をつけていただいたりというようなこ

ともやっておりますし、全世帯に配布したりとい

うふうなＰＲをしている中で、なかなかやっぱり

取り組めないというのは１年間継続してつけるの

が大変だというのもありますけれども、最大１カ

月でもいいからとりあえず取り組んでほしいとい

うことでＰＲをしているところでありますし、ま

た、ことしにつきましては先ほど言ったようにち

ょっと記念品を出したいということで、若干ふや

していきたいというふうな形になってございます。 

  また、監査のほうにもちょっと指摘をされてお

りまして、その辺の取り組みについては今後ＰＲ

もしていきたいと思いますし、もしいいアイデア

があれば委員さんのほうからも提案していただけ

ればと思っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 なぜ書きにくいのかということを考え

たんですけれども、エネルギーがいろんなものが

あるので、ガスとか灯油とか、それからガソリン

もあるし電気もあるしということで、書いて、そ

れを換算しなければいけないというようなところ

がありますよね。 

  私なんて結構ちゃんとやっていたつもりなんで

すけれども、最終的に出してくれって言われなか

ったから出さなかったということなんですね。 

  それで、全部書いたんですけれども、なので、

これ、やっぱり１年間の長丁場を１カ月ずつとい

うことで書くので、多分ここにいる男の人はこう

いうものがあるということも知らない方も多いの

かなと思いますので、やっぱり家計を管理してい

る人が女性であるとは限らないんですが、何かタ

ーゲットをきちんと絞って宣伝をするとか、何か

考えないときっとことしも50とか100で終わって

しまい、幾ら何か物をあげてもなのかなと思うの

で、ごみ袋をくれるとかって言ったらやるかもし

れないです。 

  何かこれ、もう少し考えていただければって、

予算もったいないかなと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 環境家計簿につきましては、

市独自の取り組みというか、市自体が取り組んで

いるわけではなくて、なすの環ネットという民間

と一緒に取り組んでいる事業でございまして、市

が考えているんではなくてそういう取り組みの中

でやっていることなので、一応、そちらのほうと

協議しながら今後やっていきたいというふうに思

っております。 

  以上です。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 76ページの3001事業の狂犬病予

防事業は通年と変わらないというような説明だっ

たんですけれども、前年度は210万5,000円で、今

回がこの数字187万3,000円。昨年よりは減ってい

ますし、その辺、ちょっと聞きたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 歳入のほうでもちょっと説明
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が漏れておりますけれども、歳入のほうでもある

程度の犬の登録数が若干毎年ずつ減っております。

その関係もありますし、そんな感じで歳出のほう

も減っているというようなことが関連している。 

  ちなみに、27年度の登録数は、今、6,692頭、

24年度が6,900頭ぐらいいましたので、やっぱり

犬の登録が若干減っている関係で、その辺の歳入

も減っているし歳出も減らしているというような

状況になってございます。 

  以上です。 

○鈴木（伸）委員 わかりました。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 続きまして、77ページの4001事

業の墓地事業なんですが、ちょっと聞き漏らした

部分ともうちょっと詳しく知りたいなということ

で、ただ、二区町のところの話が出たと思うんで

すけれども、これはちょっと聞き取れなかったん

ですけれども、新しくつくる、足りなくて新しく

市としてつくるのか、それともその周辺の墓地の

状態を確認しているのか、ちょっといずれにして

もその辺の説明をもう一度お願いできますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 墓地事業につきましては、市

有墓地が現在８カ所あります。市有墓地。永田と

…… 

〔「市、那須塩原市ね」と言う人あり〕 

○臼井環境管理課長 永田墓地、二つ室墓地、二区

町墓地、上赤田墓地、西赤田墓地、三島１号、２

号、３号、これを一応、市有墓地と言っていまし

て、市営墓地につきましては赤田の１号、２号と

さくら公園墓地を言っております。 

  今回、市有墓地につきましては、これは旧西那

須野時代のもともとの共同墓地が昭和30年代に移

管されて市が管理しているというふうなことにな

ってございまして、その区画の図面とか、あとは

現在の使用者の簡単な図面はあるんですけれども、

それほど細かい、最終的には管理ができていない

ということで、27年度から区画をはっきりして使

用者もはっきりしようということで、とりあえず

二区町墓地に手をつけた。随時やっていくという

ふうな計画になってございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 課長、もうちょっとゆっくりのほう

がいいです。早過ぎてわからない。 

○臼井環境管理課長 すみません。 

○櫻田委員長 時間は十分ありますから、お願いし

ます。 

  それでは引き続き、鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今のは説明、よくわかりました。

了解しました。 

  77ページの次、1001事業で、これは議案資料の

49ページに同じ項目があって、ここにはこちらの

ほうを見ると、これ904万5,000円となっていまし

て、こっちの右の枠には871万1,000円と書いてあ

って、普通ここは数字が、ほかは合っているんで

すけれども、これは合っていないんですけれども。 

〔「議案書」「議案書ってこれじゃない」

「すみません。持ってこなかった」「こ

れだよ。議案資料49」と言う人あり〕 

○鈴木（伸）委員 そうです。議案資料の49ページ

の中ほどに、同じ項目の欄があって、ほかは数字

が合うんですよ。 

○臼井環境管理課長 9045と8711が違うということ

ですか。 

○鈴木（伸）委員 はい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 環境保全費の議案書のほうが、

西那須野支所、塩原支所にも同じ、下のほうに、
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1002事業と1003事業がございまして、これをトー

タルした金額が議案書になってございまして、今

回、環境管理課のほうは1001事業なので871万

1,000円ということで若干の誤差が出ているとい

うふうな状況でございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 それでは、最後ですけれども、

78ページの一番下の再生可能エネルギー費新規事

業、５年目になりましたということで、若干金額

が減っている中身は、一応、説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 こちらにつきましては、買い

取り値段が毎年下がっているような状況もありま

すし、現在落ちついているというような状況にな

ってございまして、実績をちょっと申し上げます

と、平成24年度が406件ございました。平成25年

度が412件、平成26年度が314件、今年度は今のと

ころ250件というような形でおりまして、ちなみ

に買い取り価格をちょっと説明しますと、24年度

が42円、25年度が38円、26年度が37円、今年度が

33円、ちなみに来年度は新聞報道だと31円になる

というようなことになってございます。 

  以上です。 

○鈴木（伸）委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 77ページ、先ほど鈴木委員からも質疑

がありましたが、墓地管理事業の件なんですけれ

ども、昭和30年代に当時の西那須野で共同墓地を

市有墓地としたということなんですが、これは例

えば旧黒磯市であれば、開拓地なんかに共同墓地

というのは今でももちろんあるわけですけれども、

それは当然その地域で管理運営されているわけで

すね。でも、この８カ所については、そうじゃな

いということになるわけですね。その経緯がちょ

っとわからないので、結局、そうなると、何か地

域で管理しているんだからそれはそれでいいだろ

うと言えばそれまでになってしまうんですけれど

も、ただ、特別な扱いにここはなっているなとい

う気がするんですが、その経緯と状況を説明して

いただければと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 これは基準点が合併、いわゆ

る平成17年１月、そこのラインの中で、それ以前

の中でもう既に、いわゆる西那須野町、那須塩原

市の名義になっていた場所という理解のもとで、

ですから、旧西那須野町の時代にそれぞれ共有で

していたそれぞれの地主が、自分たちで持ち切れ

ない、いわゆるまちのほうに寄附したいというこ

とで移管になった、そういう経過がございます。 

  それが、いわゆる合併のときに、すり合わせの

協議の中で、それについてはそのまま市のほうへ、

いわゆる名義に書きかえて、そのまま市のほうで

管理しようという形で来ました。ただし、ただ預

かりの状態であったんですけれども、現在、黒磯

地区においても、いわゆる旧黒磯地区ですが、に

住んでいる方でも墓地を欲しい、いわゆる民間の

お寺ではなくて、それ以外のところでの墓を求め

たい、そういう方が結構ふえてきています。 

  そういう意味で、もう一度、また、墓地法にお

いては、所有している者については、所有者がど

こであっても、いわゆる那須塩原市内にある墓地

については全て市のほうで把握しなさいという、

そういう条件なんです。それらを全部満たすため

に、今こういう作業のほうをとりあえずは那須塩

原市の所有であるものから整理していきましょう

という形になっています。 
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  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、内容としてはわかりました。 

  現在あるさくら墓園であったり、赤田墓園であ

ったり、あの管理とこの８カ所の管理というのは、

管理費のかけ方とか、今後も含めて、その考え方

は全く同じ考え方ということですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 先ほどの市営墓地、赤田１

号・２号、さくら墓地につきましては、使用料を

取って管理をしてございます。市有墓地につきま

しては、先ほどこれから調査ということで、使用

者もまだわからない、完全にわかっておりません

し、区画のほうも完全に把握しておりませんので、

全部の８つの市有墓地の調査が終わった時点で、

今後、例えば使用料につきましては条例の改正が

必要でありますので、条例を改正して、例えば使

用料を取って管理していくというような方向があ

りますけれども、とりあえず調査が先ということ

で今のところは考えてございます。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 78ページの新規のレッドデータブック

があって500部というのを部長からお聞きしまし

た。まだできてはいないんですけれども、その活

用がすごく大事だと思うんですが、活用の方法、

それから活用をレッドからレッドでないという方

法するために、団体とかサポート方法とか、そん

なものは盛り込まれているのか。また、レッドデ

ータ、これを使って、それを生かしていくのかと

いう、その辺聞きたいんだけれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 レッドデータブックにつきま

しては、とりあえず今年度集大成ということで、

動植物調査研究の成果として一つの成果としてレ

ッドデータブックをつくって配布するという形に

なっておりますけれども、こちらのほうの予算の

ほうにも報償として、動植物調査委員会のほうの

報償の部分、まさにございますけれども、引き続

き補完調査はしていくというようなことを考えて

ございまして、つくった、だからそれで終わりで

はなくて、また補完調査をしながら、ある程度来

たときに見直しが必要だというふうには考えてお

りますし、また、そのレッドデータブックの配布

先については、この間予算の質疑で部長が答弁し

たとおり、とりあえず協力していただいた委員さ

んとか、あとは小中学校とか、市内小中学校とか

公民館とか、そういう方たちに無料で配布して、

それ以外は頒布というふうに考えておりますし、

そんな形で先ほど言ったとおり、つくったから終

わりではなく、さらにそれに引き続き補完調査を

していって、見直しが来た時点でまた見直しをし

ていくというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 玉野委員。 

○玉野委員 成長から成熟へというのはどんどん今

言葉出ていますけれども、やはり県北で那須でも

植物、書典出しましたけれども、そこの里山とか、

那須塩原そういう背景にあると思うんですね。こ

のデータブックというのは、すごく活用するとか

生きてくるという最初のもとになるような気がす

るんですね。うまく活動してもらえればいいなと

思っています。よろしくお願いいたします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 補完の説明でありますけれど

も、とりあえずレッドデータブックにつきまして
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は、動植物のほうのランク付もしておりますし、

あとは残したい里山のほうもある程度記述をして、

こういう風景は残していきたいよねという形を考

えておりますので、ぜひとも委員さん、できまし

たら買っていただいて利用していただければと思

っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 すみません、何度も申しわけないんで

すが、77ページの墓地の話なんですが、やっとき

ょう説明していただいて、市有墓地と市営墓地が

あるというのがやっとわかったんですが、いわゆ

る市営墓地は墓地の特別会計があると思うんです。

それで、こっちで300万円ぐらいでやっていると

思うんですが、この一般会計に入っている墓地の

この1,303万5,000円というのは、市民からお金を

取って管理している市営墓地以外のものの市有墓

地の予算と考えて、それで市営墓地は何かまた別

になると、それはそういうものなんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 特別会計につきましては、つ

くったときにお金を借り入れてつくったというの

もあります。それで償還とかの件もあるので、一

応特別会計にしておりまして、現在も全て、さく

ら墓地についてはまだ完売はしておりませんけれ

ども、全ての赤田１号については完売になってい

るというような状況で、本来であればある程度一

本化してもいいのかなとは思いながら、今のとこ

ろは別会計になってございます。 

  先ほど言ったように、一般会計のほうの墓地管

理の4001事業につきましては、先ほど言った市有

墓地の８カ所の予算でございます。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 合併前のいろいろな町と市のやり方が

違ったと思うので、これはこれでもう10年たって

仕方がないということも変ですね。これはこれで

こういうやり方でやっていくんだと思うのですが、

今後、墓地を市有墓地と市営墓地一緒にしてもい

いんじゃないかという言葉も出ましたが、将来的

にこれはどういうふうにしていく、これだけお金

を使っているのかというところをお聞きしたいで

す。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 先ほど鈴木委員にもお答えし

たとおり、とりあえず今のところは市有墓地８カ

所のほうの調査をまず進めたいと。特定させて使

用者を特定と、あと区画も特定させて、その後、

先ほどの、例えば使用料を取って管理していくと

いう方向もありますけれども、とりあえず現在の

ところは、まずは市有墓地の８カ所を全部調査を

かけたいというようなことで進めております。 

  あと将来的には、さくらは残っていますけれど

も、赤田１号・２号が完売したということで、墓

地調査もかけております、実は。墓地調査の中で

はやはり市営墓地があるのがわからなかったとい

う住民もおりますし、また、もしあれば買いたい

という市民もおりまして、その辺のニーズはある

んですけれども、とりあえずは市有墓地で全部調

査をかけて、貸し出せる区間があれば貸し出しも

していきたいというふうには考えておりますけれ

ども、その辺は全部調査が終わってからになりま

す。ここは考えていきたいというふうには思って

おります。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員に申し上げます。 

  答弁もらっているときは、できれば静かな声で

お願いしたいと思います。 

  山本委員。 
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○山本委員 基本的なことで、赤田とそのさくらの

ほうの数はわかるんですが、この８つの市有墓地

のおよその数と、余っているというか、使えそう

な数と、それと一応こういうふうにしてお金を使

っていっているということは、どこかに終着点が、

何年後にはこうしたいというのがあると思うので、

その計画をあるだけでいいので教えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 最終的なことだけですけれど

も、現在ある市有墓地、いわゆる市が所有してい

る市の名義の土地、それから市営墓地というのは、

市が管理している墓地、この形態については全て

同じ条件、いわゆる市営なら市営という形で持っ

ていきたいというのが那須塩原市の考え方です。

いわゆる８カ所についても、３カ所についても同

じような、いわゆる一つの那須塩原市の墓地であ

るという一つの考え方に持っていきたい。 

  そのためには、ただいま課長のほうで厳密にち

ょっとファジーな言い方をしているのは、現在の

ところまだその作業が今未確定であるために、確

定した発言ができないというのがありますけれど

も、方向性はそういう形になります。 

  それに向けて、じゃ、何年度でできるかという

のは、本来１年に２カ所ずつできればいいんです

が、結構作業が難航しています。そのために、今、

人員のほうも確保をお願いしているんですが、な

かなかちょっと苦労している部分がありまして、

１年に１カ所やっと終わればいいと。そうします

と８年かかってしまうと。ただ、その最後に残る

ところについては、１年で終わるのかどうかとい

うのもわかりませんので、何年で終わるかという

のは、ちょっと申しわけございませんが、そう見

ています。そういう中で、現状の状況について、

ですから今余っているかどうかというのもわかり

ませんので、どれだけの面積で何区画あるという

のだけは課長のほうから説明をさせますので、そ

のようにお願いします。 

○櫻田委員長 課長。 

○臼井環境管理課長 細かく言ったほうがいいです

か、一つ一つ。 

○山本委員 いいです、全体で。 

○臼井環境管理課長 全体で。では、市有墓地につ

きましては1,744区画を一応把握しておりまして、

そのうち貸与数でわかっているのが1,686区画で

あります。ただ、余っているかどうかというのも

わかりませんし、返還区間というのもございまし

て、返還区間が58返還されていると。 

  今現在、先ほど言ったように、貸与していると

ころを確定してその使用者を調べていくというの

が現状でありまして、一応５カ年計画でやるとい

うような計画で今います。 

  以上です。 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 78ページの印刷製本費で、新規

に地球温暖化対策実行計画（改訂版）ということ

ですけれども、もう少し詳細をお聞かせください。

ちょっとうっかり聞き漏れした部分もありますの

で。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 地球温暖化対策のほうの施策

編というのが現在、24年６月につくって、委員さ

んも持っているかどうかわかりませんけれども、

その中で、短期目標と中期目標を決めております。 

  短期目標につきましては、平成28年度で、基準

年度は2009年の平成21年度に対して、８％を削減

したいというような目標がございまして、あと中
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期目標が、2020年、平成32年で基準年に対して1

5％の削減をしたいというような取り組みをして

ございます。 

  それで、短期目標の平成28年度、今年度来ます

ので、今までのいろんな計画があって、例えばＬ

ＥＤにするとか、太陽光を幾つお願いしたいとか

がありますので、それの数の各見直しをして改訂

版でつくりたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 現在のところ、この目標に向か

っては、進捗は結構目標に近いところになってい

るのかどうなのか、そこら辺のところを確認しな

がら進めているのかどうなのかということをお聞

かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 委員さんご存じのとおり、東

京電力の福島第一ということの事故がありまして、

電気のほうのＣＯ２換算がかなり上がっておりま

す。市自体、例えば那須塩原市の市役所も一つの

事業として取り組んでおりまして、使用料は減っ

ているんですけれども、ＣＯ２換算にしてしまう

と逆に上がってしまうというのがありまして、ど

うしても現在、若干稼働するかもしれませんが、

原発がとまっているということで、その換算値の

ＣＯ２が上がっているために、ちょっと削減目標

は厳しいかなとは思っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 余り詳しくは、そういう原因が

あったわけですから、この後、つくった後の活用

の仕方というか、しっかりとやっぱり目標を改定

版として再度見直してつくっていくんだと思うん

ですが、改めてこの取り扱いというか活用方法と

いうか、そういうものをお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 区域施策につきましては、市

独自というか市役所だけが取り組むのではなくて、

市全体で取り組もうということで考えておりまし

て、前も言ったなすの環ネットという59ぐらいの

団体が、民間も含めて入っているなすの環ネット

がありますので、そちらのほうでも現在の状況と

かを協力者に、どういう方法がいいのか、先ほど

環境家計簿の話もありましたけれども、そのよう

な取り組みについても一応協議して、なるべく予

算の取り組みをわかっていただこうというような

計画はしておりますけれども、やっぱりある程度

その目標というのは、数字にして見える化にしな

いとなかなか実感がないというようなことであり

ますので、その一つとしてが先ほど言った環境家

計簿でありますので、ぜひとも１カ月でもいいの

で取り組んでほしいと思っております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 当然市民の方たちにもそういっ

た形で協力はお願いはすると思うんですが、当然

ながら市独自としても環境対策としてはしっかり、

省エネにしろ、そういったものについて取り組ん

でいるんだと思うんですが、いずれにしろ各企業

さん、なすの環ネットでしたか、そういう人たち

とも協力し合いながら、率先してここでやってい

くという部分については、何らかのものを持って

いるのかどうか。これだけは市として独自に取り

かかっていきたい、少なくとも削減していきたい

というものがあればお聞かせ願いたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 市独自でやっているものは環

境マネジメントというのがございまして、それは
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各部署で、例えば電気を使った電気料とか、あと

はガスとか全て把握して、それで取り組んでおり

ました。先ほど言ったように、使用量につきまし

ては減っております、前年対比。ただ、先ほど言

ったＣＯ２換算にすると、換算値が上ってしまう

ので、基準年度よりは若干上ってしまうというよ

うな形で、とりあえず市も一つの企業として独自

に取り組みをしていますし、それをなすの環ネッ

トというところでは発表しています。 

  そういうことで、率先してやっているというよ

うなことで、市民の皆様にもぜひ取り組んでほし

いというＰＲをしてございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 改めて、目標値に向かって何と

しても削減していくんだというか、そういったも

のも当然あるとは思うんですが、当市の中でも、

特に環境課で進めなくてはならない部分だと思う

んですが、再度、環境課にとってもこういうもの

ではしっかりと行政の市の中で訴えていきたとい

うものがあればお聞かせ願いたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 一つの例としては、先ほどか

ら電気自動車の取り組みが、うちの課で２台今年

度取り組んでおりますし、また、ＰＨＶとか、そ

ういう環境に優しい車も徐々にふえております。 

  また、生活環境課のほうでは、防犯灯のＬＥＤ

化も進めておりますし、ＬＥＤにすると大体電気

料は10分の１というような形になりますので、そ

の辺は市のほうとしては率先して取り組んでいる

ような状況になってございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 76ページの中段の環境衛生費の環

境衛生事務推進費の中のススメバチ駆除と書いて

あるんですけれども、これはどういったところで

使っている予算なのかお伺いいたします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 スズメバチ駆除につきまして

は、道路とか、あとは公園とか、市民の方から通

報があって現地確認したところ、やっぱり危ない

と。なかなかスズメバチだと、すぐには、素人で

は危ないので取れないということで、一応専門業

者に依頼して駆除をしているような状況になって

おりますので、その辺の予算計上になってござい

ます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 ６万8,000円で今どき足りるんで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 今のところ、今までの大体１

カ所の平均が３万4,000円程度なので、それの２

カ所分ということで一応計上はしてございます。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 すみません。そういう地球温暖化

のせいでスズメバチがいろいろ木の下にもぐって

いたり、子どもたち通るところもあるので、ここ

ら辺も今回予算、これ計上しているのだとは思う

んですけれども、民間に頼むとスピードが速いと

いうことで、多分行政の存在を知らない人たちが

いると思うので、こういったところも見ていった

ほうがいいのかなと思いまして質問させていただ

きました。今後ご検討ください。 

  以上です。 

○櫻田委員長 それでは、ほかに何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑・意見等を

終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１７号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第17号 平成28年度那須

塩原市墓地事業特別会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 （議案第17号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 赤田霊園墓地の植栽が枯れたと

いうことの説明を受けたんですが、できて結構年

数たっていると思うんですけれども、枯れた樹木

の種類と、それから原因は確認しておりますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 原因につきましては、ちょっ

とそこまでは把握してございませんで、あくまで

も通常はシルバー人材センターに頼んで、月に何

回かのお掃除とトイレ掃除等をしていただいて、

その中で、枯れていますというような報告がござ

いまして、今回担当者が見に行ったところ、やは

り道路と墓地については、ある程度目隠しが必要

だというようになっておりますので、そちらのほ

うの役に立っていませんので、今回やったもので

ございまして、ちなみに今回植えるのがレッドロ

ビン、これを植栽するというふうな計画になって

ございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 原因がわからないというのは、

植えてもまた同じことになっちゃうとまずいので

はないかなと思ってお聞きしたんですけれども、

そのレッドロビンであれば、じゃ、枯れないとい

うことで判断されたということで、以後、同じこ

とはないという判断をされたということで、大丈

夫ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

○臼井環境管理課長 必ずしも絶対枯れないという

ことはちょっと言えませんけれども、とりあえず
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枯れには強い木だと思いますので、あとはシルバ

ーのほうにもお願いしていますので、その辺を随

時今後管理はしていくつもりでおります。 

○鈴木（伸）委員 承知しました。 

○櫻田委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 １点だけ確認ということであり

ます。 

  さくら公園墓地は完売したんですか、残ってい

るんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 さくら公園墓地につきまして

は、全区画数が84区画ございまして、そのうち、

１つが無縁墓地になってございますので、貸し出

し可能は83区画ございまして、現在貸与している

のが46区画、残りが37区画ございます。ちなみに

市内は20万円、市外者については40万円の使用料

というふうになってございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかにありますか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 これは今回新規で歳出が出ているよう

なもの、フェンスとか植栽ですね。こういうもの

はいいと思う、こういう部分について一般会計の

繰り入れはいいと思うんですけれども、ただ全体

的に見て、通常の維持管理はあくまでも墓地の管

理料で賄えるような管理料を設定すべきじゃない

かと思いますけれども、その辺のお考えはいかが

ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○臼井環境管理課長 委員おっしゃるとおりだとは

思いますけれども、ただ条例で管理料につきまし

ては赤田については1,000円、さくらについては

１万円という形になっておりますので、なかなか

その辺が難しいというのが現状でございます。 

○櫻田委員長 君島委員。 

○君島委員 私、条例で決まっているのはわかって

いますよ。ですからそれを、条例を直すような検

討をしていかなかったら、条例というのはいつま

でも直らないんじゃないかと思うんですよ。 

  ですから、使用料を賄えるような形の使用料に

するかどうかという検討をして、その検討の結果、

条例改正、そして管理料をいただくというような

形の手順になってくると思うので、条例で決まっ

ているから上げられないということはないと思い

ます。 

○櫻田委員長 部長。 

○渡邊生活環境部長 答弁じゃなくて、市のほうの

考え方として、先ほどの部分の中でちょっと訂正

をお願いしたいのは、条例で決まっているのはあ

くまで裏づけの部分でございますので、市のほう

の考えとしては、将来、先ほども申し上げました

ように市有墓地、市営墓地、それが全部統一した、

そのときに同じような考え方をしますので、将来

的には君島委員がおっしゃるように全て管理料の

中で賄えるような、そんなやり方をしていきたい

というふうに考えていますので、どうぞご理解の

ほうをお願いしたいと思います。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようなので質疑、ご

意見を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 
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休憩 午後 ２時５２分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号 平成28年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第17号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 ございません。よろしくお願

いします。 

○櫻田委員長 委員の皆様から何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 （レッドデータブックと市特有の動植

物について） 

○櫻田委員長 いいですか。 

  それでは、ほかの委員の皆様、何かございます

か。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 （公共施設屋根貸付料等の歳入につい

て） 

○櫻田委員長 いいですか。 

  そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、環境管理課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ますが、ここで10分間の休憩をとります。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○櫻田委員長 それでは、環境対策課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第35号 那須塩原市第２期最終

処分場基本構想についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 
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○山田環境対策課長 （議案第35号について説

明。） 

○櫻田委員長 それでは、説明が終わりました。各

委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 29ページに最終的な数字での判

断と金額だけではない地域住民の方の同意も得ら

れやすいということで、すごく理解は深まってき

ております。 

  ただ、そこでもう少し考えさせていただきたい

のは、この建物を建てるということは、建物とい

うのはだんだん劣化していくわけで、30年間の維

持管理費がどうなのかがここに入ってきたかどう

か、ちょっと時間がたってきちゃったので、その

件と、30年後もあるわけなので、そちらの先の考

え方でも結構予算がかかるのではないかというあ

たりはどのように考えておりますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 基本構想の説明の中でも述べ

ましたけれども、この屋根つき型というのがここ

10年の形で出てきた新しい施設ということで、あ

と20年後、30年後、どうなるかというところがあ

くまで予想でしかないんですけれども、建物の構

造としてはいわゆる鉄骨造の構造でありますので、

普通に考えれば20年、30年は耐久するであろうと

いう名のもとにこの予想を立てております。 

  ですので、最終的に稼働15年、それから埋め立

て終了後、廃止まで15年、30年は十分に耐久性が

あるだろうという判断のもとに計画を立てたとい

うところでございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 あと、最近よく言われ聞く話で

すけれども、建設コストという話なんですけれど

も、このデータはたしか過去のデータだと思うん

ですけれども、この見積もったところに今後の建

設費の高騰というのはどれぐらい見込んでありま

すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 基本構想の27ページを見てい

ただきたいと思います。 

  27ページの上の表に都市別建設資材物価指数と

いうところで、過去５年を基準として建築資材の

高騰の指数を載せてあります。仙台が23％、東京

が８％、これらを考慮して、栃木県の場合は約

16％の建築資材が高騰するだろうという見込みで

今後の予算を立てたというところでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 29ページの被覆型というところ

で作業環境保全という中で、有害ガス対策、暑さ

対策が三角になっているんですが、これは働く側

という部分なのかなと思うんですけれども、これ

に対しての何らかの対策等は考えているのか。当

然換気口とかそういったものはあると思うんです

が、そのほか何かあるのであればお聞かせ願いま

す。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 おっしゃるとおり屋根つきで

密閉型なので、有害ガス、特にメタンガス等のガ

スが発生する可能性があるということで、その辺

は設計の中でかなり強力な換気扇、それは取りつ

けるという形では聞いております。 

  ただ、それ以外はちょっと環境をよくするとい

うところが一番の手段の点かなと思っております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 換気扇という部分、トンネルの
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中のあれじゃないですけれども、そういった部分

なのかなと思うんですが、それもあわせて対策は。

暑さ対策なんかはメタンガスから出てくる暑さと

いう部分なのか、ガスなのか、環境的に密閉の中

になっているので暑いという部分なのか、そうい

うところをちょっと。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 暑さ対策は、主に夏場に密閉

型なので非常に暑くなるだろうというところの従

業員、作業している方への対策という形だと思っ

ています。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、先ほど山田課長の説明、以前も

説明を受けていますが12ページの候補地の件なん

ですけれども、現在の最終処分場から関係する半

径500ｍの関係、自治会の方々に対しての説明を

これまで行ってきたということなんですが、関係

自治会自体は幾つの自治会があって、何回行われ

たのか。何人ぐらいの参加があって、その中でち

ょっと批判的な意見なんかが出なかったのか、あ

わせてお伺いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 まず、半径500ｍの関係自治

会ですが、ここ建っているところ西岩崎ですので、

西岩崎自治会、それから小結開拓、それから青木

４区、この３つが半径500ｍ以内の廃掃法でいう

関係自治会になります。 

  当時、第１期処分場をつくるとき、平成２年か

ら３年あたりに地元説明が入っているという記録

が残っておりますが、その中では、今申し上げた

３つの自治会のほかに青木３区からも要請があり

まして、地元説明会を開いているところでありま

す。 

  何回ぐらいとなるとちょっと今手元に持ち合わ

せがないのであれなんですが、内容的に当時の会

議録が残っておりまして、その内容をちょっと確

認したところ、当時、先ほど申し上げました黒磯

市の管理型最終処分場計画というところでは、今

の敷地に最終処分場１次、２次、３期目までの計

画、それと、それプラス中間処理場、焼却場の施

設をつくるという計画でフリーハンドの平面図で

地元住民におろしております。その中で委員おっ

しゃるように反対というか、ちょっと意見として

は焼却場をここにつくるのみたいな、そんな焼却

場をつくってもらっては困るよみたいな意見が当

時あったというような記録が残っております。 

  それと、もう一つは、当時青木は民間の安定型

の最終処分場がかなり多くて、地元の住民から、

その安定型の産廃の最終処分場を規制する方法が

あればやっていただいて、それを条件にこの黒磯、

当時黒磯市の処分場は認めるよみたいな言い方を

した方がいるという記録が残っております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この計画を立てるに当たって我々に構

想が示されたわけですけれども、これらの情報に

ついて、市民からは何か問い合わせ等は、今回の

段階では何かありますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 今まで、今回の第２期処分場

基本構想の問い合わせというのは１件もございま

せん。地元関連としては、議員全員協議会を開い

た後に、地元の自治会長さんにはそこで資料をお

渡しして、本格的な細かい説明は４月以降にやり

ますよという報告はしております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では29ページ、オープン型と被覆型と
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それぞれ２種類あるわけですけれども、全国的に

最終処分場をいろんなところでつくるということ

は、そうは当然ないんだと思うんですが、ここ10

年来は屋根つきがという話なんですけれども、こ

れどうなんでしょう。実際にはどのぐらいのデー

タをお持ちかわかりませんけれども、オープン型

も実際にはつくられていると、そういった情報は

得ているんでしょうか。もう、ほとんどこのとこ

ろは屋根つきのほうに、この最終処分場の建設は

移行してきているという捉え方で今回の構想が立

っているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 正確なデー

タといいますか、うちのほうで持っているデータ

なんですが、これは栃木県のほうになりますが馬

頭の最終処分場、こちらのほうの検討委員会の資

料というのがございまして、こちらの資料の中に

平成20年度以降に整備された最終処分場、これは

一般の産業廃棄物も含んだということになります

が、55カ所のうちクローズド型が22カ所、40％に

なりますが、クローズド型として整備されている

という形の記載がございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 ほかに何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 明らかに構想と外れちゃう質問に

なっちゃうんですけれども、例えば市に候補地が

なくて、民間に一般廃を出したときの計算みたい

なのも一度算定したことがあるのかどうかをお伺

いしたいです。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 お尋ねの件は多分ＰＦＩ、民

設民営の件だと思うんですが、直接その辺に設計

とか比較をしたわけではないんですが、ただ最終

処分場の運営方式を考えたときに、例えば民設民

営の一番のメリットはコスト削減効果ということ

だと思うんですが、これを今回の最終処分場に当

てはめたときに、いわゆるプラント設備、生産設

備がほとんどないというところで、ほとんどコス

ト削減の効果はないというところが１つあって、

あともう一つは、地元がやはり民間の最終処分場

はかなりアレルギーがあるだろう、つまり言い方

を変えれば市が設置することによって安心感があ

るだろうというところがありまして、そういうの

を鑑みて今回第２期はいわゆる公設民営、正確に

いうと民営といってもクリーンセンターの職員が

おりますので半分ぐらいになると思うので、そう

いう形でやりたいと思っております。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 はい、ありがとうございました。

わかりました。 

  あと１個なんですが、一応15年の計画で、最後

まで閉じるまで入れて30年間ということなんです

が、清掃センター、この間もちょっとお話したと

思うんですけれども、今灰溶融化して、出せるも

のが今まだちょっと放射能の基準値で出せないと

いうところを鑑みて、15年でもしちょっと容積が

余った場合は延長とかって、そういうのは全く考

えずに閉じちゃうのかどうかの考えを。現時点で。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 環境省への交付金申請の際の

書類として15年の計画で、結果として減量化、資

源化を進めて結果的に30年もったと。それは全く

大丈夫というか、今の設計の段階で15年なので、

結果的に20年、30年もっても、それは自治体の努

力というところで認めていただけるということで、

15年で閉じるというところは環境省のほうは大丈
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夫ですし、今のところ私どもも倍ぐらいはもたし

たいなというような考えでおります。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 先ほども鈴木委員のほうから、そのコ

ストの件で資材の高騰ということで、資料27ペー

ジでお示しはいただいて、16％だと当市での場合

は読んでいるということなんですけれども、30％

というような例えば数字なんかも出てきている場

合もあるわけなんですよね。これと違った部分で。

その辺はどういうふうに捉えていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 多分、30％という数字、庁舎

とかだと思うんですけれども。はっきり言っちゃ

いますが。庁舎の場合は、建築資材といっても、

この最終処分場に比べると量と種類がはるかに使

う資材が多いということで、はっきり言って最終

処分場の建築資材ってコストとかそういうのが限

られているので、その辺があって違うのかなと私

なりに捉えております。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時２４分 

 

再開 午後 ３時３２分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 那須塩原市第２期最終処分場基本

構想については、原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第35号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより、予算常任委員会（第三分

科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○山田環境対策課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 21ページの17款のところの県の

ほうからの補助金の件なんですが、これは毎年こ

のような金額なのか、今後推移がどのように変わ
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っていくのかをご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 毎年この程度の金額というふ

うになっております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ずっとではないと思うんですけ

れども、とりあえず、例えばこの金額というのは

どれぐらいで消えるとか、そういうあたりはわか

りませんか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 一応この給付金制度の内容と

しては、安定型の最終処分場、それから中間処理

場によって金額が違います。それから、ご存じの

ように、その処分場の処理量によって限度額も違

います。 

  その中で、今回計上しました３つの処分場につ

いては安定型の最終処分場ということで、一応埋

め立て期間が終わるまではもらえるという仕組み

になっております。限度額はそれぞれ1,500万ま

でとなっておりますが、当然監視している団体が、

内容としては監視業務、プレハブ小屋の中にいて

毎日監視している人の人件費とかお昼代、そうい

うのに充てているわけでして、若干のばらつきが

ありますが、内容としては毎年同じなのかなとい

う気がしています。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

  続きまして、79ページ、6001事業の新規事業の

臭気測定器の金額が入っていますが、どういった

箇所を想定してこれを購入しているかというあた

りをお聞きしたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 まず、においの感知器という

ことで今回計上させていただいたのは、トランシ

ーバーのような持ち歩きのできる、ボタンを押す

と大体の臭気の指数が出るという形なんですが、

うちのほうで苦情、におい、音、騒音とか、ある

いは水質とかいろいろ苦情がありますが、におい

の苦情としては、去年、全部で９件ほど、苦情と

いうか、臭いということでありました。 

  内訳としては、産業廃棄物の中間処理場、いわ

ゆる堆肥をつくる施設、堆肥の施設の周りの住民

から臭いというのが４カ所ありました。それから、

酪農の牛関係が２件ありました。あと、お弁当屋

さんの換気扇から油臭いということでありました。

あと、個人的に、雑排水の流れている側溝が臭い

というのが２件ありました。 

  以上、９件ありましたが、臭気については悪臭

防止法というのがありまして、用途地域について

はその法律に基づいて規制をしている。用途地域

以外は、悪臭防止法の要綱を市のほうで定めてそ

れによってやっているわけなんですが、苦情があ

ったところに行って、通常は今までですと話を聞

いて、中間処理業者さんがいればそこにはからせ

て臭いとかって話になります。最終的にもめたと

きには、業者さんが持っている正式な大きい臭気

測定器があります。それに基づいてはかっていた

だいて、法律なり、要綱に違反しているのかとい

う判断ができるんですけれども、まあお金がかか

りますので、その前段として、ポータブルではか

って大体これぐらいだよというところが１つと、

悪臭防止法も要綱も、対象部は事業所と工場だけ

なので、さっき言いました個人のお宅の２件につ

いては全く取り締まるのがないんですが、そうい

うお宅に行っても、臭いね、そうだねというんじ
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ゃなくて、実際にポータブルではかって、大体工

場とか事業所は例えば15指数なんだけれども、こ

のにおいは16でちょっと臭いですね、それを見て

話ができるので、そういう意味でこのポータブル

のにおい測定器を買って、今言った苦情のあった

現場に行くという、そういう使い方を考えており

ます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 においに主観がすごく違いがあ

るので、これをもって環境課で対応できるという

のはすごい進歩だなというふうに感じていますの

で、ですから、これは大体わかりました。 

  そうすると、市民からこういったものがどうも

におうんだというときは、一般のどういう人から

も一応問い合わせに対して、これを持っていって

職員が対応して、数字的なもので話ができるとい

うふうにもう考えてよろしいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

  続きまして、81ページの中段の不法投棄監視カ

メラなんですけれども、これも新たに予算をとっ

たりしていますので、必要性があったと思うんで

すね。この実態とか、今までカメラがあったこと

によって、こういったことがあるという事例あた

り、今の状況をお聞かせ願えますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 今現在は４台のカメラを設置

しております。その４台の実績をご報告させてい

ただきますが、まずカメラのところにいますと、

人がそこに来ると自動的に作動してスイッチが入

るようになっていますけれども、投棄したなと確

認したのが、26年度、合計で19件ございました。 

  そのうち、車のナンバーとか顔とか、それを特

定して警察のほうに問い合わせて、行為者を特定

して家まで行って指導したのが６件ありました。

そのうち、大体の人は、わかりました、すみませ

んと言ってそこで終わるんですが、なかなかちょ

っとしらを切ったりというところは、いわゆる警

察に引き継ぎです。それが１件ありました。 

  計でいうと、投棄確認が19件で、指導が６件、

警察引き継ぎが１件ということ、それが26年度で

ございます。ちなみに、27年度については、２月

末現在になりますが、投棄確認が12件、そのうち

行為指導が４件、警察引き継ぎはなしというふう

な状況で２月末現在、昨年より若干減っていると

いうことでございます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 いろいろ、そういう取り組みは

私は本当に感謝するところで、不法投棄をゼロに

したいというふうには個人的には思っていますの

で、こういったことで予算をとるのはいいんじゃ

ないかと思いますので、以上です。 

  次に、その下のごみ減量化対策事業の新規事業

の814万4,000円ですか、これは、ここだけを見る

と、非常勤職員の報酬という中でのこの金額だと

すると結構金額的にあれかなと思うので、内容と

委員さんの数と、それから内容ですね、どういう

ことを取り組んでやっていただけるかのあたりを、

若干で結構です、ご説明いただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 すみません。これについては、

産業廃棄物の推進審議会委員というのは、先ほど

説明したとおり、今回一般廃棄物の基本計画処理

計画の改定がありますので、そのために諮問機関
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として委員さん20名ほど予定しております。その

方たちの報酬でございます。 

  ちょっと金額が大きいんですけれども、800万

円というのは、実際にはその下の毎年払っており

ます廃棄物減量等推進委員さん、この方たちの報

酬がほとんどでございまして、新規としての審議

委員の委員さんに関しては、委員20名ほどという

ことでこれから人選になるんですが、内容的には

大学の先生であるとか、あるいは排出者の事業者

の方とかいろいろ考えますけれども、その人たち

に対する審議会委員さんへの報酬ということで、

一応年に３回ほど予定をしておるところでござい

ます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

  続きまして、83ページの中段の、これだと７億

3,288万7,000円のところの内訳の中で、ＪＦＥさ

んが今包括企業ということですけれども、延命化

とか、そういった修繕のことを考えてコンサルに

お願いするということなんですけれども、これを

更新したのは１回ですよね。だと思うんですけれ

ども、前回はそういう話を多分聞いたことなかっ

たと思うんですが、今回は新たに更新するに当た

ってこういったコンサルを入れた、入れるに当た

った考え方をちょっと説明していただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 実は、今の29年までの５カ年

計画の際も、アドバイザリー契約はしております。

ただ、今回は前回の12月議会でも説明したように、

10年たって残り10年、メーカー発表の寿命は大体

10年というところなので、より延命化と定期点検

等の効率化を含め重視してやるということで、ア

ドバイザリー業務契約自体は、前回もしているん

です。 

○鈴木（伸）委員 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 81ページの先ほどの不法投棄監

視カメラなんですが、ちなみに今不法投棄の主な

ものというか、前は白物家電というか、そういう

ものが多かったと思うんですが、最近は何が多い

のかお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

○山田環境対策課長 では、川崎係長のほうから。 

○櫻田委員長 副主幹。 

○川崎産業廃棄物担当副主幹 そちらは、私のほう

から説明させていただきます。 

  以前はやはり小型家電、そういったものが多か

ったんですけれども、最近の傾向としましては、

ちょっとした家庭ごみ、自分のところのステーシ

ョンに出すのがおくれちゃったので、そのまま自

分のうちに置いておくのがいやなのでちょっと捨

てたとかというような、家庭ごみとかの不法投棄

が目立っているかと思います。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 あわせて24ページのクリーンセ

ンターの売電代なんですが、4,000万ということ

で、今、全国的に問題になっているのが33自治体

かな、売電したけれども料金を支払っていただけ

ないという、そういうところが今発生していると

思うんですが、この売電する先は東電だとは思う

んですが、その確認をまずさせていただきたい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  所長。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 そうですね、

確かにこの間ニュースで流れていたかと思うんで

すが、うちのほうの場合は東京電力のほうに売電

をしておりまして、もちろん東京電力さんのほう
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でおくれたとか、そういったことがあったという

ことはございません。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 じゃ、きちんと支払っていただ

いているということでよろしいですね。 

○月井那須塩原クリーンセンター所長 はい。 

○鈴木（紀）委員 82ページのごみ減量化対策とい

う中の使用料ということで、ごみ分別アプリシス

テムということの中身的にちょっと詳細をお聞か

せ願いたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○山田環境対策課長 これは、昨年導入したごみ分

別アプリの中の不法投棄を発見したときにスマホ

から連絡をくれるというシステムですが、実は、

例えば発見したときに打ち込む住所とか名前は、

全くの平打ちというか、最初からフォーマットも

何もないような、打ち込んでというような入れ方

で非常に使いづらいというところがあるので、今

回の予算をいただいて、改修としてフォーマット

をつくって、例えば地域とか選べるようにしてと

いうアプリ改修費が１つ、それとＧＰＳ機能を備

えているんですが、例えば車から見ていて、あ、

不法投棄だといってＧＰＳでぴっと通報するじゃ

ないですか。そうすると、車が動いているからず

っと行って、最終的にはＧＰＳ確認した時点で離

れたところがうちのほうに来るというところ、ち

ょっとふぐあいがあったので、それを見つけたと

きのところを、その場所をうちのほうにくれると

いうシステム、そういうふうに改修というか、見

つけて、その後動いても、発見した時点のところ

がというところで……。 

  すみません、あと、詳しく係長から。 

○櫻田委員長 係長。 

○押久保一般廃棄物担当副主幹 一般廃棄物担当の

押久保でございます。よろしくお願いします。 

  今まで、ちょっと課長のほうの説明の補足なん

ですが、あくまでも通報時点での位置しか、うち

のほうには情報が届かなかったんですね。ただ、

車両運転中にどうしても通報するというのはなか

なか難しいので、ある程度できるところまで移動

して、実際どこでやったのかというような場所を、

あえて後から任意で、発見した場所は、例えば今

はもう市役所に着いてしまいましたけれども、文

化会館の前あたりだったんだよということで、任

意で一応指定することができるんですね。あくま

でも、今の機能というのは、通報場所、そこでし

かＧＰＳは使っていないですね。位置情報という

のもうちのほうには届かなかったんですけれども、

後づけで、いや、ここじゃないよ、発見した場所

はここなんですよというようなことを任意で指定

して通報することができるようなものに改修をさ

せて……。 

  じゃないと、一々発見場所でとまってここです

よというふうなことをしないと、位置情報をいた

だけないものだったんですね。そういったことで、

ちょっと28年度、予算をつけさせていただきまし

てそちらの機能を追加したいというふうに考えて

おります。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 これは、どなたが持つんですか。

我々が持つわけじゃないんでしょう。これは、監

視員さんというか、その人がそういう端末を持っ

てするのか、それともアプリとして、那須塩原市

のホームページかどうかわからないですが、そこ

ら辺からダウンロードして使っていくのかって、

そこら辺のところが……。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 
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○押久保一般廃棄物担当副主幹 まず、ごみ分別ア

プリなんですけれども、最近普及されて、特に若

い方がお使いになっているかと思うのですが、携

帯端末のスマートフォン、そちらにダウンロード

させて起動させるソフトウエアといいまして、ご

み分別アプリの中には、ごみ出しカレンダーを確

認することもできますし、当然それで何月何日は

何の日なんだというふうなのもこれで確認するこ

とができるので、あとは分別事典もおさめられて

いますので、物を検索するなり何なりして、どう

いったものに分類されるごみなのかというふうな

確認をすることもできる。主なものとしてはそれ

ですね、あとはうちのほうからいろんなお知らせ、

啓発をさせていただく、お知らせをさせていただ

くというようなことでお知らせ機能なんかもある。 

  それで、先ほどちらっとお話がありましたけれ

ども、不法投棄の通報機能、これは全国で２番目

にやらせていただいた機能なんですけれども、今

回28年度の予算でもってちょっと使い勝手が悪い

と、確かに余り通報件数が少ない、自分も使って

みてちょっと使いづらいなというようなところで、

結局のところどこであったのかとか、物は何だっ

たのか、量は何だったのか、結局全部の情報を打

ち込まなきゃいけないんですね、メール。そもそ

も、メールなので。 

  それをもう、例えば、場所はどこですか、もう

ぴっと押すと、どこどこというふうなことが選べ

る。最後にちらっとＧＰＳのお話をさせていただ

きましたけれども、実際にどこだったのかという、

ＧＰＳを使って、ピンポイントでこの場所ですよ

というのを知らせていただけるようになっている

んですけれども、今までは、要するに通報した時

点、その場所の情報だったんですね。通報した場

所が知らされている。 

  だけれども、車を運転しているときなんかは、

運転中にここだよということで、そういったこと

は当然のことながらできませんので、通報できる

ような場所に移動したところで、ゆっくりと、物

は例えば冷蔵庫が投げ捨てられていたよ、量は軽

トラック１杯分、相当出ていますよとかという、

場所は、今、市役所に着いてしまったけど、文化

会館の前でしたよとか、その辺の、この山の中で

したよとかということで、後でその位置を市のほ

うに知らせていただけるような機能を追加させて

いただくというようなことで考えております。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見を終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時０８分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。討論はございません

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 
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  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございませんか。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 ございません。 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 （夜間の野焼きへの対応につい

て） 

○櫻田委員長 そのほかにないでしょうか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 （野焼きの通報等について） 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 （売電先について） 

○櫻田委員長 いいですか。 

〔「いいですよ」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それではないようですので、これで

環境対策課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

  ここで10分間の休憩をとらせていただきます。 

 

休憩 午後 ４時１５分 

 

再開 午後 ４時２３分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○櫻田委員長 それでは、生活課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第21号 那須塩原市消費生活セ

ンター条例の全部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 （議案第21号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 議案質疑の際にも出たんですけれども、

６条関係の、相談員さんたちの処遇の確保という

ことで、これは渡邊部長のほうからあの際に答弁

があって、実際にはこの消費生活センターの施行

規則の中でうたっていますよということで説明が

あったと思うんですが、私も調べてみたんですけ

れども、この部分での処遇の確保というのは今ど

この部分が当たるのか、相談員の方の処遇に関し

て第５条で規定はされているんですが、よくわか

らないのでもう一度お聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 
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○鹿野生活課長 条文で見ますと、全部改正の部分

の第３条ですか、センターの事務、それから第４

条、職員、それから第５条、消費生活相談員の配

置というところが……失礼しました、６条、７条

までが関係してくると思いますけれども、内閣府

で定める基準がございまして、そこに部長もその

部分、答弁をしていますけれども、新たに今まで

も全くなかったわけではないですけれども、消費

生活相談員の資格の試験の合格書を配布しなさい

とか、雇いどめの見直してその他適切な人材、そ

ういったものを確保しなさい、それから消費生活

相談員に対する研修の機会を確保しなさいと、あ

とは情報の適切な管理に必要な措置を講じなさい、

そういったことが内閣府の基準で改めて示されま

した。 

  そういったことに伴いまして、今まであったも

のを全部見直す形で、今言いましたけれども、新

しい条例で言いますと、３条、それから４条、５

条、６条、７条というところに、８条も含めてで

すか、関係してくるかと思うんですけれども、こ

ういったことを改めて条例としてうたったという

ところで処遇及び資質の向上というようなことを

改めて条例としてうたうということになろうかと

思います。 

  よろしいでしょうか。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、６条のこの処遇の確保と

いうのは、今、課長の説明からすると、３、４、

６、７、８、それぞれに係っているというふうな

理解になるわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 そのように理解してもらってよろ

しいかと思います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 単純に、処遇の確保ということなので、

相談員さんたちのこれまでの、例えば労働条件が

よくなるとか、有給休暇がふえるとか、そういっ

た形での処遇の確保なのかなと私は単純に考えた

んですけれども、そういうものというのは、今回

の全部改正の中ではうたっていないというか、そ

ういうところまでは踏み込んでいないということ

になるわけですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 それにつきましては、現在27年度、

それから施行開始する４月１日以降の28年度につ

いても変わりないということで、そういう意味で

は今の状態が十分な形で、その辺の処遇について

は確保されているということで理解しています。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは単純に、では１つだけ例

をとって、じゃ有給休暇だけでちょっと考えてみ

た場合、当然労働基準法で定められているわけで

すから、これはパートであっても臨時雇用であっ

ても条件さえ満たせばとれるわけですね。それら

についてはしっかりと確保されているということ

でよろしいんですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 労働基準法の基準より上回った形

で確保できている、与えている形で進められてお

ります。 

  以上です。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

○櫻田委員長 部長。 

○渡邊生活環境部長 つけ加えさせていただきます

が、あのときも、議場の中でもお答えしたと思う

んですが、有給休暇、年次休暇につきましては、
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別の規則の中で、また別の同じ同等の相談員なり

非常勤等々のおりますので、そちらとのバランス

をかけながら、別の規則の中で定めさせていただ

くというように回答させていただいたと思うんで

すけれども、そのようにご理解ください。 

○吉成委員 今、部長のほうからそういう答弁をい

ただいたので、別のということになると、それは

特別、消費生活センターの条例の施行規則とか、

そういうものじゃなくてという意味ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 はい、形式的には、例えばそ

のように特化する場合もありますし、また例えば

非常勤職員に関する有給休暇についてという、そ

のような形になるか、ちょっと機会のほうはまた

別ですけれども、そのようにご理解をいただけれ

ばと思います。 

○吉成委員 はい、了解です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 確認なんですけれども、多分、消費生

活センターはとてもよくなってきているんだと思

うんです。人はやめなくなりましたし、安定して

いると思うんですが、この条例ができてもできな

くても、那須塩原の消費生活センターの働いてい

る方たちの処遇なり、いろいろなことは変わらな

い、今までと同じであるというふうに考えてよろ

しいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 はい、おっしゃるとおりで、特に

法令を定めることによって不利益になったりとか、

今のところ、特に突出して改善される処遇といい

ますか、待遇ですとか、そういったものもござい

ませんけれども、今までどおりできるということ

で、そういうふうに理解してもらってよろしいか

と思います。 

○山本委員 了解です。 

○櫻田委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑、意見等を

終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時３２分 

 

再開 午後 ４時３８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

これより討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号 那須塩原市消費生活センター条例

の全部改正については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第21号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第２２号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 次に、議案第22号 那須塩原市交通

指導員設置条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 （議案第22号について説明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それではないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時４０分 

 

再開 午後 ４時４１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

これより討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号 那須塩原市交通指導員設置条例の

一部改正については原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第22号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 これより、予算常任委員会（第三分

科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○鹿野生活課長 （議案第10号について説明。） 

○櫻田委員長 それでは、説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。

何かございますか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 40ページの地域バス運行事業の中で、

今年度については各社からの申請どおり補助金を

計上したということですが、その各社のほうで運

賃収入はどのぐらい合計で見ているのか教えてい

ただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 まず、ゆーバスのほうですけれど

も2,560万5,000円、予約ワゴンバスのほうが214

万2,440円、ちょっと細かいですけれども214万

2,440円。２つ足して合計2,774万7,440円という

ことになります。 

○君島委員 わかりました。いいです。 
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○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところなんですけれども、多分入

ってくるものがとても少ないわけですよね。それ

で、これ補助金として出しているという中の業者

のほうが赤字にならないように市が補塡をしてい

くという形で今運行していると思うんですが、そ

もそも特に予約ワゴンバスにつきましては、びっ

くりするような１人に決算で１万円近くかかって

いたんですけれども、この辺のところの考え方、

つまり使っている人が払っているお金と、業者に

払っているお金がこんなにアンバランスな予算の

立て方でいいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 おっしゃるとおりだというふうに

担当としても感じているところです。ただ、そう

は言いましても、公共交通として全くバスが走っ

ていないとか、そういったところを何もなくして

しまうというのもどうかということで、25年度か

ら試行的な意味も含めまして開始をしたところで

す。 

  協定が30年の９月までということで、現在も継

続している状況ではありますけれども、先ほどち

ょっと少し細か目に説明をさせていただきました

が、広域公共交通ということで、那須地域定住自

立圏の中でこれからについては展開していきたい

という考えもございます。 

  そんな中で、少しずつ見直しをしていけたらな

ということで考えているところなんですけれども、

プラス市内のずっと前から住んでいる方について

も周知が徹底されていないといいますか、わかっ

ていない、そういった住民も数多くいるというよ

うな意見、そういったことも聞かれますんで、そ

の辺は見直す前からも少しずつではありますけれ

ども改善できるところなのかなというところもあ

りますので、そんなところから着手するというこ

とで、最終的にはその広域公共交通の企画提案を

待って最終的な計画といいますか、そういったも

のにつなげていけたらというふうに考えていると

ころです。 

  以上です。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 ご苦労もよくわかりますし、どのよう

に路線を変えても、この広い那須塩原市、どなた

かには不満が出るし、もしかすると、ありがたい

という人のほうが少ない、便利で使った人は少な

いかもしれないんですが、それが公共のやること

でもあるとは思います。 

  それにしても、余りにもやっぱり入ってくるも

のと出るもののアンバランスを感じると、広域の

公共交通の実態調査を待つ間も何年かあるわけで

すから、例えばもうちょっと予約ワゴンバスなど

は明るい色にして、予約しなきゃ乗れないんです

けれども、そこにとまっていたら乗せてあげられ

るようにするとか、何かもう少し工夫をして、せ

っかく走っているバスが人が乗っていない状態だ

ということは本当に悲しいことなので、間を何と

かやっていただけるようなことを考えて今後の予

算を立ててもらいたいなというふうに、意見も入

っちゃうと思いますけれども、何か考えてはいる

んですよね。 

○櫻田委員長 山本委員に。質疑でお願いします。 

○山本委員 考えているんですね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 これは、この問題は議会の中

でも本会議の中でも何度か一般質問、それから質

疑の中でも回答させていただきました。考えてい

ないわけではなくて考えておりますということと、
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考えていくということで、試行錯誤の繰り返し。 

  ただ、条件がございます。契約的な部分、それ

から予約ワゴンバスという制度がありますので、

そのバスは路線の中を走らなければいけない、ま

た停留所のところで乗せるというのが大原則にな

りますので、そういう中でも応用がきく、いわゆ

る運行業者との話し合いもさらに持ちながらあり

方を検討していくということで回答とさせていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 防犯灯のことなんですけれども、すみ

ません、先ほど20ページで物品の売り払いのとこ

ろで防犯灯を5,000円で自治会に売る話があって、

41ページのところで新規にＬＥＤ防犯灯を220基

という話だったんですが、すみません、これ関連

しているんだと思うんですが、ちょっとわかりに

くいので説明をもう一度お願いしたいんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 すみません、20ページの売り払い

で220灯というところで110万円というのと…… 

○山本委員 41ページの一番上の防犯対策費のＬＥ

Ｄ防犯灯新規設置の914万1,000円というのが220

基と言ったので、これ関係ある話なのか違うのか、

すみません、説明を。何か関連あると思って。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 工事で220基を予定していまして、

それについては要望を受けて220基の工事をする

予定ですので、当然それについては自治会に売り

払いができるということで、同じ件数の220基と

いうことで計上させてもらっているものです。同

じものですね、工事を市のほうが一括して発注を

しまして、完成した後に自治会のほうに売り払い

をするということです。よろしいですか。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、工事費はもっとかかっている

んだけれども、市が負担をしてあげて自治会のほ

うは5,000円でもらうというか、いいよという、

そういう考え方ですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 防犯灯の考え方なんですが、

防犯灯については市のほうで工事ということで設

置しております。そのかわり防犯灯ついたら、そ

の後の管理は自治会のほうでしてくださいよとい

うそういう流れの中で、それを売り払いという仕

組みです。 

  このあり方については、今後また後ほどどうい

う方法がいいのか、また皆様のほうとご相談なり、

ちょっと情報のほうを提供させていただきたいと

思います。 

○山本委員 了解しました。すみません。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 すみません、40ページ、地域バス運行

事業の新規のバスのパンフレットということで入

っているんですけれども、これちょっと説明いた

だいていいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 パンフレットですけれども、各路

線ごとにパンフレットを準備しておりまして、ち

ょっとここに見本がございます。こちらの塩原上

三依線の見本なんですけれども、これにつきまし

てはちょっと部数は持ってこなかったんで、時刻

表と一緒に路線図が簡単なのがありまして、ここ

に旅館ですとかお店ですとか、そういったものを
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表示しまして利用していただけるようにというこ

とで準備をしたものです。 

  これ、見本で塩原上三依線を初めに12月中に作

成しましたけれども、残りにつきましても３月い

っぱい、ちょっと遅くなってしまったんですけれ

ども年度内には完成を予定していまして、各路線

ごとに配布できるような形で準備をしているとい

うことです。28年度につきましては、この原稿が

あるもんですから増刷だけを予定しまして、印刷

製本費でパンフレットということで計上させてい

ただいているものです。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 以前の今部長お持ちの、すばらしいで

かさの、どうして持って歩くんだという、そうい

った中で幾つか多分市民の方からの指摘もあって

今回このような形にされたと思うんですけれども、

こういうものにはならない、小冊子的なものには。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鹿野生活課長 失礼しました。先ほど説明が不足

していたかと思いますけれども、冊子の時刻表に

つきましても、今年度既に作成の委託を発注済み

でありまして年度内には完成する予定でして、こ

こは新パンフレットということで計上はしており

ますけれども、この予算の範囲内でその時刻表の

増刷についても対応できたらというふうに考えて

おります。 

  その時刻表につきましては、ゆーバス、予約ワ

ゴンバスだけではなくて、ＪＲの電車の発着時刻

とも見合わせられるように、あとは民間バス、そ

れから那須町さんですとか大田原市さん、そうい

った市営バスとの乗り継ぎ、そういったものもわ

かりやすくなるというようなことで、工夫をした

時刻表ということで作成をしております。もう少

しちょっと、きょうが８日なんで、あと２週間ぐ

らいで完成するということで予定しております。 

  以上です。 

○吉成委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、質疑を終結した

いと思いますが、よろしいでしょうか。異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時１３分 

 

再開 午後 ５時１４分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 それでは、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 ございません。 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 （インターネットでのバス時刻表

の閲覧について） 

○櫻田委員長 ほかにありますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 ないようですので、生活課の審査を

終了いたします。 

  これで生活環境部の今定例会においての審査は

終了となりますが、生活環境部全体として何かご

ざいますか。 

  部長。 

○渡邊生活環境部長 生活環境部としましては、皆

様のご報告のほうはございません。今回に限らず

逐一必要が出たり、また最近で知っていただきた

いことについてはお配りさせていただきたいと思

います。 

  なお、今回のバスについては明日乗っていただ

くということが前提だったもんですから、お配り

は明日配付ということで、ちょっと漏れていたん

ですが申しわけございません。これについては明

日配付させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○櫻田委員長 それでは、以上で生活環境部の審査

を終了いたしました。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退室のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ５時１８分 

 

再開 午後 ５時１９分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。（明日の開始時間を９時とすることに

ついて説明。） 

○櫻田委員長 皆様にお諮りします。 

  どうでしょうか。この次第は出していますから、

向こうに。当日あしたは本来ならバスをお昼前に

乗る予定だったんですけれども、それも説明した

とおり皆様に慎重審議をしてもらっている結果こ

のような状況になったんで、あした９時から会議

を開きたいと思いますが。 

〔了解です」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 了解でいいですか。 

  じゃ、明日９時から建設経済常任委員会を開き

ますので、この場所で産業観光部の所管から開き

たいと思いますので、どうかよろしくお願いした

いと思います。 

  それでは、閉会の後に建設部より説明がありま

すので、もう少しお願いしたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○櫻田委員長 それでは、以上で本日の建設経済常

任委員会を散会します。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時２１分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２８年３月９日（水曜日）午前９時開議 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 櫻 田 貴 久  副 委 員 長 齊 藤 誠 之  

委 員 鈴 木 伸 彦  委 員 鈴 木   紀  

委 員 君 島 一 郎  委 員 吉 成 伸 一  

委 員 山 本 はるひ  委 員 玉 野   宏  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 藤  田  輝  夫 政策審議監 木  下  昭  彦 

農務畜産課長 印  南  良  夫 
農務畜産課長 
補 佐 

冨  山  芳  男 

農業振興係長 礒     将  央 畜産振興係長 若 目 田  治  之 

農林整備課長 久 利 生     元 
農林整備課長
補 佐 兼 
林 務 係 長 

関  谷  逸  夫 

農村整備係長 佐  藤  正  規 地籍調査係長 伊  藤     隆 

商工観光課長 
兼観光振興 
センター所長 
兼勤労青少年 
ホーム所長 

藤  田  一  彦 
商工観光課長
補 佐 兼 
商 工 係 長 

八 木 沢  信  憲 

観 光 係 長 金  子  春  美 
観光振興セン
ター副主幹 

高  塩  浩  幸 

雇用推進室長 臼  井  孝  行 
雇用推進室 
農観商工連携 
担当副主幹 

君  島  一  宏 

雇用推進室 
企業立地担当
主 査 
（係長級） 

人  見  栄  作   

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔農林整備課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

   〔商工観光課〕 

    予算審査 

    ・議案第１０号 平成２８年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○櫻田委員長 それでは、皆さん、おはようござい

ます。 

  おそろいですので、散会前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○櫻田委員長 初めに、藤田産業観光部長からご挨

拶をいただきたいと思います。 

  部長。 

○藤田産業観光部長 （挨拶。） 

○櫻田委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 それでは、農務畜産課の審査に入り

ます。 

  今回、農務畜産課関係の付託案件はございませ

んので、これより予算常任委員会（第三分科会）

に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 それでは、説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  何かございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、88ページから聞きたいと思

います。 

  これまでにも説明ありましたけれども、農業振

興費の中の中山間地域活性化対策事業で、今回、

そすいの郷の直売所の整備助成ということなんで

すが、700万円の補助が出ていますけれども、こ

れは事業額としては幾らになるんでしょうか。そ

れと、直売所に関しては現在の直売所があるわけ

ですけれども、新たに拡大をして扱うものなんか

もかなりふえるというような直売所になってくる

んでしょうか、その内容も聞かせてください。 

○櫻田委員長 吉成委員、一問一答にしましょうね。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 直売所の整備事業費の中身で

ございます。これにつきましては、国のほうで10

分の５の補助金が出るということで、今回10分の

２の市の上乗せをさせていただいての予算計上で

ございます。 

  現在、28年度につきましては設計費ということ

で事業を計画してございます。こちら設計費が約

1,000万ということで見積もりはしてございます

ので、それの10分の７を予算計上させていただい

たということでございます。 

  それともう一点、施設整備の内容でございます。 

  現在ある場所の建てかえをしますと、営業をし

てからというのはなかなか難しいということで、

候補地につきましては、現在、道を挟んで北側と

いうんですかね。 

〔「駐車場」と言う人あり〕 

○印南農務畜産課長 の付近を考えているというこ

とでございます。詳細についてはこれから詰めて

いくということになっております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 そうすると、設計費として1,000万の、

700万の補助というのはわかるんですが、これか

ら実際には設計ということになるんでしょうけれ

ども、そうなると、事業費はどのぐらいを見積も

っているんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 全体事業ということでござい

ます。先ほど私、設計費のみでございましたけれ

ども、本体のほうの整備、備品等も含めますけれ

ども、約１億9,000というような。 

〔「全体で１億9,000ということ、設計も

入れて」と言う人あり〕 

○印南農務畜産課長 設計も入れて。だから、今回、

1,000なので、残り１億8,000と。 

○櫻田委員長 課長、せっかく一問一答にしている

わけですから、わかりやすく答弁してくださいね。 

  吉成委員。 

○吉成委員 候補地としては道を挟んでということ

を今言われましたけれども、そうすると、消防コ

ミュニティの隣側ということになるわけですか。

あそこ自体は既に土地は確保されているという理

解でいいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 予定地については委員おっし

ゃるとおりでございます。ただ、取得しているか

していないかということになりますと、これから

ということになります。賃貸になりますけれども、

まだ相手方との折衝はしていない、一応、候補地

になっていると。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、ここを最初に補助対象にした理

由を聞かせてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 補助対象にした理由でござい

ます。 

  こちらにつきましては、平成26年だったと思い

ますけれども、施設が手狭になったということで、

施設の規模改修についての要望書があったという

ことで、国・県等のほうと補助事業への採択がで

きるかどうかということで折衝している中で、う

まく国のほうに乗れるというようなことの目安が

ついたものですから、今回要望させていただいた

ということです。 

  今後、16カ所ほど直売所ございますけれども、

随時拡大をしていきたいというような考え方を持

っております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、その点は了解しました。 

  その下、１項３目の就農促進・後継者対策費の

中の補助金で、青年就農給付金、これまでも経営

の開始型事業で補助に対処してきたわけですけれ

ども、今回の金額からいくと、何人ぐらいが対象

ということで予算計上されているんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 現在、14名受給ございます。

そのうち、４名をふやしていきたいというふうに

考えてございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 14名が現在補助対象になっていて、新

規で４名という理解でよろしいんですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員 わかりました。 

  これは例えば経営開始型の補助と、もう一つ準

備のほうの補助とあるわけですけれども、準備と

いうほうではなかなか対象になる人がいないので、
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補助予算をつけられないというのが現状なんでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 委員おっしゃるとおり、準備

というとかなりハードルちょっと高いところでご

ざいます。県の予定していたカリキュラムをやる

とかとありますので、そういった点の中では、親

元就農というような経営開始型というのが手っ取

り早いというのがございますので、こちらのほう

で拾っていきたいというような考えでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  では、89ページのほうで聞きたいのは、４目に

なります。農業経営基盤強化推進対策事業費、一

番下になります6,300万、経営体の育成支援事業

ですけれども、これ自体は新規扱いではないんで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらにつきましては、例年、

当初予算の中で計上していなかった中で補正でい

つも対応していたという中で、というのは、県の

ほうの内示がなかなか出ないというような、タイ

ミングがつかめなかったということで、今まで補

正扱いをさせていただいた中で、それですと、手

を挙げて採択まで期間が短いということの中で、

今回、例年ベースの中の事業費を計上させていた

だいた中で対応していきたいというふうな考え方

でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは担い手の育成とか確保とか、そ

ういったものが基本的には政策の目標とされてい

て、こういう補助がついているとは思うんですが、

今回の場合にこの6,300万円という補助になりま

すけれども、事業費に対しては３分の１だったと

思うんですが、実際にこれ機械であったり、施設

であったりだと思うんですけれども、その中身と

して詳しい内容をお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 中身ということでございます

けれども、ハウス施設も可能でございます。トラ

クター、あと大きいものですと、田植え機、コン

バインといった機械がございます。 

  今回計上させていただいた予定は35経営体。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 主には施設、それから機械、今トラク

ターとかありましたけれども、施設と機械では割

合としてはどちらが７・３とか、６・４とかある

と思うんですが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 導入のシェアということかと

思いますけれども、大体が機械です。９割が機械、

１割が施設。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その点、了解をいたしました。 

  それから、その下の畜産振興対策費で、質疑で

も出ましたけれども、新規事業ということで優良

のメス牛の導入ということで、それぞれ肉牛と、

それからホルスタインの頭数としては72の50とい

う、そんなお聞きをいたしましたが、これはこれ

まで行っているその上の事業がそれぞれあります

けれども、今回、これＴＰＰ関係での対策の一つ

に入っているのかなという気がするんですが、そ

の上の２つの補助事業については、これまでも行

ってきているわけですが、余りよく私わからない

ので、詳しい内容を２つ教えていただけますか。

この乳用牛の件と和牛の優良の件と。 
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○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 お尋ねの事業でございますけ

れども、乳用牛の牛群改良促進事業と和牛優良精

液利用促進事業というようなことでよろしいです

か。 

  こちら例年行っているものでございます。牛群

改良促進というのは、３つの牛群改良検定組合と

いうのがございます。こちらのほうでやっている

事業に１頭当たり１万円の助成をさせていただい

ているものでございます。これ何かと言うと、乳

の乳質を高めることをしています。毎日、搾った

牛の乳脂肪分を図りまして、低ければそれを高く

するようなえさのやり方であるとかというのを指

導していただいているというような組合でござい

ます。そちらに対して助成をさせていただいてい

るというものでございます。 

  それと、和牛の優良ということで、和牛につき

ましては、血統というんですかね、それが価格の

大部分を占めてございますので、そのいい牛の種

を使った場合に、それに対する助成をしていると

いうような事業でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  では、今回の90ページ、新規事業になりますけ

れども、この畜産競争力強化対策緊急整備事業、

ＴＰＰ関係で出たということなんですけれども、

４団体に対して補助をすると、これは、要は申請

があってクラスター協議をやって、それで決まっ

ているんだと思うんですけれども、実際にこのク

ラスター協議とはどういった協議会になるんでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 どういったものかというと、

今回出ていますのが乳牛関係が主になるわけです。

その単体でなくて、その地域全体で盛り上げて活

性化しましょうというのが国の考え方でございま

す。そこに今どういったものがついているかとい

うと、今、結構話題になっているのはＷＣＳとい

うことで、飼料用の稲、それは耕種農家という方

が参加する形で、それと乳牛で和牛の種というん

ですか、つけて子取りするというような方法もご

ざいます。そうすると、そこで和牛農家も参加す

る。そこで出た生産物の中で堆肥というのがあり

ます。堆肥をまた還元するということで、地域が

……する。そういったものがクラスター事業とい

う形。 

〔「それが協議会になっているということ

ですね」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際にはこれすごい金額になっていま

すので、４団体ですけれども、それぞれの４団体

特徴があると思うんですが、それらの特徴と、ど

ういった補助内容で補助されるのかお聞かせくだ

さい。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 主なものでございますけれど

も、堆肥舎であるとか、あとは牛舎関係ですね。

それが大体のところのクラスター、それを入れて

まいります。中にはローダーであるとかフォーク

リフトの機械関係、それと、変わったところでキ

ャトルステーションということで、子牛を預かっ

て、そこで肥育してお返しをするというようなも

の、ですから自分のところの牛だけでなくて、地

域の子牛を預かって育ててお返しをするというよ

うな施設をつくりたいというような協議会もござ

います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 これ実際に協議会名を教えていただい

てよろしいですか。協議会名というか、団体名。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 ４つでございます。 

  こちら、百村の里畜産クラスター協議会、それ

と那須塩原市地域瑞穂農場畜産クラスター協議会、

それと鍋掛クラスター協議会、高林クラスター協

議会という４つの協議会の名称でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  すみません、先ほど１点、ちょっと抜かしてし

まったのが、また申しわけないです。89ページの

経営体の育成支援事業の件なんですが、これは実

際に補助を受ける際に、以前、一般質問でもやり

ましたけれども、栃木県にある農地中間管理機構、

そちらとの関係があって、それで対象になるとい

う理解でいいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 人・農地プランのエリアかな

と思うんですけれども、採択に現在やっている取

り組みの件数というか、通信簿でございます。こ

ちらで一斉に上がったときに評価していく中で、

中間管理機構から土地を借りていますかというと、

その点数が高くなるという形です。 

  それだけではないんです。いろいろあります。

６次化やっているとか、女性の方がおやりになっ

ていますとか、それと雇用を常時やっていますか

というようなことで、そこの申し込んだ方の点数

が高くなれば、より採択率が高くなるという形に

なっております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 

  点数をつけて選んでいくわけですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員 了解です。 

  以上です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 88ページの先ほど吉成委員が質問した

場所なんですが、就農促進事業の青年就農給付金

の経営開始型事業というところなんですが、基本

的なところで申しわけないんですが、これがいつ

から始まって、どんな目的なのかということを教

えてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 開始年度でございますけれど

も、平成24年度からということになります。 

  青年給付金につきましては、委員ご承知のよう

に、なかなか農業後継者が育たないという中で、

金ではないですけれども、ある程度、就農して現

金というか、資金がないので、それについて５年

なり、補助金をあげるので、その後継者として育

ってくださいという意味合いのものであります、

端的に言うと。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 多分、議会でも150万円５年というこ

とだったと思うんですが、青年とはどういう範囲

の年齢を言うんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 45歳までとなっております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 私は農業をやっていないので、少しわ

かりにくいんですが、家族が農業をやっていて、

例えばお父さんとか、代々やっている家の跡継ぎ

というような方が経営を開始しているのは、代々

やっているところの人たちが、これをいただくの
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には何かどういうふうにするんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 親元就農という形になるかと

思うんですけれども、もともとそこで水稲、お米

をやっているという方がいますけれども、親の持

っているところは、その開始する方が土地を借り

て独立するというような考え方です。独立と言っ

ても家を離れるというのではなくて、経営を独立

する。ですから、中には、私、園芸やりますと、

野菜つくりますと、親の土地を借りて野菜つくり

ます、ここのやつについての経理は、そのお子さ

んでちゃんと管理していますよというような区分

があります。どんぶり勘定ではだめですよと、あ

くまでも経営開始型なので。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、跡継ぎみたいな方が形と

して親はお米をつくっているけれども、自分はト

マトをつくるよとか、花をつくるというような形

がきちっと経営が分離していれば、これをいただ

くことができるという理解でよろしいんですか。 

〔「はい、そのとおりです」と言う人あ

り〕 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 90ページの4001事業の八郎ヶ原

ですが、370万ほど金額がふえています。新規で

言うと230万だと思いますけれども、増額の理由

は何でしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちら、新規事業としまして

工事請負費と機械器具備品購入があるかと思いま

す。こちら以外にふえているというところでござ

いますと、需用費関係でございますけれども、有

害駆除関係の費用を増額させていただいています。

というのは、あそこは牛の放牧場の、視察いただ

いたように、鹿がはびこっていまして、牛が食べ

る前に鹿が食べてしまうということがあるもので

すから、こちらのほうの鹿駆除、有害とは書いて

ありますけれども、鹿駆除のための費用を計上さ

せていただいたものです。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

  ここは受け入れ頭数は説明受けていると思うん

ですけれども、ここ数年間の推移というのはどの

ような状態、頭数的にはどうですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 昨年度につきましては、51頭

ということでちょっと低目でした。というのは、

あそこ放射能の関係がございまして、給与前検査、

草の検査をしまして、それが値が出ますとなかな

か放牧できないというのがありまして、26年度ま

ではかなり期間限定されていて、27年については、

やはり給与前検査で値がちょっと出たということ

で、放牧の日数が限られたというのがございます。 

  28年度につきましては、先ほど歳入のほうを増

額させていただいた中で、100頭を予定させてい

ただいています。こちらにつきましては、今のと

ころ申し込みが101頭という形なので、ある程度

これから検査等の中で落ちてくるかと思うんです

けれども、それの補充はしていって、100頭を入

れていきたいというような考え方を持っておりま

す。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 わかりました。 

  あと、ちょっと確認みたいな話なんですが、そ

こは市内以外にも、市外からも受け入れていると
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思うんですけれども、だとすれば、その比率は幾

ら、市外は何割ぐらいいますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 市外からの受け入れはないか

と思います。あくまでも市内の酪農家の方からお

預かりしている。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 90ページの先ほど吉成委員が質

問した中で、畜産競争力強化対策緊急という、こ

れ以前に説明されたけれども、協議会を設置して

申請すればということですけれども、何か基準は

あるのか。先ほど団体名聞いていたら、百村クラ

スター、瑞穂、鍋掛、高林とあるんですが、百村

とか鍋掛、高林は協議会、１つの農家だけではな

く、ある程度、何軒か集まって協議会という形で

立ち上げているのかなと思うんですが、瑞穂の場

合は単体かなと思うんですが、そういった中でも

やはり審査基準というか、そういうのには該当し

たので、許可したというか、そういう形になった

のか、お聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 瑞穂でございますけれども、

一応地区としましては野間地区というような整理

をされてございます。そういった中で県と協議し

ているんですけれども、地域の件としては今のと

ころは不採択になるということは聞いてございま

せん。 

  地域のまとまりとしてはいいでしょうと。です

から、ほかの事業と違いまして、そこの核となる

ところで周りを巻き込めばというのが、このクラ

スター事業のことでございますので、大きいとか、

小さいということではなくて、取り組む面積が合

致しているかということでございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。基準に合致して

いるということで、よろしいんでしょうね。 

  その上の堆肥センターの件で、水分調整おがく

ずということですけれども、これは大体、毎年の

買い取り金額といいますか、そういうのは同額ぐ

らいになっているのか、ここのいろいろな燃料費

等の高騰なんかでも、やはり上がっているのかど

うなのかお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちら、例年同じ金額を計上

させていただいております。おがくずについても

委員おっしゃるとおり値上がりという中で、かな

り業者さんと値引き折衝させていただいて、今、

立米2,000円前後ということで、正確には2,160円

という金額でございますけれども、これで約

4,200ｍ3買ってきているということでございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 答弁漏れ大丈夫ですか、今の。 

〔「大丈夫だね」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 君島一郎委員。 

○君島委員 同じく90ページ、今、鈴木委員のほう

からもあったんですけれども、畜産競争力強化対

策緊急整備事業というのは、補助金が流れるのは

先ほど出た４団体なのか、今まで畜産の大きい事

業というと、公社絡みでやっているので、そうい

う絡みのものなのか、その辺だけちょっと教えて

いただきたいと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 89ページに畜産担い手育成総

合整備事業というのがあるかと思います。たしか
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私、決算の中、28どうなんだという中でご質問い

ただいた中で、27に計画で28年度に事業実施とい

うようなご答弁をさせていただいたと思うんです

けれども、実はこの事業もございます。現在、こ

れ県とやっておるんですけれども、こちらのほう

の整備のほうが総額で県の想定している金額でか

なり10億……７億か、ちょっとオーバーしている

という中で、県の場合、事業費で７億を超える場

合に事前評価ですかね。それの事業対象になって、

ある程度１年間かけてパブコメというんですかね。

計画のパブコメをしないと事業採択しないよとい

うようなことです。 

  まず、委員おっしゃった草地造成等の公社絡み

なんかはこちらの事業という形でございます。 

  今、畜産競争力につきましては、あくまでも協

議会が事業主体ということでございます。 

  よろしいでしょうか。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 たびたびすみません。 

  90ページの、今まさに話している畜産競争力強

化対策事業なんですけれども、金額も大きいんで

すけれども、国の補助が５割ということは、残り

の５割は事業主が負担だと思うんですが、収支の

段階でかなりの金額だと思うんですけれども、そ

れはきちんと事業計画を立てていると思うんです

けれども、資金はどのような状態なんですか。資

金計画はどのように考えていますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 その補助残はどうするんだと

いう形になるかと思うんですけれども、一般的に

は融資を受け入れるわけですね。 

〔「係長のほうからでいいんでない」と言

う人あり〕 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○若目田畜産振興係長 先ほど言ったように融資と

いうことでやっていまして、ちょっと私のほうも

今、詳細な融資のほうまでは今はいっていない段

階なんですけれども、計画の中でどのようにする

か。その中で、やはり事業計画ということで、収

支関係とか、そういったのもきちんと見きわめて、

当然、借り入れれば返すことになるので、そちら

も見きわめながら収益を上げられるのか、それも

見きわめて事業のほうを採択するかどうか、国の

ほうで決定するようなことになっております。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 一般的な話でございますけれ

ども、補助残は自己資金投入の中で資金を借りる

というのが大体多うございます。というのは、そ

の利子につきましては市のほうで利子補給という

制度がございますので、そういったものを一般的

には活用してもらっています。ですから、今後の

ヒアリングの中でも、当然そういった資金計画に

なってくるのかなという見込みはしております。 

  以上です。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ＴＰＰ絡みですから、体力強化

ということで、国がやる政策の一つで、５割補助

するというのは、体力強化してくれということだ

と思うんですけれども、やっぱり農家だって利益

が出ない中でお金を借りたらば、経営が返済でき

ない、余っていればいいんですが、余っていない

わけでしょうから、売り上げが収益が上がらない

中で機械を借りると、そこが心配なんですよね。 

  だから、そこのところが、その判断は市がする

んですか。国に出して、国側でこの判断を最終的
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な、これは５割出してもいけるだろうとか、市が

これを国のほうに出してもいけるだろうというあ

たりの判断は、誰がどのような形で判断をされて

いるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 その判断でございますけれど

も、まずは県とヒアリングさせてもらいます。県

の段階で詰めが甘いんではないかといえば戻され

て、煮詰めるという形になります。 

  最終的には国の採択になります。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 あとは……資金側の融資という

ことですけれども、そこはどういうところから融

資を受けることになるか、言える範囲で結構です

けれども。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 一般的にはスーパーＬ資金と

いうような金融公庫関係の資金がございます。ほ

かでは農業近代化資金というものもありますけれ

ども、あの、企業という場合にはスーパーＬ資金

を借りている方は多いそうなんです。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 90ページの一番下の27年度予算の組み

替えをしてという、この牛乳の活性化の話なんで

すが、今年度、多分、初めて乳牛で乾杯とか、あ

るいは拓陽高校とヨーグルトをつくったというよ

うなことをやったと思うんですが、来年度は、今

年度やったことをそのまま踏襲しているんですか。

この予算の中では。その説明をお願いしたいんで

すが。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 委員おっしゃるとおり、踏襲

をさせていただいております。予算を牛乳による

地域活性化推進事業に特化した形の中で盛り込ま

せていただいたということでございます。 

  ですから、やっているところは拓陽であるとか、

小山高専であるとか、そのような継続的に関係を

持っているというふうに思います。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 地域おこし協力隊と一緒に多分、拓陽

でヨーグルトをつくって、10周年のときにいただ

いたりしたんですが、この一番下に乳酸菌保冷用

冷蔵庫というのが小さい金額なんですが出ている

というのは、そういうものを何か学校で保存をす

るものなのか、あるいはどこかで売るのか、その

辺の説明をお願いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 その上に委託料として乳酸菌

の分離培養というのがあるかと思います。これは

小山高専というところに頼んでございます。そこ

で培養いただいたものの菌を保管するために拓陽

高校に冷蔵庫が必要だということで、それを今回

購入したいということでございます。これ新規、

新規となっているんですけれども、従来、27年度

も買っています。という中で、事業を組み替えし

たことによって、財政のほうで新規でというよう

な頭についたということでご理解いただければ。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 多分どこかで説明を受けて、ここでつ

くるヨーグルトを売ることはできないということ

を聞いたような気がするんです。拓陽でつくった

ものを市販することはできないというふうに聞い

たんですが、これ牛乳での活性化をするんだった

ら、やっぱり将来的に何か名前をつけて売れたら

いいんではないかと私も考えるんですが、将来的

にそういうことができるという見込みはあるんで
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すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 ヨーグルト関係でございます。

拓陽さんのほうにお願いしているんですけれども、

実は技術の支援ということで、ホウライさんにご

協力いただいています。役所のほうの詰めも甘い

んですけれども、ホウライさん、たかだか90年で

すけれども、まだまだ技術発達途上であるという

中で、なかなか学生さんで取り組むのに商品化す

るのには難しいところありますけれども、そこは

ホウライさんのほうでかなりバックアップして、

それを商品化には近づけていきたいというような

アドバイスをいただいております。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、最後に僕、１点聞きたい

んです。 

  ここで委員長と副委員長を交換してよろしいで

すか。 

  88ページの就農促進事業の1001事業なんですが、

こういった例えばパートナー探しとか、どうのこ

うのという予算計上をする以前に、本市の農家の

現状、減っているのか、減っているからこういう

予算を組むのかどうかわかりませんけれども、そ

の辺のことをまずお聞きします。 

○齊藤副委員長 課長。 

○印南農務畜産課長 減っているのは明白であるん

ですけれども、何戸となると、ちょっと今は。 

  現状でございますけれども、若い方の後継者は

確かにございます。それのパートナーがいないと

いうことで、そこの場つくりという中で、役所の

ほうで手助けをさせていただきたいということで

予算を組み替えてございます。 

  先ほどの就農でございますけれども、平成22年

に農家戸数が3,111戸あったものが、平成27年に

は2,820戸ということで減少傾向、それで専業農

家が559戸あったものが、逆に27年度は645にふえ

たということで、国の補助絡みの中で認定農業者

というような制度があるかと思いますけれども、

それの中でかなり申し込みもふえてきたことによ

るのかなというような見方もしております。全体

としては減っているんです。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 本当にこれ重要な問題だと思うんで

すよ。やっぱりこれは農業に限らずだと思うんで

すが、農業のほうでこういうことをやる実績、例

えばその実績の推移でこういうことをやっている

から、しかしやっていても減っているということ

を考えると、この予算が果たしてどうなのかとい

う部分は必ず問われると思うんですね。もっと金

を入れれば少なくなるとかというのではないと思

うんですが、そのやり方の検証はしているのか。

ただこれ毎年予算計上してやっているよというの

では、なかなか納得できないと思うんですが、そ

の辺どういうふうに思いますか。 

○齊藤副委員長 課長。 

○印南農務畜産課長 費用対効果というお話かと思

うんですけれども、当然、そのイベントをした中

で、うまくカップリングがいくようにということ

で、各担当のほうで苦慮しているところでござい

ます。 

  ことしやった傾向の中でちょっとお話しさせて

いただくと、草食男子に肉食女子といいまして、

男子のほうが非常におとなしい。女性のほうから

アプローチするんですけれども、男性のほうがな

かなか一歩踏み込めないということで、まずは農

コンの場合、男性教育をしていかなくてはまずい

かなと。 

  各酪農協、農協さんのほうと話をしていきます

と、早く結婚してパートナーを見つける方いらっ
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しゃいます。そういった方もいれば、奥手という

んですか、なかなか結婚相手が見つからない。私

どものほうは後者のほうを何とか支援していきた

いということでやっております。答弁になるかわ

かりませんけれども、以上でございます。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 原因わかっているんですから、こう

いう予算組むときも、しっかりその辺は検証しな

がら組んでもらわないと、ただ毎年出してきて、

農家の数は減っているというのでは、盛りあがら

ないと思うので、この辺はちょっと真剣に取り組

んでもらいたいと思うんです。 

  だから、こういう事業をやるコンセプトという

のは多分あると思うんですけれども、それはあれ

ですけれども、そこしっかりよろしくお願いした

いと思います。 

  こういう事業をやるのに、市としては例えばそ

ういった業者に丸投げするのか、そういうところ

の精査はきっちりしているんでしょうか。 

○齊藤副委員長 課長。 

○印南農務畜産課長 業者に丸投げということでは

ございません。あくまでもカップリングまで行く

ようにということで、業者に委託しているのは集

客力というんですかね。今回、27年についてはレ

ディオベリーさんにお願いしたというのは、やは

り発信力があるということでお願いしております。

ですから、今回来た中では県内のみでなくて、他

県、埼玉のほうからもおいでになった方もいると

いうことで、網ではないですけれども、広く網し

て集めた中で、うまくカップリングにつなげたい

というのが意向です。 

  そんな中でうまくカップリングできるように、

ここからはやっぱりアナウンサーつけまして、各

個人でのアプローチでなくて、仕向けるようなこ

ともやってございますので、そういった努力はさ

せていただいております。 

○齊藤副委員長 では、交代いたします。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 89ページの農業経営基盤強化促進対策

事業の中の補助金の、要は、農地の貸し手に対す

る支援ということで補助金がついている、この機

構集積協力交付金事業なんですが、これについて

は幾つかのパターンがあるとは思うんですけれど

も、ほぼ個人ということになるんでしょうか、対

象、相手としては。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 個人でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 昨年度と比較すれば500万程度予算額

がふえているわけですけれども、それだけ貸し手

がふえてきて、しっかりと借り手もそれに対応し

ているということでよろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 貸し手がふえているのは現状

かと思います。やはり米価下落の中、離農される

というのが原因かなというふうには見込んでおる

んですけれども、それで後継者もございます。そ

ういった中で離農しているということでございま

す。 

  そういった中で貸し手に対して借り手でござい

ますけれども、なかなか条件が悪いところについ

てはご遠慮されているというケースもございます

ので、100％マッチングしているかというと、そ

うでもない現状がございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、この補助金自体はとにか

く貸し手側の補助金ですから、出されるものにつ

いては受けるというような形をとっているという
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ことですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 そのとおりでございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この事業自体は、やはり耕作放棄地対

策事業ということの位置づけにもなっているんで

すか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 まず、こちらのほうにつきまし

ては、既に今、耕作放棄地にはなっていない、使

える農地について、出し手の人は出して、それで

地域の担い手の方はそれをやっていくという取り

組みになります。 

  その方向で耕作放棄地のほうにおかれましては、

すぐには営農が、借り手の人ができないというこ

とがありますので、別の補助金のほうを活用して、

それが再建して優良な農地になった場合には、ま

たこちらのほうで該当するのかなというところも

あると思います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、確認ですけれども、先ほ

ど課長から答弁いただいた中で、全てが借り手が

見つかっているわけではないということになると、

貸し手のほうは、現在も耕作はしているというこ

とになるんでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 なるべく県の農業中間管理機構、

市の公社と連携して、なるべくマッチングが成立

するように取り計らってはいるんですが、どうし

てもやはり使い勝手が悪いというようなところは

現状としてあるかと思います。そういったところ

は当然貸せないので、自己で営農を継続したり、

もしくは貸し付けですかね、そういったところで

対応しているとは考えております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これ貸し手に対する支援ですから、支

援を受けていて、なおかつ自分で耕作していると

いうことってあり得るんですかね。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○礒農業振興係長 こちらの経営転換協力金という

ことで、基本的に農業をリタイヤして、残る土地

は10アール未満の自家消費の農地以外は全て貸し

出すということが条件なので、こちらの補助金に

該当になる人は、ほぼ全員離農されているという

ふうに理解しております。 

〔「離農しているわけ」と言う人あり〕 

○礒農業振興係長 離農しています。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 離農していると、100％借り手がいな

いとおかしくなるんじゃないかなという気がした

ので、先ほど課長の答弁だと、当然、なかなか耕

作するのが大変だなと、だから借り手がなかなか

見つからないということになると、今のお話とち

ょっとかみ合わない答弁になるような気がするん

ですが。 

○櫻田委員長 すみません、ちょっと暫時休憩、お

願いします。 

 

休憩 午前 ９時５６分 

 

再開 午前 ９時５７分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

始めます。 

  答弁を求めます。 

  課長。 
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○印南農務畜産課長 ちょっと私の答弁が不適切だ

ったかと思うんですけれども、先ほど、100％の

話の部分は、中間管理機構にまず貸すよという場

合には100％なんです。課題として私の言ったの

は、ここの部分です。貸す前のときにそういった

問題もありますよというお話をした。それがここ

に来たということではありません。ですから、自

分の所有しているものを100％貸すか、中間管理

機構で引き受けて、それに対してお金というか補

助金がおりるということでございます。 

○吉成委員 それなら了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 すみません、１つだけ教えてくだ

さい。 

  今のページの上の１項３目の農業経営者育成事

業、これ例年予算計上されているんですが、内容

を教えてください。海外視察研修派遣事業です。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 こちらの事業でございます。

これは公社のほうに委託している事業でございま

して、短期、長期ということがございます。農業

後継者が海外で視察してくるというものでござい

まして、短期についてが３名、長期について１名

です。短期については、オランダ、イタリア、フ

ランスに10日間行ってきたものというのが短期で

す。これが３名でございます。長期が、約19カ月

ほど行くものでございまして、26年度につきまし

ては、派遣先はアメリカということでございます。

こちらについては、26年度、３名の方が参加して

おります。長期についても１名の方が参加させて

いただいたということでございます。 

○齊藤副委員長 ３名、１名でいいんですか。 

○印南農務畜産課長 はい。 

○櫻田委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 じゃ、その派遣してきた実績のそ

の報告等々というのは、例えばいただいたりして

いるんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○印南農務畜産課長 県経由でございますけれども、

報告書という形の中で、私どものほうに報告書は

届いております。 

○齊藤副委員長 わかりました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見を終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時１１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。討論はございません

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 
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  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入りますが、執行部から何

かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 （本市の酪農家の経営状況につ

いて） 

○君島委員 （機構集積協力金交付事業と離農につ

いて） 

○櫻田委員長 それでは、ほかにないようですので、

農務畜産課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ますが、ここで10分間の休憩をとりますので、よ

ろしくお願いします。25分から会議を始めます。 

 

休憩 午前１０時１６分 

 

再開 午前１０時２３分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○櫻田委員長 それでは、農林整備課の審査に入り

ます。 

  今回、農林整備課関係の付託案件はございませ

んので、これより予算常任委員会第３分科会に切

りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第10号 平成28年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、意見等をお受けいたします。

何かございませんか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 97ページの林道整備事業なんで

すけれども、基本的なところでお尋ねいたします

けれども、まず、これは市道なのかどうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 林道ということでございま

すので、道路法の認定は受けておりません。純粋

に民有林の中を通る林道という扱いになります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そうすると、まず、現在はどう

いう道路、砂利道というか、どういう状態の道路

なのかをお聞かせください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○久利生農林整備課長 こちらで説明させていただ

きました林道花取線につきましては、こちらは新

規開設ということでございますので、現在は林道

はございません。あわせて説明いたしました林道

木の俣巻川線の改良工事ということになりますが、

こちらは既設の林道ということになります。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そうしますと、この5,200万と

いう金額ですけれども、この林道は、そうすると、

目的ですかね、この予算、林道を開設するメーン

の目的は何でしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 こちらにつきましては、先

ほどご説明させていただきましたが、地域再生計

画ということで、その計画に基づいて実施するも

のでございます。手法としては、道整備交付金事

業を使うわけでございますが、これによりまして

林道整備を図りまして、地域の林業の施業の効率

化、それと、林道と地域再生計画そのものが、市

道の整備も含んだセット事業でございますので、

それらとの道路のネットワーク強化を図るという

ことで、先の目標としては、これらによって林業

の活性化、それから定住の促進ということを目的

としております。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 市道にするという、将来的には

市道になる可能性があるのかをお伺いします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 市道とのネットワークとい

うことでございますが、こちらはあくまでも、既

存の市道までに対して、既存の林道、それから新

しく開設します林道をそのまま接続するというこ

とで、林道については、底地はあくまでも民地の

ままというのが原則でございます。したがいまし

て、将来について市道になるということはござい

ません。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと知識不足のところがあ

るんですけれども、そうすると、個人の土地に税

金を使って道路をつくるというふうに今思ったん

ですけれども、普通は市道みたいなものはあり得

ないと思うんですけれども、個人のところに道路

をつくるという考え方で、それは公衆用道路とい

う考え方でよろしいですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 林道につきましては、先ほ

ど言いましたように、林業に特化した道路でござ

います。また、農道ということになれば、農業の

活性化、効率化に対して利用できる道路でござい

ます。それらに対しまして、市道ということにな

りますと、こちらは、道路法という法律に基づい

た中で、何人でも通れるというところでございま

す。一方で、林道そのものは、地域の林業に携わ

る数多くの人たちや団体、そういったものに対し

て便益を与えるものでございまして、あくまでも

林業振興という大きな目的の中で実施するために

交付金を投入するというものでございます。 

  以上でございます。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 公衆用道路と考えていいのかと

いうことについてお答えいただけますか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

○久利生農林整備課長 こちらのほうにつきまして

は、公衆用道路という扱いとは少し離れたものに
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なろうかと思います。 

○櫻田委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 最後に、延長と幅員と、それか

ら舗装なのかどうかという道路の構造について説

明をお願いいたします。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○久利生農林整備課長 こちらは、開設でよろしい

ですか。 

○鈴木（伸）委員 はい。 

○久利生農林整備課長 林道花取線でございますが、

現在、まだ計画、これから詳細は測量をかけるわ

けでございますが、現在の予定としましては、約

3.9㎞の延長を想定してございます。その中で、

林道でございますので、舗装は実施いたしません。

砂利の道路ということになります。そして、28年

度の予定としては、その中で300ｍほどかかれれ

ばというふうな予定でございます。幅員につきま

しては、４ｍでございます。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、農林整備課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を
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開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○櫻田委員長 それでは、商工観光課の審査に入り

ますが、入る前に、私どもの所管事務調査に木下

審議監初め藤田一彦課長に参加をしていただき、

まことにありがとうございました。 

  最終日にはすばらしい報告書ができると思うの

で、請うご期待をしていただければと思います。 

  本当に有意義な視察ができました。この場をか

りて、改めて御礼を申し上げます。まことにあり

がとうございました。 

  それでは、今回、商工観光課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算常任委員会第３

分科会に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○櫻田委員長 議案第10号 平成28年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第10号について説

明。） 

○櫻田委員長 説明が終わりました。 

  それでは、各委員から質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  何かございませんか。 

  君島一郎委員。 

○君島委員 すみません、103ページの観光施設管

理運営事業の中で、新規で入っています吊橋点検

業務というものにつきましては、市内の全てのつ

り橋の点検をするのか、あるいは市管理の部分で

全てなのか、その辺もちょっと詳しくお願いした

いと思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 全てではございません。ピッ

クアップで予定しております。現在考えておりま

すのは、大吊橋、それから回顧、それと山ゆり、

そういったところ、主なところの市管理のものを

予定してございます。 

○櫻田委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 98ページの商工振興推進費の商品券の

ことなんですけれども、昨年度の配布のことなん

ですが、配布は何カ所かで一斉に並ぶという形を

とったんですけれども、高齢者とか、あるいは障

害をお持ちの方から、非常に並ぶことができなか

ったということで、ことしは何とかしてほしいと

いう意見が来ているんですが、そのことについて

は、来年度はどんな形にするのかお聞かせくださ

い。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 私どものほうにも、やはり昨

年そういった声が入っております。ただ、市が直

営で実施するわけではございません。これから両

商工会を中心に運営協議会なるものをつくるわけ

ですが、その中で私のほうからそのお話は差し上

げた中で、対応策を何か検討できないかという振

り方をしたいなというふうに考えております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 実際これを配布するのは市ではないと

いうことはわかるんですけれども、ことしは10％

プレミアムということなので、今年度ほどにはな
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らないかもしれないんですが、やはりこの時期に

10％プレミアムつくということはとても大きなこ

となので、ほかの市町村でどんなふうにやってい

るかというのはたくさん実績が出ておりますし、

そういうものを見ていただいて、市からたくさん

そういうことを言っていただいてと思うんですが、

その辺の権限というのは、市じゃなくて、やっぱ

り商工会のほうが中心になるというふうなんでし

ょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 その制度的な権限は、やはり

補助金で支出しますんで、主体になると思ってお

ります。ただ、市からいろんな事例等を会議の席

上で提案していって、こんなふうにやったらどう

だろう、こんなふうにやったらどうだということ

は、私どもも一緒にその委員会の中に入りますん

で、話はできるというふうに考えております。 

○櫻田委員長 山本委員。 

○山本委員 もう一つなんですが、これを発行する

時期については、来年度はどんなふうになるんで

しょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 まだ確定はしておりませんが、

スケジュール的にいきますと、昨年とそんなに変

わらないのかなというふうに思います。 

○山本委員 了解しました。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 100ページの企業誘致事業とい

うことで、どういった形で企業誘致を進めていく

のか、今年度計画している分を聞かせてください。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 予算の内訳というよりも考え

方ということだと思うんですが、企業誘致につき

ましては、再々議会等でもご質問いただいていま

すが、基本的に今まで進めてきたものは継続して

やりますよ、引き合いがあったものにはできるだ

け対応しますよ。それから、委託で上げさせてい

ただいておりますが、手っ取り早い話でいきます

と、サテライトオフィス的な、今までなかったも

のに対してアプローチを積極的にかけていくとい

うふうな予定をしております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 今アプローチと言いましたけれ

ども、どういったアプローチを仕掛けていくのか、

仕掛け方。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 27年度では、委託料をいただ

きましてお願いをして、そこから情報をいただい

て、それからむやみやたらにというんじゃなくて、

委託先において可能性のありそうな目ぼしいとこ

ろに回っていただいたわけですが、来年度におき

ましては、そういう中からピックアップして、私

どもの職員が直接出向いていくということで、若

干旅費等も計上させていただいているという中身

になっております。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 職員が出向くと言いましたけれ

ども、何社ぐらい回ってくる予定なんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 何社になるかというのは、ま

だこの中ではわかりませんが、当然、相手のいる

話ですんで。ただ、ちょっとでもいい話がありそ

うな感触がつかめたところには、積極的に出向い

ていきたいというふうに考えております。 
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○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 現状ではまだ訪問先は決まって

いない、これから決めていくんだということでよ

ろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 来年度の中身についてはこれ

からという話になります。実際に、先日、つい最

近なんですが、もう行ってまいりましたという実

績もございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 今年度誘致可能な企業があるの

か。言えなければ、わからなければわからないで

結構だけれども。言える範囲内で。 

〔「来年度でしょう」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員 来年度。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 現段階ではわかりません。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 わかりました。 

  102ページの観光局運営についてお聞かせ願い

たいんですが、今じゃなくて来年度ね。仕掛けと

いうものはどのぐらいのことを考えているのか、

詳細をお聞かせください。 

〔「誘客のということですね」と言う人あ

り〕 

○鈴木（紀）委員 観光局として。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 こちらの主体は観光局のもの

で、きょうは局長がいらっしゃるんですが、私ど

ものほうの予算を要求した中でいただいている資

料で見ますと、大きな項目でいけば、やはりＪＲ

東日本とのタイアップ、それから私鉄を利用した

告知、新聞、雑誌等、さらには民間放送局を利用

した情報発信、首都圏向けの誘客促進、これは東

京事務所であったり、首都圏の私鉄の車内、誘客

ＰＲ、ガイドマップ作成というような中身になり

ますが、こういったものを予定しています。さら

には、今、観光戦略会議を局で定期的に開催して

いますが、季節の宿泊プランをさらに強化してい

くというような誘客対策、また、昨年大々的に行

いましたけれども、夏のファミリーキャンペーン、

さらに女子旅キャンペーンなんていうものに力を

入れていきたいというふうに考えて、作成をした

予算でございます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 これシティプロモーションとの

関係なんかは、当然協力しながらやっていくと思

うんですが、そこら辺のところをどういったとこ

ろの形、変な聞き方になるかもしれないんですが、

協力体制というのはしっかりできていると思うん

ですが、具体的なところでわかれば、こういうと

ころで協力して進めていくというものがあれば。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 当然観光プロモーションとシ

ティプロモーション、敵対関係にはあるわけでは

ございません、協力してやっていく話ですが。た

だ、目的として似て非なるものといいますか、ち

ょっと違うだけでもアプローチの仕方というのは

全然違ってしまうんで、似たようなことをやるけ

れども、事業自体は全く別。もしくは、それが合

致するところでは、一緒にやっていきます。例え

ば昨年、東京に行ってシティプロモーションとい

うことで何かやりましたけれども、ああいったも

のについては、合わせてできますし、ただ、それ

ぞれターゲットをどこに持っていくかという事業

によって変わってきますというふうに思っており
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ます。 

○櫻田委員長 鈴木紀委員。 

○鈴木（紀）委員 予算ですから、当然連携しなが

らやっていただきたいという、できるだけ無駄に

ならないような形で進めていただきたいと。 

  もう一つあるのは、これはお願いになるかもし

れないんですが、広告はお金がかかる、記事はお

金がかからないということがあるもんで、そこら

辺もしっかりと戦略を練っていただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今、鈴木紀委員から質問があった観光

局の件なんですが、昨年は10周年記念が入ってい

たんで１億2,000万円からの予算額だったわけで

すね。今回は7,200万円ということで、まず１点

は、今後もこの運営費としては、観光局について

は、このぐらいの予算額で推移するという理解で

よろしいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 担当課としては、正直、足り

ないとは思っています。ただ、お金ありきじゃな

くて何をやるか、その状況に合わせて何が必要か

ということで、こういったものは変わってくると

……。今回の当初予算につきましては、ご案内の

ように当然予算査定というのがありますので、結

果的にこれに合わせた事業計画をつくり直したと

いうのが正直なところでございます。 

  ただ、状況の変化に応じて、これはお金が、こ

のタイミングでかけないと効果が出ないよという

ものもあるかなということは、少し頭の中にはご

ざいます。まだ当初予算の時期ですので、それだ

けの話でございますが。これで固定だというふう

には思っておりません。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、7,200万円の積算の根拠を、

大ざっぱで結構ですので、ご説明いただければと

思います。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 じゃ、先ほど申し上げました

区分に従いましての額でお話をさせていただきた

いと思います。 

  ＪＲ東日本関係、今予定していますのは700万

円、それから、東武鉄道関係ですね、こちらが

110万円、新聞・雑誌関係、こちらのほうは全国

紙、地方紙、専門誌合わせまして1,767万円、放

送局関係の情報発信が1,469万円、首都圏向け誘

客促進強化が664万円、季節の宿泊プラン誘客促

進が292万円、夏のファミリー、それから女子旅

キャンペーンで1,800万円、インバウンド関係が

そこに入ってくるわけですが、インバウンド関係

で318万円、それから事務的な経費で80万円ほど

見込んで7,200万円の予算を計上しております。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 細かく説明いただいてありがとうござ

います。 

  本来であれば、商工観光課としてはもっと予算

枠は要求をしたかったというか、した中で削られ

たのかなという気がするんですが、この中で、強

いてお聞きしますけれども、もう少し予算があっ

たらなという事業はどれなんでしょう。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 中身を熟知している審議監の

ほうから答弁をさせていただきます。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  審議監。 

○木下政策審議監 実は去年、今期ですけれども、
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10周年記念事業という名目でたくさんの事業をや

りましたけれども、単年度でぶつぶつと切れる市

の行事とはわけが違いまして、これを契機に那須

塩原市を継続的にイメージチェンジを図りながら

お客様に来てもらうキャンペーンを張っていくと

いうことが大きな目的だったんですね、10周年と

いう言葉をアイキャッチとして、例えば昨年のサ

マーキャンペーンなんかはまさしくその例なんで

す。 

  それを10周年の単発事業として今回削っていか

ざるを得なかったということが、非常に今厳しい

状況ではあります。 

  ということなんで、ＪＲのタイアップの事業に

しても、それから放送事業にしても、今のところ

去年やった中の最低限の部分だけを見ている。東

武鉄道なんかにしてみれば、かなり効果があって、

格安でできたにもかかわらず、今回も削らざるを

得なかったとかいうところがたくさんあります。

それから、いろんなメディアさんから、あるいは

旅行会社さんからも、そういうタイアップの投げ

かけを、たくさん今いただいています。その中で、

やっぱり１つでも効果的で効率的なもの、安い価

格で効果のより上がるようなものというのはたく

さんこれからも出てくると思うんですね。それに

どれだけ手を打てるかというのが今、少し回復基

調にあるこのまちの観光にとっては、非常に重要

なことだと思っていますので、子どもの小遣いの

話じゃないんですけれども、全般的に足りないね

というところが正直な気持ちでございまして、そ

の辺の酌み取りをぜひお願いをしたいと思います。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今後、補正予算組まれることを期待し

ましょう。 

  じゃ、次に移りますね。 

  これは質疑でもあったんですけれども、114ペ

ージ、まちづくり事業の説明があって、質疑でも

出ましたけれども、今回、法人化をえきっぷくろ

いそが行うということなんですけれども、それで

予算づけが100万円ほどされていて、あのときも

説明ありましたから、ある程度理解はするんです

が。現実に法人化するとなると、もうこれは大体

こういう金額がかかるということになるんでしょ

うか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 こちらのほうは、法人を設立

するための直接的な経費だけではございません。

それに至るまでのワークショップ等、そういった

ものも含んでの金額でございます。 

  司法書士さんとか行政書士さんにお願いする経

費が100万円ということではございません。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、実際に法人化する事務費

的なものとか、登記とか、そういったものは、そ

ういう講演会であったりワークショップであった

り、それから外部の、今回は朝比奈さんじゃない

という話もありましたけれども、それはあのとき

の説明でわかるんですが、そういったものを除く

と、純粋にはどのぐらいの金額になるんでしょう

か。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 法人化に向けての諸手続費用、

例えば公証人であったり印紙であったりといった

もので見込んでおりますのが、24万円ほど見込ん

でございます。 

○吉成委員 24万円ですね。 

○藤田商工観光課長 もしかすると、法人が２つに

なる可能性があるというんで、２つ分はこの中で、

その経費を見込んでいるというのが中身でござい
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ます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 松田議員のほうから質疑が出された際

には、我々みんな聞いたと思うんですけれども、

えきっぷくろいその話しかなかったんですが、え

きっぷくろいその中で２法人の考え方が今生まれ

つつあるという理解でいいんですか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 そういう考え方でございます。 

○櫻田委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それというのは、担当がそれぞれ違う

と、こっちはこういう担当で、こっちはこういう

担当でやるみたいな、そういうことでの２つの法

人化になる可能性があるということでしょうか。 

○櫻田委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○藤田商工観光課長 そのとおりでございまして、

交流センター、今お話がありますけれども、さら

にえきっぷくろいその中では、空き店舗活用に対

しての部会も設置しております。そちらのほうも

そういう形に持っていける可能性があるなという

ふうに私どもでは見込んで、計画をしております。 

○吉成委員 了解です。 

○櫻田委員長 そのほか何かございますか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○櫻田委員長 じゃ、最後に私のほうから。 

  ここでちょっと委員長と副委員長をかえます。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 まず、去年実施したプレミアム商品

券の実績は99.62％、ほぼかなり100％に近い形で

消化し切ったんですが、そういう実績を踏まえた

中で、なぜ今回、10周年のどうのこうのというの

はありましたが、5,000万円の事務費、300万円と

いうような形で検討した経緯についてお伺いをい

たします。 

○齊藤副委員長 課長。 

○藤田商工観光課長 20％が10％になった経緯とい

うことでよろしいですか。 

○櫻田委員長 はい。 

○藤田商工観光課長 誰も多分20％がいいんじゃな

いかというのはあるんですが、実際に商工会から

の要望等も、できれば同様に20ということでお願

いしたいというのは、お話としてはございました。

そんな中で、うちの単独事業に今回なってまいり

ます。単独事業でやる中で、果たして20％の支出、

１回だけなら、もう１回頑張ってしまおうという

のはありかもしれませんが、執行部の考え方とい

たしましては、できればこういった商品券をある

程度長期的なスパンの中で継続、維持継続が可能

な制度として持っていきたいというのが一番の理

由でございます。 

  さらに、じゃ、10％は魅力がないのか。20から

比べれば魅力は落ちますけれども、今の中でこの

10％が乗るというのは、やっぱりそれなりに魅力

は感じてもらえるだろうというものも、議論の中

には出てまいりました。それでは10％にして、少

し持続可能な制度設計を、当然毎年検証しながら

ですけれども、こちらの方法で進もうという中身

でこういった率、額といったところに落ちついた

ところでございます。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 継続したいという意味の10％で商工

会と密に、そういったところの連携というか、話

し合いはしたのか。また、商工会のほうの要望と

しては20で来ていたのに、誰が今、課長が言うよ

うに、近隣の市町では10％で残ったんですよね。

そういう経緯もあるのに、なぜ10％でやるのかを

しっかり議論したのか。その辺ちょっとお聞きし
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ます。 

○齊藤副委員長 課長。 

○藤田商工観光課長 10％で残ったというのも、や

り方の問題だというふうに私どもは思っています。

10だから売れなかったというふうには思っていま

せん。 

  昨年の場合には、当然みんな周りが20で、10の

ところは何だ、うちは10かという感じはしますけ

れども、今度は周りがない中で10。イメージ的に

も随分違う。ノウハウも１年、１回やって大分蓄

積をされたというふうなところもありますんで、

10でいけるだろうというふうに考えております。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 予算執行書の中では、２カ年にわた

って5,000万円、5,000万円とってあるわけですが、

今、課長の話ですと、10％で商工会との連携でう

まくいけば、かなり続けたいという思いで、確認

なんですが、10でよろしいんですね。 

  例えば常陸太田市の場合は議員が買って、プレ

ミアム率が20で買ってしまって、議員を失職され

るなんていう話もありました。場合によっては、

大田原に関しては、那須塩原のほうに買ってくれ

と、広告が西那須地区に入ったりとか、一説によ

ると、10％でも100万円買うと10万円なんですよ。

そこはでかいんですよね。ただ、今回は商工会で

やったプレミアム商品券に関しては１人５万円ま

で、最高で６万円までというような形で、ほとん

どの人は５万円買って１万円の20％のプレミアム

感に恩恵を持って、なおさらこういう経済状況で

すから、非常に足が速いという意味で99.62％ま

で実績を至ったという経緯を考えると、そこのと

ころは、庁内で、確かに部局も大事だと思うんで

すが、使い勝手のほうの立場で議論したのか、最

後に１点お伺いします。 

○齊藤副委員長 課長。 

○藤田商工観光課長 使い勝手については、昨年の

制度設計の際も一番問題になったところで、私ど

もが一番苦心をするところ、逆にいいますと、商

工会の会員の皆様には泣いてもらったというとこ

ろであります。かなり強烈に県の色分け、地元へ

の縛りというのもあったわけですが、やはり使い

勝手、市民の方のまず使い勝手、それは消費の喚

起につながるし、全体としては地域経済の底上げ

につながるというところで、使い勝手はいいもの

になったというふうに考えています。 

  その際に、逆に色分けで商工会の会員限定だと

いうふうに最初意見が多かったんですが、だった

らば、同じような条件の中でどうやって自分のと

ころに引っ張ってくるんだという中で、商工会の

ほうでも会員の店舗向けにトップの研修会を開い

たりとかという形の動きが出てきたんで、それは

よかったなというふうに思っています。ことしも

同じような形でそれぞれの個店の努力をこういっ

たものをきっかけに引き出せたらいいなというふ

うに思っています。 

○齊藤副委員長 委員長。 

○櫻田委員長 最後に１点聞くんですが、今、観光

局がやっと設立されて１年がたちます。そして、

今回は減額の予算で、ここまで本市の観光が勢い

づいてきたのも木下審議監のおかげだと、十分に

それは認識しているんですが、この予算を組むに

当たって、当初予算にもかかわらず観光局の力が

半減するような、こういった予算を組んだ理由と

いうか、それが理解できないんですが、通常です

と、ここまでメディアが認めたり、那須塩原の観

光がこれだけこういうような形になったり、一般

質問でも言っていますが、事業者等の意識が改革

されたりしたことについての何ら反省もなく、減

額予算をしたというのがどうも納得いかないんで

すが、そこは先ほど吉成委員のほうからも説明が
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ありましたけれども、何でそういう予算を組んだ

のか。例えば10周年だからとかどうのこうのと、

これは全然関係ないような気がするんですけれど

も、この本市の観光をこのままの状況で続けたい

と執行部は思っているんでしょうか。そこはちょ

っと聞きたいと思うんですが、どうでしょう。 

○齊藤副委員長 課長。 

○藤田商工観光課長 正直、私に聞かれてもちょっ

とわからないんですが、そういうふうに思ってお

ります。当然ここまで来たものをさらに地盤を強

固なものにしていくという時期だというふうに、

担当課としては認識をしている中でございます。

ただ、この金額が少ないからできないのかという

ふうにも思っておりません。この金額の中で、い

ろんな方にご負担をおかけすることになりますが、

知恵を絞りながら、吉成委員にも先ほど申し上げ

ましたが、状況に応じてどうしても必要な経費な

んていうのも出てくるし、タイミングを逃したら

大きな損失になるということも十分あるだろう。

そういったものについては常に気を配りながら、

まず執行部内の調整も当然ですが、議会の皆さん

のご協力をいただく場面もあるのかなというふう

に、正直思っております。 

○齊藤副委員長 じゃ、交代いたします。 

○櫻田委員長 部長。 

○藤田産業観光部長 予算の話については、先ほど

私どもの課長のほうからも、審議監のほうからも

あったんですけれども、我々としては、要求レベ

ルでは、やはり去年と同額を要求させてもらった

という話の中で、市全体を見た中での最終的な判

断だということでご理解いただければと思います。 

  そんな中で、先ほどもお答えしたとおり、事業

ありき、効果、効率のために事業をやっていくと

いうことが本分でございますので、場合によって

は当初お願いする段階で恐縮で、本当に甚だ失礼

な話かもしれませんが、そういう視点から、補正

等でお願いする場面があるということでお含みを

いただければ大変ありがたいなというふうに思っ

ています。 

  何回も繰り返しになりますが、観光というのは

本当に裾野の広い産業ということでございまして、

ほかの産業に与える影響もでかいということで、

まずはパイロット的にここを興すことが私どもの

まちの産業を元気づけるための一つの特効剤と思

っていますんで、そういう観点からもしっかりと

今後もやっていくということでご認識いただけれ

ば大変ありがたいなと思います。 

  以上です。 

○櫻田委員長 それでは、質疑、ご意見等を終了し

たいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 零時０９分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 
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  議案第10号 平成28年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 議案第10号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、商工観光課の審

査を終了いたします。 

  これで産業観光部の今定例会における審査は終

了となりますが、産業観光部全体として何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 なければ、以上で産業観光部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  それでは、審査事項は以上となりますが、ここ

で執行部退席のため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時１０分 

 

再開 午後 零時１１分 

 

○櫻田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○櫻田委員長 続いて、４のその他に入ります。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○櫻田委員長 ないようですので、事務局から連絡

があります。 

  事務局。 

○磯書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○櫻田委員長 それでは、皆さんご苦労さまでした。 

  これで今定例会における委員会議事日程は全て

終了いたしました。 

  今、事務局から説明がありましたが、17日は送

別会を行います。送別会の内容については、私と

副委員長で楽しい送別会にしたいと思いますので、

どうか皆様のご協力、よろしくお願いしたいと思

います。 

  また、本委員会の審査報告書は本職が作成し、

議長に提出いたしますので、ご一任をくださるよ

うお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして建設経済常任委員

会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時１３分 




